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」
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額
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め
、
同
項
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二

号
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加
え
る
。 
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の

規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 



 特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月26日 

                 埼玉県公安委員会委員長 工 藤 由 起 子   

埼玉県公安委員会規則第４号 

特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

特例施設占有者の指定等に関する規則（平成19年埼玉県公安委員会規則第13号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第３項、第３条及び第４条第３項中「に掲示して」を「への掲示及びインターネット

を利用する方法により」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年３月26日から施行する。 

 



 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月26日 

                   埼玉県公安委員会委員長 工 藤 由 起 子 

埼玉県公安委員会規則第５号 

  埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 第11条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

 第29条第２項中「又は」の次に「埼玉県警察ホームページ若しくは」を加え、「掲示」を「

掲載するなど」に改める。 

 別記様式第10及び別記様式第11を次のように改める。 

 別記様式第10及び別記様式第11 削除 

 別記様式第35を次のように改める。  



別記様式第35（第30条関係） 

地域交通安全活動推進委員標章 

 

色 制     式 図 

地 色 は 黄 緑 と し 、

「交」のデザイン文

字、旭日章及び縁取り

を金色とする。 

 

 

縁取りした桜花形と

し 、 中 央 に 旭 日 章 、

「交」のデザイン文字を

配する。 

 

 

 

 

   （注） 上図は、（Ａ）を 100 ミリメートルとしたときの寸法比率である。 
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   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 埼玉県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

令和６年３月26日 

埼玉県公安委員会委員長 工 藤 由 起 子 

埼玉県公安委員会規則第６号 

埼玉県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則に関する規則の一部 

を改正する規則 

埼玉県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則に関する規則（昭和14年埼玉

県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「認定に関する通知書」を「認定通知書」に改める。 

第３条中「認定拒否に関する通知書」を「認定に関する通知書」に改める。 

第５条の表を次のように改める。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第11条第２項各

号列記以外の部

分 

前項の選任の届出書 自動車運転代行業の業務の適正化に関する 

法律（以下「法」という。）第５条第１項に規定 

する申請書及び法第５条第１項第４号に規定 

する事項の変更に係る法第８条第１項の規定 

による変更届出書 

当該各号に掲げる書類 自動車運転代行業の業務の適正化に関する 

法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規 

定の読替えに関する内閣府令（平成14年内閣 

府令第35号。以下「府令」という。）で読み替え 

て適用する道路交通法施行規則（昭和35年 

総理府令第60号。以下「読替え後の道路交通 

法施行規則」という。）第９条の９第１項第２号 

又は第２項第２号の公安委員会が認定した者 

に該当することを証するための資料として、自 

動車安全運転センター法（昭和50年法律第57 

号）第29条第１項第４号で規定する書面で、安 

全運転管理者又は副安全運転管理者の運転 

記録の証明に関する事項を記載したもの 

第12条第１項 規則第９条の９第１項第２

号 

読替え後の道路交通法施行規則第９条の９ 

第１項第２号 

別記様式第12の申請書２通

を 

教習申請書（別記様式第６号）２通をその主た 

る営業所の所在地を管轄する警察署長を経 

由して 

第12条第２項 別記様式第13の修了証書 教習修了証書（別記様式第７号） 

第13条 法第74条の３第６項の規定 読替え後の道路交通法第74条の３第６項の 

規定 

安全運転管理者等 安全運転管理者又は副安全運転管理者 

別記様式第13の２の命令書 解任命令書（別記様式第８号） 

第14条 法第74条の３第８項の規定 読替え後の道路交通法第74条の３第８項の 

規定 

自動車の使用者 自動車運転代行業者 

別記様式第14の命令書 是正措置命令書（別記様式第８号の２） 

 



別記様式第１号を次のように改める。 

  



 

別記様式第１号 （第２条関係） 

                                   第    号 

認 定 通 知 書 

 

 住 所 

 氏名又は名称               殿 

 

   年 月 日付けで申請のあった自動車運転代行業の認定については、自動車運転

代行業の業務の適正化に関する法律第５条第２項の規定により認定することとしたので

通知します。 

 

 認定番号   第                     号 

 

 

 

 

 

 

      年  月  日 

                      埼玉県公安委員会 印 



別記様式第２号を次のように改める。 

  



 別記様式第２号 （第３条関係） 

※ 裏面に教示文があります。

                                第    号 

認定に関する通知書 

 

 住 所 

 氏名又は名称               殿 

 

   年 月 日付けで申請のあった自動車運転代行業の認定については、自動

車運転代行業の業務の適正化に関する法律第３条の規定により認定しないことと

したので通知します。 

 

 理由 

 

 

 

 

    年  月  日 

                       埼玉県公安委員会 印  

 



 

 

 
教 示 文 

 
１ 審査請求について 
 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をする

ことができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過し

たときは、審査請求をすることができなくなります。 
２ 取消訴訟について 
 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査

請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の

翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりま

せん。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員

会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場

合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 
 

(裏面) 



別記様式第３号を次のように改める。 

  



 

 

  

別記様式第３号 （第４条関係） 

（表面） 

裏面に教示文があります。 

                             

   第    号 

認 定 取 消 処 分 通 知 書 
 

 認定年月日 

 認定番号 

 住所 

 氏名又は名称               殿 

 

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第７条第１項の規定により、自動

車運転代行業の認定を取り消したので通知します。 

 

 理由 

 

 

 

    年  月  日 

                      埼玉県公安委員会 印  

 



  

 （裏面） 

  

  

教 示 文 

  

１ 審査請求について 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、

埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表

する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請

求をした場合は、当該審査請求に対する決定があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する

裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。 



別記様式第４号及び別記様式第５号を次のように改める。 

別記様式第４号及び別記様式第５号 削除 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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利
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ｐ
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Ｗ
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ｌ
ｄ
ｃ
ａ
ｔ
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二 

代
表
者
の
氏
名 
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科 

清
子 

三 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

 

埼
玉
県
蓮
田
市
椿
山
三
丁
目
二
十
五
番
十
号 

四 

当
該
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ガ
リ
バ
ー
狭
山
店 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
上
奥
富
六
十
一
―
十
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
狭
山
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
上
奥
富
六
十
一
―
十
一 

 
 

 

（
変
更
後
）
（
仮
称
）
ガ
リ
バ
ー
狭
山
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
上
奥
富
六
十
一
―
十
一 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機 

代
表
取
締
役 

山
田
昇 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
前
橋
市
日
吉
町
四
丁
目
四
十
番
地
の
十
一 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

山
田
昇 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号 

 
 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ガ
リ
バ
ー
狭
山
店 

 
 

 

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
上
奥
富
六
十
一
―
十
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

（
変
更
前
）
四
千
六
百
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
千
八
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
四
八
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
五
台 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
三
四
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

〇
台 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
六
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

五
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

六
立
方
メ
ー
ト
ル 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
第
一
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

（
変
更
後
）
駐
車
場 

 
 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 



（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

四
か
所 

図
面
省
略 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

四
か
所 

図
面
省
略 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

秦
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

 

吉 

野 

昌 

代 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
日
向
五
百
二
番
地 

 

理
事 

 

岡 
 

 

秀 

美 
 

同 
 

同 
 

同 

五
百
七
十
六
番
地
三 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
一
―
四
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
茗
荷
沢
七
百
八
十
番
一
外
二
十
六
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

四
千
五
百
三
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
一
号
）
の

う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

      

二 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

            

柏
原
小
学
校 

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
狭
山
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
狭
山
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

 

 

柏
原
小
学
校 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

な
る
自
然
現
象
の
種
類 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域

と
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

         

柏
原
小
学
校 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称 

 
平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

な
る
自
然
現
象
の
種
類 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号 

 
川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号 

 
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。 令

和
六
年
三
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
九
年
五
月
九
日
か
ら
令
和
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
清
算
期
間
五
年
を
含
む
） 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
伊
勢
野
、
大
字
大
瀬
、
大
字
古
新
田
、
大
字
垳
、
大
字
大
原
及
び
大
字 

 

大
曽
根
の
各
一
部 

四 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業 

五 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
中
馬
場
五
十
二
番
地
二 

 
 

埼
玉
県
八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所 

六 

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日 

 
 

平
成
九
年
五
月
九
日 

七 

変
更
の
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 

孝 

文 

  



 

赤
浜
小
川
線 

路
線
名 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
字
中
居
五
六
〇
番
一 

地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
牟
礼
字
可
吹
九
八
二
番
二
地
先 

ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
一
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
九
八
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 
 

 

茂 

     



     

 

松
戸
草
加
線 

路 
 

線 
 

名 

八
潮
市
大
字
西
袋
字
川
西
三
番
三
地
先
か
ら 

同
市
大
字
西
袋
字
川
西
九
八
番
一
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
元
年
十
一
月
一
日
付

け
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
八
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区
域

の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
六
五
・
二
〇
メ
ー
ト

ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 
 

 

茂 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

松
戸
草
加
線 

 
 

 

八
潮
市
大
字
西
袋
字
川
西
三
番
三
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
市
大
字
西
袋
字
川
西
九
八
番
一
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 
 

 

茂 

     



     

吉
場
安
行
東
京
線 

路 
 

線 
 

名 

草
加
市
谷
塚
上
町
字
大
沼
五
六
五
番
二
地
先
か
ら 

同
市
谷
塚
上
町
字
大
沼
五
六
四
番
三
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

一
日
付
け
埼
玉
県
越
谷
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

二
十
一
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
一
部
供
用

開
始
で
あ
る
。 

延
長
三
六
・
六
二
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 
 

 

茂 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

吉
場
安
行
東
京
線 

 

草
加
市
谷
塚
上
町
字
大
沼
五
六
五
番
二
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
市
谷
塚
上
町
字
大
沼
五
六
四
番
三
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 
 

 

茂 

     



     

 

川
口
草
加
線 

路 
 

線 
 

名 

草
加
市
柳
島
町
字
助
三
郎
一
番
一
地
先
か
ら 

同
市
両
新
田
西
町
字
塚
田
四
四
六
番
二
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
元
年
八
月
三
十
日
付

け
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
三
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区
域

の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
七
八
・
五
八
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

島 
 

 

茂 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

川
口
草
加
線 

 
 

 

草
加
市
柳
島
町
字
助
三
郎
一
番
一
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
市
両
新
田
西
町
字
塚
田
四
四
六
番
二
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 
 

 
 

 

宏 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

松
伏
春
日
部
関
宿
線 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



  

新 

 旧 

 

旧 
新 

別 

幸
手
市
大
字
惣
新
田
字
東
川
七
二
八
番
二

地
先
か
ら
同
市
大
字
惣
新
田
字
東
川
七
三

六
番
地
先
ま
で 

 

区 
 
 
 
 
 

間 

 

一
〇
・
二
三
～ 

 
 
 
 

一
〇
・
六
四 

 八
・
五
二
～ 

 
 
 
 

一
〇
・
五
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

九
六
・
九
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
二
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

一 

日
時 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日 

午
前
十
一
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
三
階
小
会
議
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

桶
川
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
包
括
外
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Ⅰ 包括外部監査の概要 

 

第１．監査の種類 

 地方自治法第 252条の 37第 1項及び第 2項の規定に基づく包括外部監査 

 

第２．選定した特定の事件（テーマ） 

 男女共同参画基本計画に係る財務事務の執行について 

 

第３．特定の事件（テーマ）を選定した理由 

埼玉県は、全国で最も速いスピードで後期高齢者の増加が見込まれており、誰もが自分

らしく活躍できる、活力ある持続可能な社会づくりが大きな課題であり、男女共同参画の

視点の重要性が高まっている。また、女性の子育てや介護等の負担増加といった、既に存

在していた固定的性別役割分担意識に基づく構造的な問題が依然として存在し、男女間の

格差が拡大していく可能性をはらんでいる。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響は

老若男女に幅広く及んだが、特に女性に対して、就業面や生活面について様々な形で深刻

な影響を及ぼし、現在も感染症拡大前の状況に戻ったとは言えない状況である。このよう

な状況であるが、他方で在宅勤務等の普及は柔軟な働き方の推進や男性の家事・育児等へ

の参画を促す好機ともなっている。そのため男女共同参画基本計画に基づく目標の設定状

況や事業の実施状況を監査することは意義のあることと考えた。 

 

第４．監査の主な要点 

１．男女共同参画基本計画に基づく施策の推進において法令や条例等で定める手続きを順守し

ているか 

２．男女共同参画基本計画に基づく施策に関する補助事業や補助金政策が適切に実施及び管理

されているか 

３．埼玉県男女共同参画推進条例に基づく男女共同参画基本計画の効果的な施策が実施されて

いるか 

 

第５．監査の主な手続 

１．入手資料等の閲覧、質問による監査対象事業の概況把握 

２．関係書類の閲覧、照合、分析 

３．視察、管理状況の把握 

４．その他必要と認めた手続 

 

第６．監査の対象機関 

総務部、県民生活部、危機管理防災部、福祉部、保健医療部、産業労働部、教育局 
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第７．監査の対象年度 

 原則として令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月 31日まで）を中心とする。 

 ただし、必要に応じて過年度についても監査対象とする。また、制度等が変更されてい

る場合は、本報告書作成終了までの令和５年度途中についても監査対象としている。 

 

第８．監査の実施期間 

令和５年６月３０日から令和６年２月２９日 

 

第９．監査従事者 

 包括外部監査人 

  公認会計士 福島 清徳 

 包括外部監査人補助者 

  公認会計士 新江 明  

  公認会計士 井上 正之  

  公認会計士 織田 智美  

  公認会計士 柴田 英樹 

  公認会計士 豊田 由美子 

  公認会計士 久保田 貴之 

 

第 10．利害関係 

 包括外部監査の対象とした事件につき、県と包括外部監査人及び包括外部監査人補助者

との間には、地方自治法第 252条の 29の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

第 11．表示数値 

 本報告書の表示数値は、単位未満の端数処理の関係で、内訳数値の総数と合計数値が不

一致の場合がある。  
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Ⅱ 監査対象の概要 

第１ 埼玉県男女共同参画基本計画の策定 

埼玉県の人口は減少に転じ、今後、全国で最も速いスピードで後期高齢者の増加が見込

まれている。こうした中で、誰もが自分らしく活躍できる、活力ある持続可能な社会づく

りが大きな課題となっており、男女共同参画の視点の重要性が高まっている。また、令和

2年（2020年）からの新型コロナウイルス感染症の拡大は未曽有の危機をもたらしており、

特に女性がその大きな影響を受けている。さらに、配偶者等からの暴力（ＤＶ）や性暴力

の増加や深刻化が懸念され、雇用・所得への影響などの問題点が浮き彫りになった。それ

ゆえ、今後の埼玉県の発展のためには、男女共同参画社会の実現に向けた取組をより一層

加速させていく必要がある。 

埼玉県においては、男女共同参画の重要性を鑑み、全国に先駆けて平成 12年（2000年）

3月に埼玉県男女共同参画推進条例（以下「条例」という。）を制定し、条例に基づく初の

基本計画として、平成 14 年（2002 年）2 月に「埼玉県男女共同参画推進プラン 2010」を

策定した。その後「埼玉県男女共同参画基本計画」（平成 29年度（2017年度）～令和 3年

度（2021年度））を策定し、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性

活躍推進法」という。）に基づく都道府県推進計画としても位置付け、男女共同参画に係る

施策を総合的かつ計画的に推進してきた。 

現在、埼玉県では「埼玉県男女共同参画基本計画」（令和４年度（2022年度）～令和８年

度（2026 年度））を策定し、「男女共同参画社会の実現-人権が尊重され、誰もが活躍でき

る埼玉へ-」を目標として、これまでの成果や課題を踏まえるとともに、社会情勢の変化に

対応するため、今後の目指す姿を設定し、取り組むべき施策を行っている。 

 

【埼玉県男女共同参画基本計画の位置付け】 

（１）男女共同参画社会基本法第 14条及び条例第 12条に基づき、知事が策定する県の男

女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画で

ある。 

（２）女性活躍推進法第 6条第 1項に規定する県の女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画である。なお、計画の「目指す姿 Ⅱ」に係る部分につい

て、女性活躍推進法第 6条第 1項に基づく「都道府県推進計画」として、位置付けら

れる。 

（３）男女共同参画をめぐる国連の動向や国の第 5次男女共同参画基本計画を踏まえると

ともに、埼玉県の総合計画である埼玉県 5か年計画との整合を図り、県の部門別計画

として策定する計画である。 

（４）県民からの意見や埼玉県男女共同参画審議会からの答申を受け、県民、事業者、民

間団体、市町村などと連携して施策の推進に取り組むための計画である。 
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【埼玉県における男女共同参画に関する動き】 

 ① 男女共同参画行政担当課の変遷 ～時代の流れと共に～ 

 国際婦人年に始まる国際的な動きと、国内婦人問題企画推進本部の設置の動きを背景

に、女性行政を担当する県の組織として、昭和 51（1976）年、生活福祉部婦人児童課に

婦人問題総合窓口を設置した。 

昭和 52（1977）年、企画財政部婦人問題企画室長の職制を設置し、昭和 54（1979）年、

県民部婦人問題企画室長の職制を設置し、昭和 55（1980）年、県民部婦人対策課を設置

した。その後、昭和 62（1987）年に婦人行政課に名称変更、平成 3（1991）年に女性政

策課に、平成 13（2001）年に男女共同参画課に名称変更し、令和 4（2022）年に人権推

進課と男女共同参画課を統合し、人権・男女共同参画課を新設した。 

 

② 埼玉県男女共同参画推進会議の変遷 ～庁内における推進体制の整備～ 

 昭和 52（1977）年、女性関係行政の体系化を行い、女性行政の総合的、かつ効率的な

推進を図るとともに「県計画の策定」に向けて「婦人問題庁内連絡会議」を設置した。 

 昭和 55（1980）年、女性の地位向上に関する施策の総合的な調整に関する事項を審議

する機関として「婦人関係行政推進会議」を設置した。 

 平成 3（1991）年、「女性関係行政推進会議」に名称変更、平成 9（1997）年、知事を

議長とする「男女共同参画推進会議」に改組した。 

 

③ 埼玉県男女共同参画審議会の変遷 ～外部有識者における諮問機関の整備～ 

 昭和 53（1978）年、知事の諮問に応じ、男女平等の推進に関する重要事項を審議する

機関として「埼玉県婦人問題協議会」を設置した。 

 平成 3（1991）年、「埼玉県女性問題協議会」に名称変更、平成 12（2000）年、「埼玉

県男女共同参画審議会」に名称変更した。審議会の役割として、条例第 10 条第 1 項の

知事からの諮問のほか第 2 項では、「男女共同参画の推進に関する施策の実施状況につ

いて、必要に応じ、調査し、及び知事に意見を述べること」が規定された。 

 

④ 第一次から第三次までの行動計画 ～時代に応じた行動計画の策定～ 

・第一次計画 

 「婦人の地位向上に関する埼玉県計画」（昭和 54年度～60年度） 

 女性の法的な面での地位は大きく向上したが、依然として固定的な男女の役割分担意

識が残っているという認識にたち、埼玉県の女性の地位向上の新しい出発点として、真

の男女平等の実現に向けて計画を策定した。 

 「婦人と地位向上に関する埼玉県計画（修正版）」 

 昭和 59（1984）年 3月、計画策定後の社会情勢の変化に対応するため、見直しを行っ

た。 

・第二次計画 

 「男女平等社会確立のための埼玉県計画」（昭和 61年度～平成 7年度） 
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 単に女性の地位向上だけに止まらず、よりよい福祉社会と男女平等の社会を確立する

ことをめざして、第二次計画を策定した。 

 「男女平等社会確立のための埼玉県計画（修正版）」 

 平成 2（1990）年 3月、計画策定後の社会情勢の変化に対応するため見直しを行った。 

・第三次計画 

 「2001彩の国男女共同参画プログラム」（平成 7年度～13年度） 

 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、あらゆる活動に参画する機

会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的、文化的利益を享受し、共に責任

を担う「男女共同参画社会」を確立することをめざして、第三次計画を策定した。 

 

⑤ 埼玉県男女共同参画推進条例の制定 ～全国に先駆けて～ 

 住民や地域社会の視点に立ち、地域の実情を十分踏まえ、県民意見を最大限に反映し

た上で、総合的かつ計画的に推進するために、全国に先駆けて平成 12（2000）年 3月に

制定した。 

 

⑥ 埼玉県男女共同参画推進プラン 2010 の策定 ～条例に基づく初の基本的な計画～ 

 平成 14（2002）年 2 月に、埼玉県男女共同参画推進プラン 2010を策定し、あらゆる

分野に男女共同参画と人権尊重の視点を取り入れることを主眼として、男女共同参画社

会づくりのための具体的な道筋を示した。平成 19（2007）年 2月には、計画期間の最終

年度を平成 23年度とするなど中間見直しを行い「埼玉県男女共同参画推進プラン」とし

た。 

 

⑦ 埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）の設置 

 ～男女共同参画社会づくりの総合的な拠点～ 

 県の施策を実施し、県民や市町村の取組を支援するため、平成 14（2002）年 4月に埼

玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）を開設した。 

 

⑧ 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画の策定  

 ～ ＤＶ 総合対策の推進～ 

 平成 18（2006）年 2月に、被害の発生防止から相談、一時保護、自立支援に至るまで

の施策を総合的に推進するため、「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画」を

策定した。 

 

⑨ 埼玉県女性キャリアセンターの設置 ～子育て期の女性の再就職を支援～ 

 結婚や出産を機に退職した女性の再就職を支援するため、平成 20（2008）年 5月、男

女共同参画推進センター（With You さいたま）内に開設した。 

 

⑩ ウーマノミクス課の設置 ～埼玉版ウーマノミクスの推進に向けて～ 
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 働く場における女性の活躍を支援するため、平成 24（2012）年 4月に、産業労働部に

ウーマノミクス課を設置した。 

 

⑪ 人材活躍支援課及び多様な働き方推進課の設置  

 ～女性活躍と多様な働き方の推進～ 

 令和 3（2021）年 4月に、産業労働部のウーマノミクス課を廃止し、人材活躍支援課、

多様な働き方推進課に再編した。併せて、埼玉県女性キャリアセンターを人材活躍支援

課に組織変更した。  
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第２ 埼玉県の状況 

（１）人口減少・少子高齢化の進行 

埼玉県の人口は、国勢調査が開始された大正 9年（1920年）から令和 2年（2020年）ま

で一貫して増加してきた。しかし、現在は自然減が社会増を上回ったことで、人口減少に

転じ、令和 12年（2030年）には約 720万人となり、そして令和 22年（2040年）には 700

万人を下回ると予想されている。 

また、埼玉県の 65 歳以上の高齢者は、令和 12 年（2030 年）には約 206 万人、令和 22 

年（2040 年）には約 230 万人まで増加し、県民の 3 人に 1 人が高齢者となる見込みであ

る。他方、15歳から 64歳までの生産年齢人口は、平成 12年（2000年）の約 501万人をピ

ークに減少が続き、令和 12 年（2030 年）には約 433 万人、令和 22 年（2040 年）には約

380万人まで減少する予想となっている。 

 

＜埼玉県の将来人口予想＞ 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

さらに、埼玉県の 75歳以上の後期高齢者は、国立社会保障・人口問題研究所の推計によ

ると、いわゆる団塊世代の高齢化に伴い、平成 27年（2015年）から令和 12年（2030年）

までの 15 年間で約 1.6 倍の約 128 万人に増加すると見込まれている。この間の後期高齢

者の増加率は全国で最も高く、社会に与える影響の大きさなどを考えると、異次元の高齢

化とも呼べる状況を迎える予想がなされている。 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

また、埼玉県における出生数は減少傾向にあり、令和元年（2019年）は約 4万 8千人と

なっている。合計特殊出生率は 1.27で、全国で 5番目に低い状況にある。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（２）世帯構造の状況 

平成 12年（2000年）から平成 27年（2015年）の変化を見ると、「夫婦と子供」世帯の

割合が減少傾向である一方、「夫婦のみ」、「単独」世帯の割合が上昇している。また、「ひ

とり親」世帯の割合も上昇傾向にある。 

核家族世帯の割合は、61.5%と全国平均（55.9%）より、5.6ポイント高く、奈良県に次い

で全国 2位となっている。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

夫婦と子供からなる世帯のうち、夫と妻が有業の世帯の割合は、全国平均は 48.8%のと

ころ、県の状況は 46.5%であり、全国で 8番目に低くなっている。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（３）就業の状況 

女性の就業率が出産、子育て期に大きく低下する、いわゆる M字カーブの谷の深さ（M字

型カーブの左右のピークの値と底の値との差）は、10.5ポイントで、全国で 4番目に深く、

全国（7.0ポイント）より深くなっている。 

 
（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

育児をしている女性の有業率を見ると、埼玉県は 58.6%であり、全国で 2 番目に低く、

全国（64.2%）に比べ、5.6ポイント低くなっている。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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埼玉県の女性雇用者の非正規雇用率は、60.6%と全国で 3番目に高く、全国（56.6%）に

比べ、4ポイント高くなっている。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

他都県への 15歳以上の通勤・通学者数は、1,074千人と全国で 2番目に多く、都道府県

別人口に占めるその割合は 16.5%と全国 1位になっている。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（４）政策決定過程への参画 

審議会等委員に占める女性の割合は、39.3%（令和 3年（2021年）4月 1日現在）で全国

17位となっている（全国の割合は、37.5%である）。 

また、法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会等委員への女性

の登用率は、38.3%で全国 7位となっている。 

県議会における女性議員の割合は、14.6%（89人中 13人）で全国 6位となっている（令

和 3年（2021年）8月 1日現在）。他方、市区議会における女性議員の割合は、23.3%（954

人中 222 人）で全国 2 位、町村議会における女性議員の割合は、18.8%（298 人中 56人）

で全国 3位となっている（令和 2年（2020年）12月 31日現在）。 

県及び市区町村議員を合計した女性の割合は、21.7%で、全国 3位となっている（全国の

割合は 14.5%である）。 

 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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自治会長に占める女性の割合は、5.3%（令和 3年（2021年）4月 1日現在）で、全国 21

位となっている（全国割合は 6.3%である）。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（５）新型コロナウイルス感染症拡大の影響への対応 

令和 2年（2020年）の年明けからの新型コロナウイルス感染症拡大の影響は老若男女に

幅広く及んだ。特に女性に対して、就業面から生活面について様々な形で現在もなお深刻

な影響を及ぼしている。 

「令和 3年版男女共同参画白書」（内閣府男女共同参画局）では、コロナ禍で男女共同参

画の課題が顕在化したとしている。就業面では、外出自粛や休業等により、女性就業者の

多いサービス業、とりわけ飲食・宿泊業等が打撃を受け、非正規雇用労働者を中心に深刻

な影響を受けた。また、生活面では、生活不安やストレス、在宅時間の増加などにより、

配偶者等からの暴力（ＤＶ）の相談件数が増加し、女性に対する暴力の増加や深刻化が懸

念されている。さらには、女性の子育てや介護等の負担増加といった、既に存在していた

固定的性別役割分担意識に基づく構造的な問題が加わり、男女間の格差が拡大していく可

能性をはらんでいる。 

 男女共同参画社会の形成に向けた様々な課題が、コロナ禍で浮き彫りになったと言え、

感染症が収束したポストコロナ時代においても、対応が強く求められる。 

 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（６）デジタル社会への対応 

我が国では、IoT、ロボット、人工知能（AI）、ビッグデータといった新たな技術をあら

ゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会

である Society5.0が、平成 28年（2016年）に策定された第 5期科学技術基本計画におい

て目指すべき社会の姿として初めて提唱された。その前提となるデジタル化について社会

実装が途上となっていたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、デジタル化への意

識が一変した。仕事ではオンラインの活用が急速に拡大し、男女ともに新しい働き方の可

能性が広がっていくことが期待されている。テレワーク、在宅ワークの普及は柔軟な働き

方の推進や男性の家事・育児等への参画を促す好機ともなっている。また、デジタル社会

到来の中で、女性が経済的に自立するとともに、快適かつ安全な生活を送るためには、必

要なデジタル知識と技能を向上させるなど、デジタルデバイドを防ぐことが求められてい

る。 

埼玉県においても、デジタル技術の浸透を図り、新しい働き方や暮らし方の定着・加速

に向けた支援を進めるとともに、これまでアナログではできなかった新しいサービスや価

値が生み出される、県民・事業者・行政それぞれのデジタル化を前提とした社会全体の「デ

ジタルトランスフォーメーション（DX）」の実現を目指している。 
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第３ 埼玉県男女共同参画基本計画の目標 

（１）男女共同参画社会の実現 人権が尊重され、誰もが活躍できる埼玉へ 

埼玉県男女共同参画基本計画は、「人権が尊重され、誰もが活躍できる埼玉へ」という標

語を掲げ、男女共同参画社会の実現に向けて、計画を推進するための４つの基本的な視点

を設定している。 

① あらゆる分野で男女の人権を尊重する 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）や、性犯罪・性暴力、セクシュアル・ハラスメントなど

の女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の形成を阻害する重要

な課題となっている。 

この背景には、人々の意識や行動、習慣などにある、社会的・文化的に形成された性

別（ジェンダー）による固定的性別役割分担意識や、女性に対する差別や偏見などがあ

る。女性に対する暴力が根絶され、尊厳をもって一人一人が生きることができるよう、

あらゆる分野で男女の人権が尊重される必要がある。 

② 男女共同参画・女性活躍を推進し、多様性に富んだ活力ある社会をつくる 

性別にかかわりなく、自らの意思に基づき、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆ

る分野へ参画することは、多様性に富んだ活力ある社会をつくる上で不可欠となってい

る。 

男女共同参画・女性活躍を分野横断的な価値として推進し、少子高齢化が急速に進む

人口減少社会においても、多様な一人一人の能力が発揮されることを通じ、持続可能な

社会の実現へつなげていくことが必要とされる。 

③ 男女が共に家庭・仕事・地域において調和のとれた生活を築く 

埼玉県には、女性の労働力率が出産・子育て期に大きく低下する、いわゆる M字カー

ブの底が深いという特徴があり、就業の継続や復職がしやすい環境の整備が求められて

いる。一方、男性においても働き方を見直し、家庭生活や地域活動への参画により仕事

以外の活動の場や役割を持つことは、生涯にわたる豊かな人生につながる。 

そのため、男女が相互に協力し、社会的支援を受けながら、より良いパートナーシッ

プを築き、家庭や仕事、地域において調和の取れた生活の実現を図っていくことが必要

とされる。 

④ SDGs の実現をはじめ国際社会の取組の推進に貢献する 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成 27年（2015年）の国連サミットにおいて加盟

国（193か国）の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に

掲げられた、誰一人取り残すことのない持続可能な世界を令和 12 年（2030 年）までに

実現するための国際目標である。 

埼玉県でも SDGsを部局横断的に全庁が一丸となって施策を展開するとともに、県民や

企業など民間主体も巻き込みワンチームで「埼玉版 SDGs」を推進している。 

同アジェンダでは、前文において「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等と

すべての女性と女児のエンパワーメントを達成することを目指す」とうたっている。ゴ

ール 5として「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを



17 

 

 

行う」を掲げるとともに「ジェンダー平等の実現と女性・女児のエンパワーメントは、

すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするものである」

としている。 

埼玉県の男女共同参画の推進に当たっても、条例の基本理念である「国際的協力」に

沿って、国際的な連携や協力の下に、SDGs・ゴール 5「ジェンダー平等の実現」をはじ

め、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約や国連の動向を踏まえながら、

男女共同参画に係る施策を推進していくことが必要とされる。 

 

（２）４つの目指す姿と 10の基本目標 

① 基本理念と計画 

埼玉県男女共同参画推進条例における６つの基本理念に基づき、計画の目標である

「男女共同参画社会の実現」に向け、「４つの目指す姿」と「10の基本目標」を設定し

ている。 

 
（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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②目指す姿 

目指す姿Ⅰ：あらゆる分野における男女共同参画 

○ 政策・方針決定過程に女性の参画拡大が図られ、男女共同参画が進んでいる。

急速な少子高齢化や人口の減少が進む中で、多様な視点が確保され、社会経済情

勢の変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生み出すとともに、誰も

が暮らしやすい社会の実現につながっている。 

○ 家事・子育て・介護・地域活動において、固定的性別役割分担意識やアンコン

シャス・バイアス（性差に関する無意識の思い込みや偏見）にとらわれず、男性

の参画も進んでいる。男性が子育てや介護等の多様な経験を得ることが、職場に

おける働き方やマネジメントのあり方を見直す契機になっている。 

○ 人生 100 年時代の中、男女がともに社会の支援を受けながら、家庭生活と職業

生活・地域活動とのバランスのとれたライフスタイルの実現が図られ、豊かな人

生を送っている。 

 

目指す姿Ⅱ：経済社会における女性活躍の拡大 

〇 就業は生活の経済的基盤であるとともに、自己実現につながる。性別にかかわ

らず働きたい人すべてが、仕事と子育て、介護、社会活動などを含む生活との二

者選択を迫られることのない環境整備が整っている。働き続け、職業能力開発や

キャリア形成の機会を得ながらその能力を十分に発揮している。また、子育てや

介護等で離職した場合も、必要な支援を受けながら希望の職種への復職が図られ

ている。 

〇 長時間労働や転勤等を当然視する働き方に対する見直しが進むとともに、個々

の事情やライフステージに応じ、多様で柔軟な働き方ができる環境が整備されて

いる。 

〇 職場における性別を理由とする差別的取扱いや、セクシュアル・ハラスメント

などのハラスメントの根絶、男女間の格差の是正や意欲と能力に応じた均等な待

遇が図られ、女性活躍の拡大が図られている。 

 

目指す姿Ⅲ：誰もが安全・安心に暮らせる社会 

○ 女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けて、その予防と被害からの回復のため

の取組が進んでいる。誰もが暴力の被害者、加害者、傍観者とならないために幼

児期からの教育をはじめとした暴力を容認しない社会環境の整備など、暴力の根

絶に向けた基盤が整備されている。 

〇 貧困など、生活上の様々な困難を抱える方々に対し、セーフティネットの機能

としての多様な支援が整備されている。性別や年齢、国籍の違いや、障害の有無

にかかわらず、様々な属性を持つ個人を認め合い、活躍できる共生社会の実現が

図られている。 
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○ 男女がライフステージに応じ、的確な保健・医療を受ける環境が整備されてい

る。妊娠、出産等に対して、正確な知識や情報を入手し、自己決定を行うことが

できるよう、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の考え方に基づく取組が

進んでいる。 

○ 防災・災害復興における意思決定過程や現場への女性の参画拡大が図られ、男

女共同参画の視点から防災対策が推進されている。 

 

目指す姿Ⅳ：男女共同参画社会の実現に向けた基盤が整う 

○ 男女共同参画社会の実現に向け、固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・

バイアス（性差に関する無意識の思い込みや偏見）の解消の重要性が、県民の間

で浸透している。 

○ 家庭や地域、職場、学校、メディアなどのあらゆる場を通じて、幼児から高齢

者に至る幅広い層を対象に、男女共同参画について理解を深める機会が充実して

いる。 

○ 学校現場においては、性別にかかわりなく、一人一人の個性に応じ、進路や就

職において、多様な選択を可能とする指導が行われている。 

○ 生涯を通じて男女共同参画に関する学習機会が提供され、「教育、仕事、老後」

という単線型の人生設計ではなく、ライフステージに応じた様々な働き方、学び

方、生き方の選択ができる。 
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③ 10の基本目標 

男女共同参画基本計画は、上記「４つの目指す姿」を掲げ、それを達成するために

以下の「10の基本目標」を設定している。 

Ⅰ－1 政策や方針の立案及び決定への女性の参画拡大 

・県における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

・市町村、事業所・各種団体における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

・積極的格差是正措置の具体化の促進 

・女性の人材発掘・育成・活躍の促進 

Ⅰ－2 家庭と地域活動への男性の参画拡大 

・男性の家庭・子育て・介護・地域活動への参画の促進 

・家庭と仕事・地域活動の両立の促進 

・子育ての社会的支援 

・介護の社会的支援 

Ⅱ－1 働く場における女性活躍の推進 

・女性の就業・復職・起業支援 

・女性の就業継続・キャリア形成支援 

・女性活躍に関する情報発信 

Ⅱ－2 男女ともに働きやすい職場環境づくり 

・多様な働き方の推進 

・男女の均等な雇用機会と待遇の確保の促進及び各種ハラスメントの防止 

・様々な就業形態における就業環境の整備 

Ⅲ－1 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

・女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 

・配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・支援の推進 

・性犯罪・性暴力への対策の推進 

・子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 

・セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

・ストーカー行為などへの対策の推進 

・人身取引対策の推進 

・売買春への対策の推進 

Ⅲ－2 生活上の様々な困難への支援と多様性の尊重 

・生活上の様々な困難を抱えた女性などの自立支援 

・高齢者がいきいきと活躍し、安心して生活できる支援 

・障害者、外国人、LGBTQなどの特別な配慮を必要とする人への支援 

・男女共同参画に関する国際理解、国際交流・国際協力の推進 

Ⅲ－3 生涯を通じた男女の健康支援 

・生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利に基づく取組の促進 

・生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 
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・健康をおびやかす問題についての対策の推進 

・男女共同参画の視点に立った自殺対策の推進 

・医療分野における女性の参画拡大 

・スポーツ分野における男女共同参画の促進 

Ⅲ－4 男女共同参画の視点に立った防災対策の推進 

・防災・災害復興時における意思決定過程への女性の参画拡大 

・防災訓練や自主防災組織などにおける男女共同参画の推進 

・男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の充実 

Ⅳ－1 固定的性別役割分担意識や偏見の解消 

・固定的性別役割分担意識の解消に向けた広報・啓発活動の推進 

・男女共同参画に関する法制度や救済制度の活用能力の向上及び相談・情報提供

による支援 

・男女共同参画の視点を取り込んだ企画立案及び実施の推進 

・メディアにおける男女の人権、とりわけ女性の人権を尊重する自主的な取組へ

の働きかけ 

・男女の人権、とりわけ女性の人権を侵害する情報に対する県民意識の醸成 

・人権を侵害するような性・暴力表現を扱ったメディアからの青少年などの保護 

Ⅳ－2 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

・男女共同参画の視点に立った男女平等教育の推進 

・男女共同参画の視点に立った家庭教育の促進 

・男女共同参画を推進し多様な選択を可能とする学習の推進 
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④ 各基本目標と現状と課題 

下記４つの「目指す姿」を達成するために、掲げられた 10の基本目標に関する現状と

課題について説明する。 

・目指す姿 Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画（Ⅰ－１、Ⅰ－２） 

・目指す姿 Ⅱ 経済社会における女性活躍の拡大（Ⅱ－１、Ⅱ－２） 

・目指す姿 Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる社会（Ⅲ－１～Ⅲ－４） 

・目指す姿 Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤が整う（Ⅳ－１、Ⅳ－２） 

 

（ア）基本目標Ⅰ－1 は、政策や方針の立案及び決定への女性の参画拡大として、以下

の施策の基本的な方向を掲げている。 

・県における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

・市町村、事業所・各種団体における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

・積極的格差是正措置の具体化の促進 

・女性の人材発掘・育成・活躍の促進 

 

（現状と課題） 

県や市町村における女性管理職や審議会などの女性委員の割合や、民間企業管理職

などにおける女性の割合は、女性の参画拡大に向けた取組により、緩やかではあるも

のの上昇傾向にある。 

しかしながら、政策や方針の立案及び決定への女性の参画は十分とは言えない状況

にある。あらゆる分野における女性の参画を拡大していくために、県が率先して女性

活躍を進めるとともに、市町村、事業所、各種団体などにおける取組を促進していく

必要がある。 

 

 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（イ）基本目標Ⅰ－2 は、家庭と地域活動への男性の参画拡大として、以下の施策の基

本的な方向を掲げている。 

・男性の家庭・子育て・介護・地域活動への参画の促進 

・家庭と仕事・地域活動の両立の促進 

・子育ての社会的支援 

・介護の社会的支援 

 

（現状と課題） 

長時間労働や転勤等を当然視する、いわゆる「男性中心型労働慣行」や、固定的性

別役割分担意識を背景に、家事・子育て・介護や地域活動などの多くを、女性が担っ

ている実態がある。特に、埼玉県の場合、女性の年齢階級別労働力率が出産・子育て

期に大きく低下する傾向がある。 

女性が就業を継続したり、復職する上でも、男性が生涯にわたり豊かな人生を送る

上でも、家庭と地域活動への男性の参画拡大を進めていく必要がある。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 



27 

 

 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」）  



28 

 

 

（ウ）基本目標Ⅱ－1 は、働く場における女性活躍の推進として、以下の施策の基本的

な方向を掲げている。 

・女性の就業・復職・起業支援 

・女性の就業継続・キャリア形成支援 

・女性活躍に関する情報発信 

 

（現状と課題） 

依然として、仕事と家庭の両立が難しいことを理由に、多くの女性が出産や子育てを

機に離職しており、就業を希望しながら、就業していない女性も 30～ 40歳代を中心に

多くなっている。女性が出産や子育てにより仕事と両立することが困難になる職場環境

や家庭の状況、また、いったん離職したことでキャリアが中断され希望の職種への復職

が難しいことなどが課題となっている。 

働く場における女性活躍を推進するために、就業を希望する女性がその能力を存分に

生かして活躍できるようにしていく必要がある。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

 

（エ）基本目標Ⅱ－2 は、男女ともに働きやすい職場環境づくりとして、以下の施策の

基本的な方向を掲げている。 

・多様な働き方の推進 

・男女の均等な雇用機会と待遇の確保の促進及び各種ハラスメントの防止 

・様々な就業形態における就業環境の整備 

 

（現状と課題） 

現状においては、家事・子育て・介護等の多くを女性が担っている。本来ならば、性

別にかかわらず、仕事か家庭か二者選択を迫られることなく働き続けることができるよ

う、多様で柔軟な働き方を普及していく必要がある。他方、新型コロナウイルス感染症

の拡大が契機となったテレワークの導入やオンラインの活用の更なる拡大が期待されて

いる。                                      

また、賃金、昇進、人事配置などの面で、男女の格差は今なお残っている。社会保障

や扶養に関する制約などの影響はあるが、多くの女性がパートタイマー、派遣社員、契



30 

 

 

約社員などの正規雇用形態以外の雇用形態で働いている状況にある。 

さらに、性別を理由とする差別的取扱い、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、

妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益扱い、妊娠・出産・育児休業・

介護休業等に関するハラスメント等の根絶及び男女間の賃金格差の解消に努め、意欲と

能力に応じた均等な待遇を実現していくことが求められている。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

 

（オ）基本目標Ⅲ－1 は、女性に対するあらゆる暴力の根絶として、以下の施策の基本

的な方向を掲げている。 

・女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 

・配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・支援の推進 

・性犯罪・性暴力への対策の推進 

・子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 

・セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

・ストーカー行為などへの対策の推進 

・人身取引対策の推進 

・売買春への対策の推進 

 

（現状と課題） 

女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である。暴力の根絶を

図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっており、

女性に対する暴力を許さない社会意識を醸成する必要がある。 
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暴力の背景には、固定的性別役割分担意識、経済力の格差など、社会における男女が

置かれた状況の違いや根深い偏見などが存在しており、暴力の根絶には、社会における

男女間の格差是正や意識改革を行っていく必要がある。被害者が子供、高齢者、障害者、

外国人等の場合には、さらにその背景となる事情に十分配慮していく必要もある。また、

上司・部下、教員・生徒等の立場を利用した支配が暴力の背景にある場合は、加害者と

の関係から潜在化しやすい傾向にある。被害者支援に当たっては、暴力の形態や被害者

の属性等に応じ、きめ細かく対応する視点が不可欠となる。 

こうしたことを踏まえ、女性に対する暴力の予防と被害からの回復のための幅広い取

組を進める必要がある。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

 

（カ）基本目標Ⅲ－2 は、生活上の様々な困難への支援と多様性の尊重として、以下の

施策の基本的な方向を掲げている。 

・生活上の様々な困難を抱えた女性などの自立支援 

・高齢者がいきいきと活躍し、安心して生活できる支援 

・障害者、外国人、LGBTQなどの特別な配慮を必要とする人への支援 

・男女共同参画に関する国際理解、国際交流・国際協力の推進 

 

（現状と課題） 

未婚・離婚の増加などによる単身世帯やひとり親世帯の増加、非正規雇用者の増

加などによる雇用不安など、社会環境の変化により若年者から高齢者に至るまで経

済的に困難を抱えやすい人が増加している。特に女性は、出産・育児による就業の

中断や非正規雇用の割合が高く、男性と比べ寿命が長く高齢期の単身生活が長いな

ど、貧困など生活上の困難に陥りやすい傾向にある。とりわけ、新型コロナウイル

ス感染症の拡大は女性の雇用・所得へ大きな影響を与え、女性の貧困が深刻化して

おり、あわせて子供への貧困の連鎖も課題となっている。 

また、災害や感染症拡大時といった非常時は、社会的に弱い立場にある人々の生
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活に、より深刻な影響をもたらしており、平時から、非常時・緊急時にも機能する

セーフティネットの整備を図っていく必要がある。 

障害があること、外国人であることに加え、女性であることでさらに複合的に困

難に置かれている人々、性的マイノリティ（LGBTQなど）の人々が、自分らしく生き

ていけるよう、社会全体が多様性を尊重する環境づくりを進めることが求められる。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」）  
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（キ）基本目標Ⅲ－3 は、生涯を通じた男女の健康支援として、以下の施策の基本的な

方向を掲げている。 

・生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利に基づく取組の促進 

・生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 

・健康をおびやかす問題についての対策の推進 

・男女共同参画の視点に立った自殺対策の推進 

・医療分野における女性の参画拡大 

・スポーツ分野における男女共同参画の促進 

 

（現状と課題） 

女性も男性も、いつ、何人の子供を産むか、産まないかなどについての自由を有

し、そのために必要な健康についてのサービスや情報を受けることを生涯にわたり

権利として尊重されることは、男女共同参画の大きな前提である。 

特に女性の心身の状態は、ライフサイクルに応じて大きく変化をするという特性

がある。社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー）による男女の支配・従属

関係など、現在男女が置かれている状況が背景となって、男性主導の避妊や性行動

を生み出し、結果として予期せぬ妊娠や性感染症などによって女性の健康と権利が

脅かされている。こうした中で、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利につい

ての考え方の定着が強く求められている。 

男性においては、固定的性別役割分担意識などから孤立のリスクを抱えるおそれ

もあることに加え、健康を害する生活習慣や、自殺、ひきこもりの割合が女性に比

べて多いことが指摘されている。 

埼玉県の健康寿命は、男女ともに延びており、生涯を通じた男女の健康を支援す

るための総合的な対策を推進することが必要となっている。 

 

（出典：健康長寿課） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（ク）基本目標Ⅲ－4 は、男女共同参画の視点に立った防災対策の推進として、以下の

施策の基本的な方向を掲げている。 

・防災・災害復興時における意思決定過程への女性の参画拡大 

・防災訓練や自主防災組織などにおける男女共同参画の推進 

・男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の充実 

 

（現状と課題） 

災害被害は、地震や風水害などの自然現象（自然要因）とそれを受け止める側の

社会のあり方（社会要因）により、大きく影響を受けることから、被害を小さくす

るためには、社会要因による災害時の困難を最小限にする取組が重要となる。 

災害時には、平常時における固定的性別役割分担意識を反映して、増大する家事・

育児・介護等の女性への集中や、配偶者等からの暴力（ＤＶ）や性被害・性暴力の

リスクが高まることから、男女共同参画の視点を踏まえた配慮が強く求められてい

る。 

こうした観点から、防災・災害復興時における意思決定過程や現場における女性

の参画拡大が、ますます求められ、県や市町村防災会議における委員や消防団員、

自主防災組織などへの女性の参画促進を図っていく必要がある。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 

 

（ケ）基本目標Ⅳ－1 は、固定的性別役割分担意識や偏見の解消として、以下の施策の

基本的な方向を掲げている。 

・固定的性別役割分担意識の解消に向けた広報・啓発活動の推進 

・男女共同参画に関する法制度や救済制度の活用能力の向上及び相談・情報提供に

よる支援 

・男女共同参画の視点を取り込んだ企画立案及び実施の推進 

・メディアにおける男女の人権、とりわけ女性の人権を尊重する自主的な取組への

働きかけ 

・男女の人権、とりわけ女性の人権を侵害する情報に対する県民意識の醸成 

・人権を侵害するような性・暴力表現を扱ったメディアからの青少年などの保護 

 

（現状と課題） 

県の男女共同参画に関する意識・実態調査（令和 2 年度）では、男女の地位の平

等感について、「社会通念や風潮」や「社会全体」などで男女とも不平等感が強くな

っている。この背景には、長年にわたり人々の中に形成された固定的性別役割分担

意識や性差に関する偏見、アンコンシャス・バイアス（性差に関する無意識の思い



43 

 

 

込みや偏見）があることが挙げられ、その解消を図っていくことが強く求められて

いる。 

新聞・テレビ・ラジオ・インターネットなどのメディアが公衆に表示する情報が、

県民の意識形成に与える影響は大きいことから、連携しながら積極的に情報発信を

していく必要がある。また、公衆に情報を表示する場合、固定的性別役割分担や女

性に対する暴力を助長又は連想させるような表現に十分留意するよう、県が率先し

て取組を進めるとともに、メディアにおける自主的な取組を促進する必要がある。 

このため、公衆に表示される情報について、男女共同参画の視点から県民自身が

主体的に読み解き、自己発信できる能力を養うことが求められている。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（コ）基本目標Ⅳ－2は、男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実として、以下の

施策の基本的な方向を掲げている。 

・男女共同参画の視点に立った男女平等教育の推進 

・男女共同参画の視点に立った家庭教育の促進 

・男女共同参画を推進し多様な選択を可能とする学習の推進 

 

（現状と課題） 

男女共同参画社会の形成を阻害する大きな要因として、働き方・暮らしの根底に長

年にわたり人々の中に形成された固定的性別役割分担意識やアンコンシャス・バイア

ス（性差に関する無意識の思い込みや偏見）があることが挙げられる。 

幼少の頃をはじめ様々な世代で、こうした固定的性別役割分担意識や偏見を植え付

けず、押し付けず、男女双方の意識を変えていく取組が極めて重要となる。 

子供の頃から、男女が共に一人の自立した人間として互いの人格や個性を尊重しあ

うとともに、性別にかかわりなく、一人一人の個性や能力を発揮して自らの意思によ

って行動できることが強く求められている。家庭や地域においても男女共同参画に関

する学習機会の充実を図り、子供への接し方も含め、男女共同参画の視点に立った行

動を促進していく必要がある。 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」）  
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⑤ 計画の推進指標 

埼玉県男女共同参画基本計画においては、上記「10の基本目標」の現状と課題を踏ま

えて、当該基本目標を達成するための具体的な目標値を定めている。指標や目標値は以

下のとおりである。 

 

  



48 

 

 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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第４ 埼玉県男女共同参画基本計画の推進 

 

（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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第５ 我が国の状況 

（１）ジェンダー・ギャップ指数 

世界経済フォーラムが発表した 2022年のジェンダー・ギャップ指数（スイスの非営利財

団「世界経済フォーラム」が公表。男性に対する女性の割合（女性の数値/男性の数値）を

示しており、０が完全不平等、１が完全平等）の日本の総合順位は、146か国中 116位（前

回は 156か国中 120位）である。 

また日本は、「教育」の順位は 146カ国中 1位（前回は 92位）、「健康」の順位は 146カ

国中 63位（前回は 65位）と世界トップクラスの値である一方、「経済」及び「政治」にお

ける順位が低くなっており、「経済」の順位は 146 か国中 121 位（前回は 156 か国中 117

位）、「政治」の順位は 146か国中 139位（前回は 156か国中 147位）となっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局ＨＰ） 
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（２）男女共同参画社会基本法 

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」で

ある。（男女共同参画社会基本法第 2条） 

 

（出典：内閣府男女共同参画局ＨＰ） 
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（出典：内閣府男女共同参画局ＨＰ） 

 

男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の形成に関する基本理念として（1）男女

の人権の尊重、（2）社会における制度又は慣行についての配慮、（3）政策等の立案及び決

定への共同参画、（4）家庭生活における活動と他の活動の両立、（5）国際的協調を掲げ、

次いで、国、地方公共団体、国民の責務をそれぞれ定めている。 
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（３）男女共同参画に関する意識調査 

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和４年 11月調査）において、男女の

地位は平等になっていると思うか聞いたところ、社会全体でみた場合には、「平等」と答え

た者の割合が 14.7％、「男性の方が優遇されている」とする者の割合が 78.8％（「男性の方

が非常に優遇されている」14.0％＋「どちらかといえば男性の方が優遇されている」64.7％）

となっている。 

また、「平等」と答えた者の割合を分野別にみると、「学校教育の場」で 68.1％、「自治会

やＰＴＡなどの地域活動の場」で 40.2％、「法律や制度の上」で 37.0％、「家庭生活」で

31.7％、「職場」で 26.4％、「社会通念・慣習・しきたりなど」で 12.9％、「政治の場」で

9.6％である。 

 

 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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（４）女性議員の比率等 

以下は、第 26回参議院通常選挙後の状況である。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

女性議員比率を国際的な観点で見ると、日本の順位（衆議院女性議員比率）は、１８６

か国中１６４位（日本は、衆議院女性議員比率は 2023年 10月 19日、参議院女性議員比率

は 2023年 10月 19日現在。その他の国は、2023年１月１日時点）となっている。 

※日本の出典は、衆議院及び参議院 HP。その他の国の出典は、ＩＰＵ（列国議会同盟）Women in Politics:2023。

下院又は一院制議会における女性議員比率。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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また、諸外国の国会議員に占める女性割合は、この 30年間で大幅に上昇しているが、我

が国の状況は緩やかな上昇に留まっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

我が国の人口比でみると、女性は、我が国の有権者の 51.7％を占める。国民全体の性別・

年齢構造に比べて、国会議員は女性・若い世代が少なくなっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

男女・年代別投票率（第 26 回参議院議員通常選挙（R４.７.10 執行））をみると「18～

19歳」から「60～64歳」までは女性の方が投票率が高く、「65～69歳」以上は男性の方が

高い。若干、男性投票率が高いが、大きな差があるわけではなく、投票率と女性議員の数

に相関性は見られない。 

 
（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」）  
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（５）国家公務員の比率等 

国家公務員における役職段階別の女性割合をみると、どの役職段階でみても日本は諸

外国と比べて著しく低くなっている。 

 

 【上級管理職】 

•大臣・国務長官・次官のすぐ下の役職。政策の解釈や実施を監督する者。 

•政策や計画を策定、評価、調整し、部の全体的な活動を評価する者。 

※日本の値は、指定職俸給表が適用される者（局長・審議官級）に占める女性割合。 
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【中級管理職】 

•上級管理職のすぐ下の役職。省内の特定の局で、計画、指示、調整を行う者。 

※日本の値は、行政職俸給表(一)の８～10級の者（本省課長級）に占める女性割合。 

 

 

【その他役職】 

・上級管理職、中級管理職以外の者。 

※ 日本の値は、一般職国家公務員から指定職、行政職俸給表(一)８～10級の者を除

いた者に占める女性割合。 

 

（注）定義（Government at a Glance 2021より） 

・各国のデータの出典は OECD (2020) Survey on the Composition of the Workforce in Central/Federal  

 Governments。 

・政府に加えて、公営企業での雇用を含む。 

・職業レベルについては、以下の定義に基づき、各国が回答。 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

（６）民間企業等における男女の比率等 

①女性就業者の推移 

女性就業者数は、平成 24（2012）年から令和４（2022）年までの 10年間で約 370万

人増加している。 
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（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

 

②民間企業における管理職相当の女性割合の推移 

民間企業において、部長、課長、係長に就く女性割合は近年上昇傾向にあるが、上

位の役職ほど割合が低い状況にある。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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③我が国における女性役員比率の推移とＯＥＣＤ諸国との比較 

我が国の女性役員比率は上昇しているものの、諸外国とのギャップは依然として大

きい状況にある。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

 

④東京証券取引所プライム市場上場企業における女性役員がいない企業数の推移 

プライム市場上場企業において、女性役員がいない企業は減少傾向にあるが、2023

年時点においても約１割の企業に女性役員がいない状況である。 

 
（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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（７）給与額及び正規雇用比率における男女の比 

①給与額の男女間格差 

給与金額は、正社員同士、非正規雇用労働者同士で比較しても、全体としてみると、

男女間に大きな差が生じている。また、年齢が高まるにつれてその差が拡大する傾向

にあり、我が国の男女間賃金格差は OECD諸国と比較しても大きい状況にある。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

＜男女間賃金格差の推移＞ 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「男女間賃金格差（我が国の現状）」） 
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②正規雇用比率における男女間格差 

いわゆる「M 字カーブ」は解消しつつあるが、女性の年齢階級別正規雇用比率が 25

～29歳の 59.7％をピークに低下し、30 代、40代などは、非正規雇用が中心となる状

況（「L字カーブ」）がみられる。この状況は、出産時に退職、または働き方を変え、育

児後に非正規で働くケースが多いと考えられる。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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③総労働時間における男女間格差 

諸外国と比較し、日本は男女ともに総労働時間（有償労働時間と無償労働時間の合

計時間）が長い状況にある。 

有償労働時間の男女比を見ると、日本は 1.7倍と、諸外国と比べて男女比が大きい。

また、無償労働時間の男女比を見ると、日本は 5.5 倍と、諸外国と比べて男女比が大

きい。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」より） 

 

（８）科学技術・学術における男女比率等 

①女性ノーベル賞受賞者数（自然科学分野） 

自然科学分野において、我が国の女性ノーベル賞受賞者はいない。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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②研究者における女性割合 

諸外国に比べて我が国の研究者に占める女性割合は低いものとなっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

③大学（学部）の学生に占める女性の割合 

理学及び工学において、女性学生の割合が非常に低い水準となっている。 

 
（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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④ＯＥＣＤによる学習到達度調査（15歳時点） 

ＯＥＣＤによる学習到達度調査によると我が国の女学生の科学リテラシー及び数学

的リテラシーの平均得点は、ＯＥＣＤ平均を大きく上回っている。このことから、我

が国の女学生の能力の高さと科学技術分野における女性割合の少なさには相関性がな

いと考えられる。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

（９）我が国の世帯状況等の変化 

①家族の姿の変化 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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②共働き世帯数と専業主婦世帯数 

雇用者の共働き世帯は増加傾向にある。そのため、男性雇用者と無業の妻から成る

世帯（いわゆるサラリーマンの夫と専業主婦の世帯）は減少傾向にある。2022年では、

専業主婦世帯割合は、夫婦のいる世帯全体の 21.9％となっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

③男女別寿命の状況 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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④女性のライフイベント年齢の変化 

現代の女性の結婚・出産等に関するライフイベント年齢は、以前と大きく異なる。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

⑤男性の人生の変化 

男性の育児休業取得率は 14％である。50 歳男性の４人に１人は独身(結婚未経験)。

男性の単独世帯は 1094 万世帯(一般世帯数の 19.6％)である。家庭や地域社会におい

て男性の活躍を広げることが不可欠となる。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

⑥離婚・再婚の動向 

近年（平成 27年～令和元年）は、婚姻件数は約 60万件で推移。離婚件数は、約 20

万件と、離婚件数は婚姻件数の約３分の１で推移している。しかし、コロナ下の令和

２年以降は、婚姻件数は、令和２年 52.6 万件、令和３年 50.1万件と、戦後最も少な

くなった。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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⑦末子が就学前の夫婦の仕事時間、家事・育児関連時間（５年ごとの推移） 

末子が就学前の夫婦について、妻の就業の有無に関わらず夫の家事・育児関連時間

は増加傾向にあるが、依然として妻よりも非常に短い状況である。 

男女共同参画の実現に向けては、女性活躍推進と並行して、男性の活躍の場を家庭

や地域に広げることが不可欠となる。 

そのためには、長時間労働の是正や、コロナ下で広まったテレワーク等の多様で柔

軟な働き方をさらに普及させていくこと等が必要である。 

 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「末子が就学前の夫婦の仕事時間、家事・育児関連時間（5年ごとの推移）」） 
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（１０）ひとり親世帯（子供がいる現役世帯のうち大人が一人の世帯）の状況 

①母子世帯の数 

母子世帯の数は、およそ 30年間で、約 1.4倍に増加している。ひとり親世帯（特に

母子世帯）は、就業率が高いが、平均年間就労収入が一般世帯と比べて低い。また、

養育費を受け取っていない世帯が全体の約７割となっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

②母子世帯の可処分所得 

ひとり親世帯の約半数は、等価可処分所得が貧困線以下となっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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③離婚で母子世帯になった時の母及び末子の年齢 

母子世帯になった時の母の年齢を見ると、30代が約５割（47.8％）であり、次い

で 40代（24.9％）、20代（24.5％）となっている。末子が５歳以下で母子世帯にな

った割合が、全体の６割を占めている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

（１１）ＤＶ相談・性犯罪等相談 

①配偶者暴力相談支援センターへの相談件数の推移 

配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、令和２（2020）年度に過去最高と

なり、高水準で推移している。令和４（2022）年度は、約 12.2万件で、前年度とほ

ぼ同数（前年度比 0.4%減）となっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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  ②警察における DV等の相談等の件数の推移 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力の現状と内閣府の取組」） 

 

③配偶者からの暴力被害 

 
（出典：内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力の現状と内閣府の取組」） 
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（出典：内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力の現状と内閣府の取組」） 
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④ＤＶ相談者の年齢・相談内容 

ＤＶに関する相談者は、30代・40代が半数以上（57.0％）を占める。また、相談

内容の約６割（64.8％）が精神的ＤＶを含んだ相談となっている。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

⑤性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの相談件数の推移 

全国のワンストップ支援センターへの相談件数は、年々増加傾向にある。令和４

年度は、前年度比７．４％増。（４・12・３月を除き、前年度を上回って推移） 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの相談件数の推移（令和５年

度上半期） 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

⑥ワンストップ支援センターへの相談者の性別・年齢 

相談者の性別は、女性が大半を占めるが、男性からの相談も電話では約１割とな

っている。被害時の年齢は、約半数を 10代以下が占めており、中学生以下に限って

も、３割に上る。 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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（１２）企業が女性活躍に取り組むことのメリット 

様々な調査結果から、企業が女性活躍に取り組むことのメリットを示す分析結果が得ら

れている。 

 

 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 

 

 

（出典：内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」） 
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第６ 男女共同参画に関する年表 
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（出典：「埼玉県男女共同参画基本計画」） 
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Ⅲ 監査の結果 

第１ 指摘及び意見一覧 

指摘一覧 頁 

－ － 

 

意見一覧 頁 

【意見１】 女性管理職割合の目標達成に向け、より一層取り組むべきである。 89 

【意見２】 民間団体活動事業費補助金交付事業の実績報告書について、保護件

数などを明確にするため、報告書の様式等を工夫すべきである。 
94 

【意見３】 生き方セミナーについて、セミナー参加者を増加させるための施策

を講ずるべきである。 
99 

【意見４】 女性リーダー育成講座について、セミナー参加者を増加させるため

の施策を講ずるべきである。 
99 

【意見５】 業務完了報告書や請求書の日付が空欄となっているものが複数ある

ため、記載を求めるよう対応すべきである。 
103 

【意見６】 埼玉県アライチャレンジ企業登録企業数について、目標達成に向け

た新たな施策の実施を検討すべきである。 
108 

【意見７】 夜間電話対応時間の拡充や、土日相談の実施など対応可能時間など

の見直しを検討すべきである。 
115 

【意見８】 能登半島地震のような災害から学んだ教訓を踏まえ、県民の防災に

対する意識も高まっていると推測されることから、これを契機とし

て目標達成に向けて事業を展開すべきである。 

118 

【意見９】 補助金交付の協議書について日付の記入がないため、記載を求める

よう対応すべきである。 
122  

【意見１０】 一部の事業について、利用者増加のための対応などを検討すべきで

ある。 
131 

【意見１１】 より良い企画提案競技が実施できるように、情報の収集等、企画提

案参加者を増やすための対応を検討すべきである。 
135 

【意見１２】 ひとり親・男性ひとり親等の申込者が優先的に受講できる機会をよ

り活用できるよう施策を講じるべきである。 
149 

【意見１３】 ひとり親等に対する複数の保護施策について、可能な範囲で連携を

検討すべきである。 
149 

【意見１４】 企業内保育所設置等促進事業について、様々な企業に働きかけや制

度の周知を行うことや、状況によっては本事業の廃止を含めた見直

しなどの検討をすべきである。 

155  
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第２ 監査全体に対する所見 

１．男女共同参画社会の実現に向けて 

女性活躍や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について考える際には、主

に女性、特に夫婦と子供から成る世帯の女性の置かれている状況、就業継続や仕事と家庭

の両立に着目されることが多かった。しかし、単独世帯が増加する中、男女問わず、自分

の親の介護と仕事を両立することが必要となる人が増加している。ひとり親世帯が増加す

る中、夫婦間ではなく、ひとりで仕事と育児を両立させる必要がある人も増加している。

今こそ、ワーク・ライフ・バランスは、女性だけでなく、男性や、多様なライフコースを

歩んでいる全ての人にとっての問題でもあると、改めて認識する必要がある。これまで、

官民の努力により両立支援制度の整備等が進められてきた結果、育児や介護を行っている

人も、仕事を継続しやすくなってきている。しかし、両立支援制度の利用が女性に偏り、

その他の人々の働き方が変わらなければ、性別役割分担の固定化につながるおそれがある。

また、育児や介護等の事情を抱える人に配慮した取組は、配慮された側のキャリアロスや、

職場の不公平感につながりかねない。事情を抱えた人への支援や配慮も必要だが、同時に

長時間労働等を見直し、柔軟な働き方を浸透させることで、全ての人が働きやすい環境を

作ることこそが、育児や介護等を行う人にとっても働きやすく、キャリアも追求できる環

境を作ることにつながると考えられる。 

 現在、我が国の女性においては、子育てを行うことと、キャリアの追求のどちらかを選

択しなければならない場合が多く見受けられる。労働力人口の減少が見込まれる中、女性

が子育てかキャリアかを選択しなければならない状況は、女性が希望する生き方を叶えら

れていないだけでなく、少子化対策という観点からも、我が国経済の成長という観点から

も、損失が大きい。男性においても、主に若い世代において家事・育児参画の意欲が高ま

っているものの、長時間労働等の慣行により実現が叶っていない。加えて、Ⅱ.監査対象の

概要で見たとおり、働き盛りといわれる年代で、経済・生活問題や勤務問題を理由とした

自殺が多いなど、長時間労働等の慣行は、男性の心身の健康にも影響を及ぼしている。男

性もまた、男女共同参画社会の恩恵を受けられておらず、希望する生き方を実現できてい

ない。結婚してもしなくても、子供を持っても持たなくても、性別を問わず、仕事か家庭

の二者択一を迫られることなく、自分らしく活躍できる環境が求められている。 

そのためには、昭和モデルから令和モデルへ転換していく必要がある。「男性は仕事」「女

性は家庭」という、いわゆるサラリーマンの夫と専業主婦から成る家庭を前提とした制度、

固定的な性別役割分担を前提とした長時間労働や転勤を当然とする雇用慣行等を「昭和モ

デル」だとすると、職業観・家庭観が大きく変化する中、全ての人が希望に応じて、家庭

でも仕事でも活躍できる社会への変革が実現した姿が「令和モデル」であると言える。「令

和モデル」の早期実現に向けて、特に優先すべきことは、以下のとおりである。 

第一に、男女ともに自分の希望が満たされ、能力を最大限に発揮して仕事ができる環境

の整備である。 

生活様式・働き方に対する人々の意識は変化してきており、特に若い世代の未婚の男女

では、生活時間の使い方について、実態も意識も大きな差がない。しかし、結婚し、さら
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に子供が生まれると、女性は家事・育児と仕事を両立することを目的に働き方を変える場

合が多く、その結果、我が国では女性の非正規雇用労働者の割合が大きいのが現状である。

女性がライフイベントの変化にかかわらず、自分の希望が満たされ、能力を最大限に発揮

できるようにするためにも、柔軟な働き方の浸透、勤務時間にかかわらず仕事の成果を評

価され、昇進を目指すことができる環境の整備が必要である。我が国全体としては、平成

30年にいわゆる「働き方改革関連法」が成立し、長時間労働の是正や正規・非正規間の格

差解消、多様で柔軟な働き方の実現のための措置が法制化された。このことにより、週 60

時間以上の長時間就労者の割合は減少傾向となり、また、年次有給休暇の取得率も 2015年

以降は一貫して上昇している（令和 5年度労働経済白書）など、働き方改革が着実に進ん

でいることが伺える。一方で、2024年４月からは運送・物流・建設業などの業種にも時間

外労働の制限が適用されることとなり、これらの業種では人手不足が懸念され人材の確保

が喫緊の課題となっている。こうした課題に対して、埼玉県では、企業と求職者とのマッ

チングの支援などの人材確保に資する取り組みや、デジタル技術の活用などによる生産性

向上に資する取組を行っている。埼玉県には、こうした働き方の見直しに取り組む企業等

を支援する取組等により、多様な働き方をより一層浸透させていくことが期待される。 

第二に、我が国においては、指導的役割に占める女性の割合が諸外国と比較して低い。

女性活躍のための取組は一朝一夕には成らず、中長期的な視点を持つことが必要不可欠で

ある。しかし、各国の企業役員に占める女性比率の推移を見ると、欧米諸国は 10年以上前

から取組を加速しており、我が国は、諸外国に大きく遅れを取っている。この状況を変え

るために、加速度的に取組を進めていくべきである。特に、コロナ禍では、女性を取り巻

く雇用環境が急激に悪化し、非正規雇用者に占める女性の割合の高さが我が国の女性雇用

の問題点として浮き彫りとなった。国や県による就業支援の取組や、ワクチン接種の普及

による制限の緩和等を背景に、令和 4年度には女性の就業者数が令和 3年度に比べ約 22万

人増加するなど（厚生労働省「令和 4年度版働く女性の実情」）、雇用状況はコロナ禍前の

状況に戻りつつあるが、これを契機に、女性がキャリアや希望に応じて就業できるような

環境の整備を大きく前に進めなければならない。出産や子育てで一度仕事を離れてしまう

とそれまでの経験やスキルを活用できる仕事に再度就業することが難しいことが非正規雇

用率の高さの一因として考えられ、そのようなライフステージの変化に際して退職しなく

て済むような働きやすい環境の整備や、一旦退職を余儀なくされたとしても復職できるよ

うな支援が必要とされる。埼玉県では、令和 3年度から女性キャリアセンターを「働く女

性のワンストップ支援拠点」と位置付け、女性の就業から就労継続、キャリアアップまで

をワンストップで支援する体制を築いている。全ての人が希望に応じて、家庭でも仕事で

も活躍できる社会である「令和モデル」に向け、こうした女性のキャリア形成支援は極め

て重要であり、より一層取組を進めていくべきである。 
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２．埼玉県男女共同参画基本計画について  

埼玉県においては、男女共同参画に関する基本計画として、令和４年度から令和８年度

にわたる計画を策定している。男女共同参画基本計画については、４つの目指す姿と 10の

基本目標を掲げており、それらを遂行することで、理想とする男女共同参画社会の実現を

目指すものとなっている。 

そこで、本監査においても、当該計画の内容を確認するとともに、当該計画を構成する

主要な事業について、関連する部局・部署における各主要事業について監査を実施した。

監査対象年度は、令和４年度の事業を主たる対象としているため、当該計画の実施初年度

であり、事業実績という面では計画途中の結果しか把握できていないが、令和８年度の目

標達成に向けて順調に進んでいる事業もあれば、事業手法を見直す必要があると見受けら

れる事業もあり、基本計画の最終目標の達成に向けて丁寧な進捗管理が必要であると考え

る。  

 

３．各事業について  

先に述べたように、埼玉県における男女共同参画施策については、埼玉県男女共同参画

基本計画を中心として、各部局や部署における事業のうち、関連するものを取りまとめて

いる。 

そのため、各事業について、事業主体、事業内容、予算額、事業計画、事業効果などに

ついて確認した。本監査は、男女共同参画事業に関する財務事務の執行に関する監査であ

るため、主として、予算額の算定、予算の決定、予算の執行、支出業務等について、これ

らが規則等に従って、適切に行われているかどうかについて監査するものである。監査の

結果、これらの財務事務に関する事項に関する手続、処理は概ね適切であったと判断する。

一方、包括外部監査は、経済性(Economy)、効率性(Efficiency)、有効性(Effectiveness)

に関する視点からの監査も求められるものである。そのため、当監査においては、財務事

務の執行のみならず上記の視点からも監査人が対応の検討を要すると考えるものを指摘や

意見とは別に記載している。 

また、複数部署における共通して発見された事項として、部署内回覧用資料に含まれる

「送付票」について、起案日が決裁希望日より後になって記載されている場合があること

や、また、承認日のないもの、承認日が起案日以前のものとなっているものなどが散見さ

れた。事務処理上は、財務管理システムにより処理されており、承認日などはシステム上、

正しく処理されていることが確認できたが、事務処理上の効率化を図るために用いている

資料についても業務の一環として作成・使用している以上正しい処理・利用が望まれると

考える。 

さらに、事務処理の漏れがないかどうかを確認するために使用している「チェックシー

ト【請求書】」について、チェック漏れや、逆に必要のないチェックマークが付されている

など、適切ではない運用がなされているものが散見された。事務処理の適切化のために利

用するものであるにもかかわらず、適切に運用されない状況では、チェックシートを導入

した趣旨を損なうおそれがある。それゆえ、適切な運用が望まれる。 
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４．現地調査について  

埼玉県においては、男女共同参画に関する施策を推進するための拠点として、男女共同

参画推進センター（With You さいたま）及び女性キャリアセンターをさいたま市に設けて

いる。そこで、本監査においては、上記２か所のセンターについて、現地の業務実施の状

況、資料の保管状況、研究内容などを視察した。現地に赴いて、具体的な施設状況や運営

状況などを視察することにより、男女共同参画や女性の就業支援事業の効果的な実施が行

われていることについて確認することができたと考える。  
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第３ 各課別の監査結果 

 

１．総務部（人事課） 

（１）女性活躍推進及び管理職育成研修事業 

①概要 

本事業は、女性職員の管理職への登用を推進するため、人事と研修の両面からの支

援策により、女性職員の育成・能力向上を図る事業である。 

   キャリアアップに向けた職員の悩みや相談等に専門的見地から応じる個別のキャリ 

  アカウンセリングや、キャリア形成に関する課題や悩みを相談したい職員が面談等を 

  通じて先輩職員から支援・助言を受けるメンター制度などの対策、女性職員の意欲と 

  能力の向上を支援するキャリアデザイン研修など、女性職員の育成・能力向上のため 

  の取組を行っている。 

 

予算額 

（当初予算） 

1. 女性活躍推進費      1,751千円 

2. 女性管理職育成研修費  1,227千円 

事業計画 1. 女性活躍推進費 

 ・管理職登用モデルとキャリアプランの作成 

 ・個別キャリアカウンセリングの実施 

 ・先進事例視察 

 ・実践訓練的人事異動 

 ・メンター制度の実施 

2. 女性管理職育成研修費 

 ・女性職員のためのステップアップ研修等 

事業効果  女性職員の上位職への意欲を醸成するとともに、管理職として必要な

知識や経験を積ませるほか、リーダーシップや部下の育成能力を養成す

ることで、「埼玉県女性活躍・子育て応援事業主プラン（後期計画）」に基

づき女性管理職の増加等を進めていく。 
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②事業実績・成果 

・主査級昇任試験 女性受験率の推移 

 

・女性管理職職員の推移 ※全任命権者（教育、警察を除く） 

 

（出典：人事課） 
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③監査人総括 

【意見１】女性管理職割合の目標達成に向け、より一層取り組むべきである。 

令和７年度における女性管理職職員の割合として概ね 20％という目標を掲げてい

るが、令和５年４月１日時点で 13.8％であり、平成 30年度からの推移をみると例年

0.6～1.4％の伸び率となっており、目標達成が困難な状況であると推察される。 

人事課においても、メンター制度の導入やロールモデルの提示など、女性管理職

の更なる増加に向けた取組を行っており、着実に女性管理職が増加しているところ

ではあるが、目標値とは乖離があるため、目標達成に向け、今後も、女性職員のモチ

ベーション向上、キャリア形成支援に注力していくことが重要である。 

庁内インターンやコンシェルジュ制度、民間企業へのジョブシャドウイングを引

き続き実施するとともに、事業検証を進め、より効果を高めていくことが必要である

と考える。 
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２．県民生活部（人権・男女共同参画課） 

（１）民間団体によるＤＶ被害者支援事業（うち民間団体活動事業費補助金交付事業） 

①概要 

   国の調査結果によると、ＤＶ被害者等の支援を行う民間シェルターの運営にあたる 

民間団体は財政的基盤の脆弱性などの課題を抱えている。そこで、本事業は、民間シ 

ェルター等を運営する団体に対し、安定した事業収益の不足など民間団体の抱える課 

題の解決を図るものである。 

 

事業内容 1. 民間団体活動事業費補助金 

2. 心理教育プログラムの実施（3コース） 

  ＤＶ被害母子が心のケアを受けられるよう、全市町村の広域連携に 

 より心理教育プログラムを実施する。 

3. 民間団体と市町村等の連携促進 

  被害者が身近な地域で支援を受けられる体制を整備していくため、 

 民間団体相互の交流を図るとともに、被害者の自立において必要な多  

 くのサービスを提供する市町村等の担当者と民間団体との情報交換会  

 を開催する。 

4. 配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業 

  先進的な取組を行うＤＶ被害者保護に携わる民間団体を対象に事業 

 費の補助を行うことで、ＤＶ被害者等への支援体制の充実を図る。 

予算額 

（当初予算） 

1. 民間団体活動事業費補助金  3,614千円 

2. 心理教育プログラムの実施  4,433千円 

3. 民間団体と市町村等の連携促進  68千円 

4. 配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業  10,000千円 

事業計画 1. 民間団体 6団体に対し、活動事業費の 1/2の補助を実施 

2. 心理教育プログラム（3コース、参加母子 22組）を実施、民間団体に 

 委託して週 1回電話相談を実施    

3. 民間団体交流会を年 2回、市町村等と民間団体の情報交換会を年 1回 

 開催 

4. 県内で活動する民間団体の先進的な取組に対して、国庫補助金を活用 

 した補助を実施 

事業効果 ・ＤＶ被害母子が身近な地域で心のケアを受けられる体制を構築 

・心理教育プログラムを受講後、自立・健全化への動機付けによる行動変 

 容があった母子の割合 100％ 
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ＤＶ被害者の相談について埼玉県では、配偶者暴力相談支援センターや県福祉事務所、

市町村、警察など各機関で行っており、コロナ禍において件数は増加傾向にあった。 
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一時保護は、県一時保護施設で実施している。被害者の様々な事情により、必要に応

じて県内外の民間シェルターや社会福祉施設への一時保護委託や、他都県の保護施設と

の広域相互利用なども活用している。 

一時保護者の年齢別状況では８割近くを２０代～３０代で占めている。被害者が子供

を同伴するケースも多く、被害者本人の数を子供が上回っている現状にある。虐待を受

けた子供（ＤＶを目撃した子供を含む）も多いことから、一時保護期間中においても保

育や学習支援を含めた適切な援助が必要となっている。 
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②事業実績・成果 

・民間団体活動事業費補助金交付事業 

カッコ書きは申請数 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

６件（６件） ５件（５件） ５件（５件） ５件（５件） ５件（５件） 

 

 ・配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業（令和４年度） 

相談事業 件数 

ＤＶ被害者等窓口業務 

電話相談 ：168件 

メール相談： 56件 

面接相談 ： 38件 

アウトリーチ（出張による相談支援） 14件 

行政手続きなどの同行支援 23件 

                （出典：人権・男女共同参画課）  

 

③監査人総括 

 民間団体活動事業費補助金交付事業においては、一部県外に本部のある団体に対

しても補助金交付が行われている。県内で民間シェルターを運営する団体が決して

多くはないことから、支援対象を県内の団体に限るとシェルター等の不足が生じる

恐れがあるため、同補助金交付要綱第３条（補助金交付の対象）では、補助金交付の

対象には団体所在地の制約は設けられていない。 

 加害者追及のおそれから転出届の手続きを行わない方や居所を固定できない方も

おられるＤＶ独自の状況も鑑みると、県外に本部のある団体に対しても補助金交付

を行うことは妥当と考えられるが、他方で、より早期・きめ細やかな対応ができるよ

う、民間団体の増加にもさらに力を入れていくべきと考えるため、埼玉県内の団体の

育成等についても今後の対応が望まれる。 

 

【意見２】民間団体活動事業費補助金交付事業の実績報告書について、保護件数な

どを明確にするため、報告書の様式等を工夫すべきである。 

 実績報告書を見ると、保護の対象となった方の具体的な状況及び保護の状況等が

詳細に記載されているが、報告書全体の報告様式が定まっておらず、相談件数や保護

件数などが分からない団体の報告書がある。今後のＤＶ被害者支援へ活かすために

実態を把握することは有意義であると考えられるため、報告書の様式などを工夫し

て実績が明確に示されるようにすべきである。 
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（２）女性の貧困問題支援事業 

①概要 

本事業は、貧困の連鎖解消のため、貧困に陥らない、貧困から脱却するための支援

を行うとともに、根本にある女性の貧困を生み出す社会状況について理解を広げるも

のである。 

事業内容 1. シングルマザー等への支援 

・生き方セミナー 

離婚を迷う女性等を対象とするセミナーの開催（年 8回） 

・グループ相談会 

 シングルマザー等を対象とするグループ相談会の開催（年 8回） 

2. 「女性の貧困」脱却のための女性リーダー育成事業 

  女性リーダー育成講座の開催（9回連続講座）及び受講者同士  

 （アフターグループ）の自主活動支援 

3. 困難を抱える若年女性支援のための人材育成 

貧困に関わる支援者及び県民を対象のセミナーの開催 

支援者等と支援の届きにくい若年女性の貧困問題についての調査研

究 

4. 市町村の取組支援 

市町村職員や地域の人材を対象とした研修の実施 

予算額 

（当初予算） 

1. シングルマザー等への支援 

 ・生き方セミナー  2,454千円 

 ・グループ相談会  1,909千円 

2. 「女性の貧困」脱却のための女性リーダー育成事業  2,015千円 

3. 困難を抱える若年女性支援のための人材育成  564千円 

4. 市町村の取組支援  78千円 

事業計画 1. 困難を抱える女性などの自立支援 

2. あらゆる分野、場面における政策方針決定過程への男女共同参画の促 

 進 

3. 困難を抱えた若年女性に対しアウトリーチ支援を行う人材の育成 

4. 地域における男女共同参画推進のための人材の育成 

事業効果 1. 困難な状況にある女性に、自立につなげるための講座を開催すること 

 によりきめ細かく支援し、貧困に陥らない、貧困から脱却する一助と 

 なる。 

2. 学ぶことに留まらず、貧困問題等の問題解決に向けた実践的な活動を 

 行う地域のリーダーとなる。 

3. 困難を抱える若年女性を支援する人材を育成する。 

4. 各市町村における自主的な取組を促し、全県的な気運を醸成する。 
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②事業実績・成果 

・女性リーダー育成講座 開催実績 

講座名（テーマ） 
参加人数 

令和３年 令和４年 

女性リーダー育成講座(連続)①  21 12 

女性リーダー育成講座(連続)② ※R3は録画配信のみ 23 14 

女性リーダー育成講座(連続)③ ※R3はオンライン開催（リアルタイム） 22 10 

女性リーダー育成講座(連続)④ 19 7 

女性リーダー育成講座(連続)⑤ 20 8 

女性リーダー育成講座(連続)⑥ 19 7 

女性リーダー育成講座(連続)⑦ 15 6 

女性リーダー育成講座(連続)⑧（R2は最終日・成果発表会） ※一般申込受付中止 19 7 

女性リーダー育成講座(連続)⑨（最終日・成果報告会） 18 19 

 

・生き方セミナー開催実績 

 

（出典：男女共同参画推進センター） 

講座名 対象 テーマ 日程 時間 講師
参加
者数

申込
数

電子
申込

当日
保育

保育
申込

スタッ
フ数

新規
カフェ

も

第1回
生き方
セミ
ナー

シングルマザー
になるかもしれ
ない方またはシ
ングルマザー

シングルマザーのおしごと
と家事・育児の両立～キャ
リアプランをたてる～

8月27日
(土）

13:15～
14:45

キャリアコンサルタント
三井(みい)あゆみ さん

6 8 5 1 1 3 6 4

第2回
生き方
セミ
ナー

シングルマザー
になるかもしれ
ない方またはシ
ングルマザー

離婚のことを決めたら確認
したい法律のこと、手続き
のこと

9月17日
(土）

13:15～
14:45

西東京共同法律事務所
弁護士 吉田衣里 さん

17 20 9 3 4 4 9 11

第3回
生き方
セミ
ナー

経済的自立をめ
ざす独身の女性

人生を好転させるこれから
の私の働き方・生き方

10月29日
(土）

13:15～
14:45

社会保険労務士
米澤裕美 さん

4 5 2 - - 3 2 3

第4回
生き方
セミ
ナー

シングルマザー
になるかもしれ
ない方またはシ
ングルマザー

これだけは知っておきたい
３つのこと～離婚にまつわ
るお金のこと、行政支援の
こと～

11月26日
(土）

13:15～
14:45

ファイナンシャルプラン
ナー 清水真紀 さん

13 15 8 0 0 3 6 6

第5回
生き方
セミ
ナー

他人とのコミュニ
ケーションにお
悩みの女性

伝える力・つながる力を
アップしよう～相手とのコ
ミュニケーション力を磨くに
は～

12月22日
(木）

13:15～
14:45

国沢真弓 さん 14 25 15 0 2 3 10 8

第6回
生き方
セミ
ナー

思春期のお子様
との関係にお悩
みの女性

思春期の子どもへの気持
ちの伝え方、親子のコミュ
ニケーション術

1月28日
(土）

13:15～
14:45

朝山あつこ さん 16 20 11 0 1 4 16 6

第7回
生き方
セミ
ナー

自己肯定感を高
めたい女性

「わたし」らしさってどんなこ
と？～自己肯定感の高め
方～

2月22日
(水）

13:15～
14:45

浜田有里恵 さん 25 31 18 0 0 3 18 12

第8回
生き方
セミ
ナー

シングルマザー
または再婚を考
えている女性

幸せなステップファミリーに
なるには

3月18日
(土）

13:15～
14:45

新川てるえ さん 3 2 2 0 0 4 1 3

計 7 98 126 70 4 8 27 68 53
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生き方セミナー アンケート抜粋 

 

（出典：男女共同参画推進センター） 

 

 

③監査人総括 

【意見３】生き方セミナーについて、セミナー参加者を増加させるための施策を講

ずるべきである。 

生き方セミナー（全 8回）について、全体平均約 12名であり、最も多い回は 25名

が参加しており、他方、最も少ない回は 3名の参加となっている。また、グループ相

談会（全 8回）についても全体平均約 7名であり、最も多い回は 12名が参加してお

り、最も少ない回は 3名の参加となっている。 

セミナーのアンケート結果によると、参加者の満足度は高い一方で、参加のきっ

かけとして「テーマに関心があった」とする回答が約７割を占めており、参加者の増

加に向けて、どのようなテーマを設定するかが重要であることが分かる。アンケート

結果を分析するとともに、どのようなテーマにニーズがあるのかを絶えず研究して

いただきたい。 

 

【意見４】女性リーダー育成講座について、セミナー参加者を増加させるための施

策を講ずるべきである。 

女性リーダー育成講座（全９回）について、定員が 24名であるところ平均が 10名

であり、最も少ない回は６名の参加となっている。全体平均でも 50％を下回ってお

り、最低の回は 25％である。 

また、令和３年度と比較して、参加者も減少している。 

女性リーダー育成講座においてもアンケートを実施しているが、参加のきっかけ

についての項目が設定されていないため、次年度以降は内容の検討と見直しをして

いただき、参加者数増加に向けた施策を検討いただきたい。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

テーマに関心があった

with you さいたま主催だから

開催日時・場所が参加しやすかった

講師に関心があった

その他

生き方セミナーに参加したきっかけ（複数回答可）

単位（人）
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（３）男女共同参画推進事業（埼玉県荻野吟子賞事業費） 

①概要 

本事業は、新たな分野に果敢に挑戦し、日本の女医第一号となった荻野吟子の不屈

の精神を今に伝える先駆的な活動などを通じて、男女共同参画の推進に顕著な功績の

あった個人や団体、事業所を表彰し、その功績を称えることにより、女性と男性が個

性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画することができる男女共同参画

社会づくりの推進並びに埼玉の偉人である荻野吟子を顕彰する事業である。 

 

事業内容 ・募集（7～9月）、選考（11月）、表彰（2月） 

予算額 

（当初予算） 
496千円 

対象者 

1．個人・団体部門 

 先駆的な活動などにより各分野で特に功績が著しく、今後の活躍が期

待できる以下の個人又は団体 

 ・県内に在住（勤・学）又は県出身の個人 

 ・県内に所在する団体 

2. いきいき職場部門 

 県内に所在し、女性の能力活用、男女の職域拡大又は仕事と子育て、家

庭生活との両立支援など男女が共同して参画することができる職場づく

りに積極的に取り組んでいる事業所 

事業効果 
男女共同参画社会の実現に向けて意識が高まり、施策を総合的・計画的

に進めることができる。 
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 令和４年度の実績を含めた近年の受賞件数は以下のとおりである。 

 

 

（出典：人権・男女共同参画課） 

 

  ②事業実績・成果 

令和 4年度受賞者（第 18回 個人 2件、事務所 2件） 

・個人・団体部門 大賞 

 名知 仁子（なち さとこ）氏 医師 

・個人・団体部門 奨励賞 

  村田 里依（むらた りえ）氏 (株)Tao Corporation 代表取締役 

 ・いきいき職場部門 いきいき職場部門賞 

  株式会社井口一世 所沢事業所（所沢市） 

  医療法人娯生会（小川町） 

  

③監査人総括 

   監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 

  

  

埼玉県荻野吟子賞 

 個人・団体部門 いきいき職場部門 

令和 3年度 2件 1件 2件 

令和 4年度 1件 1件 2件 

さいたま輝き荻野吟子賞 

 きらきら輝き部門 さわやかチャレンジ部門 いきいき職場部門 

平成 30年度 1件 2件 2件 

令和元年度 1件 2件 2件 

 さいたま輝き荻野吟子賞 さわやかチャレンジ部門 いきいき職場部門 

令和 2年度 2件 2件 2件 
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（４）男女共同参画推進センター運営事業費 

①概要 

埼玉県男女共同参画基本計画に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた総合的な

拠点施設として、県の施策を実施し、県民及び市町村による男女共同参画の取組を支

援する事業である。 

主な事業内

容 

1. 施設管理 

2. 情報ライブラリー運営事業 

図書、行政・団体の資料等の収集と提供、企画展示の実施 

3. 相談事業 

電話相談、面接相談、専門相談、インターネット相談、 

グループ相談、配偶者暴力相談支援センター業務 

4. 広報事業 

広報紙「With You さいたま」の発行、利用者懇談会の開催 

5. 研修・講演事業 

県民対象講座・講演会、大学等との共催事業、 

20周年記念事業の実施 

6. サポートスタッフ運営事業 

県民の自主活動・交流支援事業の実施 

7. ワークショップ開催事業 

イベントの実施 

予算額 

（当初予算） 

1. 施設管理費  54,413千円 

2. 情報ライブラリー運営事業  12,248千円 

3. 相談事業  2,277千円 

4. 広報事業  967千円 

5. 研修・講演事業  1,280千円 

6. サポートスタッフ運営事業  119千円 

7. ワークショップ開催事業  680千円 

事業計画 埼玉県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画社会の実現に向け

た総合的な拠点施設として、県の施策を実施し、県民及び市町村による

男女共同参画の取組を支援する。  

ア 情報収集・提供  

イ 相談  

ウ セミナー・講演会等の開催 

エ 自主活動・交流支援  

オ 調査・研究の開催等 

事業効果 県民及び市町村による男女共同参画の取組の促進及び女性の能力の伸長

が図られる。男女共同参画社会の実現に向け大きく寄与する。 

※事業の詳細は、Ⅲ―第４ 現地調査 に記載する。 
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②事業実績・成果 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

研修・講演事業 

参加者数 

1,113人 1,293人 813人 1,389人 1,322人 

相談事業 

電話相談 9,248件 8,032件 9,361件 9,176件 8,732件 

面接相談 37件 46件 62件 38件 18件 

専門相談 152件 143件 175件 167件 238件 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ相談 82件 118件 99件 114件 69件 

 

（出典：男女共同参画推進センター） 

 

③監査人総括 

【意見５】業務完了報告書や請求書の日付が空欄となっているものが複数あるため、

記載を求めるよう対応すべきである。 

 総合管理業務委託、施設予約・視聴覚システム運用保守業務委託、書誌管理・相談

システム運用保守業務委託など複数の委託業務に関して、業務完了報告書の日付欄

が空欄となっているものがある。また、請求書に日付の記載がないものが複数ある。 

 実務的には、電子文書の場合はメールの送信日、郵送又は持参の場合は課所への

提出日で適正性や真正性が確保できているとのことだが、請求書に日付が付されて

いない場合、不正等に利用される恐れ等もあり、抜けがないように注意するべきであ

る。今後は日付を記載した報告書を提出するよう事業者に伝えていただくことを求

める。 
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（５）ＬＧＢＴＱ支援事業 

①概要 

令和２年度に埼玉県で実施した実態調査において、性的マイノリティ（LGBT等）の

方は約 30人に１人いることが判明している。性的マイノリティの方の多くは、周囲か

らの差別や偏見を恐れ、当事者であることを隠し生活されており、見えないマイノリ

ティと言われている。これまで長い間支援から取り残されてきており、多様性が尊重

される時代において、直ちに人権上の対応が必要とされる問題である。そこで、埼玉

県においては、埼玉県議会令和４年６月定例会において「埼玉県性の多様性を尊重し

た社会づくり条例」が成立し、令和４年７月８日から施行された。 

本事業は、「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」の基本理念に基づき、性

の多様性を尊重した社会を実現するため、性の多様性に関する理解の増進、相談体制

の整備、暮らしやすい環境づくりの３本柱の施策を推進する事業である。 

 

事業内容 1. ＬＧＢＴＱ理解促進事業 

 性の多様性についての正しい理解が進むよう、県民向け・企業向けに啓

発を行う。 

 (1) 企業向けオンライン研修の実施及び埼玉県アライチャレンジ企業 

  登録制度の導入 

企業において性の多様性についての正しい理解が進むよう、オンラ

イン研修を実施するとともに、埼玉県アライチャレンジ企業登録制度

を導入し、性的マイノリティが働きやすい職場づくり等を促進する。 

 (2) 大学生向けアライの取組 

県内大学生を対象に、アライを増やす取組を実施し、親世代をはじ

めとする県民への理解促進を図る。 

2. ＬＧＢＴＱ相談事業 

性的マイノリティ当事者等からの悩みと、企業からの性的マイノリティ

配慮に関する取組についてそれぞれ相談を受ける。 

 (1) にじいろ県民相談 

   誰にも相談できずに悩んでいる性的マイノリティ当事者やその家族

等から、電話や LINEで相談を受ける。 

 (2) にじいろ企業相談 

  性的マイノリティが働きやすい職場づくりに向けた企業における性

の多様性に関する取組を支援するため、企業から個別に相談を受け付

ける。 

3. ＬＧＢＴＱが安心して生活できる環境づくり事業 

性的マイノリティが安心して生活できる環境づくりのための施策の検

討、相談機関の連携を図る。 
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(1) 性の多様性に関する施策推進会議  

 当事者支援団体の者や有識者等で構成される会議を開催し、県の取

組について検討する。 

(2) 相談機関ネットワークづくり  

  県や市町村の各相談機関との連携強化を図るとともに、相談事例等

を共有して相談スキルの向上を図る。 

予算額 

（当初予算） 

1. ＬＧＢＴＱ理解促進事業  2,901千円 

2. ＬＧＢＴＱ相談事業  16,270千円 

3. ＬＧＢＴＱが安心して生活できる環境づくり事業  836千円 

事業効果 ・性的マイノリティへの理解が深まり、当事者への偏見や差別の減少に 

 つながる。 

・性的マイノリティ当事者やその家族が気軽に相談できるようになり、安 

 心して暮らせるようになる。 

・企業がそれぞれの状況に応じて取組を検討・実施することが可能となり、 

 性的マイノリティの方が働きやすい職場の増加につながる。 

 

＜にじいろ県民相談チラシ＞ 

 

（出典：埼玉県ＨＰ） 
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＜埼玉県アライチャレンジ企業登録制度＞ 

 性的マイノリティの方にとっても就業は、生活の経済的な基盤であるとともに、自己実

現に繋がるものであり、性的マイノリティの方の働きやすい環境づくりに当たっては、企

業の協力が必要である。 

 しかし、県内企業は「どのような取組が性的マイノリティの支援となるのかが分からな

い」「他の企業がどのように取組を進めているのか情報が得られない」などの課題を抱えて

おり、性的マイノリティにとって働きやすい環境づくりはまだ十分に進んでいないことか

ら、指標によって性の多様性に配慮した取組の方向性を示すとともに、県内企業の取組状

況を見える化する制度「埼玉県アライチャレンジ企業登録制度」を実施している。 

 指標は下記のとおりであるが、指標は１つからでも登録することができ、登録後も新た

な取組があれば、随時追加の申請が可能となっていることから、企業にとっては取り組み

やすい事業となっている。登録企業の取組状況は県のホームページで随時公開されている。 

 

※アライとは、性的マイノリティ（LGBT等）を理解し、支援している人、または支援した

いと思う人のことを指す。 

 

指標の内容 

8項目・40指標から成る。 

項目 項目の内容 指標数 

1 基本的な方針 
• SOGI*（性的指向や性自認）に基づく差別をしないなど、

性の多様性を尊重する方針等を社内外に広く公開 
4 

2 社内の理解促進 
• 従業員向けに性の多様性に関する理解を促進するための

取組を実施 
9 

3 職場環境の整備 • 従業員が SOGIにかかわらず働きやすい職場環境を整備 7 

4 相談体制の整備 

• パワハラ相談窓口で SOGIハラスメント、アウティング**

に対応することを従業員に周知 

• 職場における SOGIに関する悩みの相談を受け、対応を検

討する体制があり、その旨を従業員に周知 

5 

5 福利厚生 
• 社内規程により、同性パートナーがいる従業員や、トラ

ンスジェンダーの従業員向けの福利厚生制度の有無 
3 

6 採用における配慮 
• SOGIを理由とした差別を行わず、公正な採用基準・方法

に基づいた採用活動を実施 
4 
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7 顧客に対する配慮  
• SOGIにかかわらず利用しやすいよう、窓口対応や顧客を

対象としたサービスを提供 
6 

8 社会貢献活動 
• 性の多様性に関する社会の理解を促進するための社会貢

献活動を実施 
2 

＊SOGI：性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字を取った言葉 

＊＊アウティング：性的指向又は性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていること

を明かすこと 

 

【登録に向けて利用できる県の企業向け事業】 

・にじいろ企業研修（企業向け研修動画の配信） 

 性の多様性に関する基礎知識や、企業における取組の進め方等について学べる動画配信

による研修。 

・講師派遣による企業向け研修（対面又は Zoomによるオンライン） 

 企業に対し講師を派遣し、従業員向けに研修を実施。 

 企業の課題や取組状況に応じ、適切な研修メニューを提案。 

・にじいろ企業相談（埼玉県 LGBTQが働きやすい職場づくりサポート・相談窓口） 

 性の多様性に配慮した取組を具体的に進めるサポート。 

 何から始めたらよいかなど、企業の実情に合わせて提案が可能。 

・アライ コバトン&さいたまっちマグネットステッカーの配布 

 アライであることや性的マイノリティを支援する意思を表明する際に活用できるマグネ

ットステッカーを配布。 

 

【登録企業への特典】 

・登録証の交付 

・名刺、社員証、ホームページ等にご利用いただけるシンボルマークの電子データの交付 

・県ホームページにおける取組内容の公開 

 

  

シンボルマーク（見本） 
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②事業実績・成果 

事業 実績（令和 4年度） 目標値 

にじいろ県民相談 114件(電話：25件、LINE：89件) - 

にじいろ企業相談 43件 - 

LGBTQ県民講座 

参加者数 
8,749人 

18,000人 

（令和 5年度～7年度累計） 

埼玉県ｱﾗｲﾁｬﾚﾝｼﾞ

企業登録企業数 

26社 

（令和 4年度末時点） 

220社 

（令和 7年度末累計） 

（出典：人権・男女共同参画課） 

 

③監査人総括 

【意見６】埼玉県アライチャレンジ企業登録企業数について、目標達成に向けた新

たな施策の実施を検討すべきである。 

埼玉県アライチャレンジ企業登録企業数については、目標値：220社（令和 7年度

末累計）であるが、令和 4 年度末：26 社（令和４年度９月～年度末まで）である。

そのため、現状の推移を鑑みると目標達成が困難な状況であると推察される（当監査

実施時点においても累計で 40社）。確かに、令和４年度の実績を踏まえ、令和５年度

は、企業交流会の実施や、経済団体等の会議、就職支援の場での情報提供などを実施

しているとのことであるが、令和７年度末における目標達成のためには、更なる対策

を検討、実施するなどの取組が必要であると考える。 
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３．県民生活部（防犯・交通安全課） 

（１）犯罪被害者等支援体制の整備促進事業費 

①概要 

本事業は、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、再び平穏な生活

を営むことができる社会の実現を図るための事業である。 

なお、彩の国犯罪被害ワンストップ支援体制については、以下（２）彩の国犯罪被害

者ワンストップ支援センター総合的対応窓口受付等業務に記載している。 

 

事業内容 1. 性犯罪被害者支援の充実強化 

(1)アイリスホットライン(24時間 365日相談受付)のフリーダイヤル、

Webツール、オンラインツールを活用した相談対応 

(2)警察への届出をしたくない又は迷っている性犯罪被害者の証拠保

全のため、証拠採取キットを医療機関に配備 

(3)被害後の速やかな支援が被害の回復、軽減につながるため、周知広

報を強化 

(4)基幹６病院及び埼玉県看護協会の看護師等を対象に性暴力被害者

支援看護職（SANE）を養成 

2. 市町村相談支援体制の強化 

市町村における犯罪被害者等のための総合的対応窓口の体制強化を

図るため、研修、会議等を開催 

3. 彩の国犯罪被害者ワンストップ支援体制機能強化事業 

ワンストップ支援センターの代表電話（フリーダイヤル）への対応 

4. 犯罪被害者等支援のための広報啓発 

(1) 犯罪被害者支援学生ボランティア Ayaによる広報啓発活動 

(2) 犯罪被害者等支援キャンペーンの実施 

予算額 

（当初予算） 

1. 性犯罪被害者支援の充実強化  22,633千円 

2. 市町村支援の強化  81千円 

3. 彩の国犯罪被害者ワンストップ支援体制機能強化事業  4,575千円 

4. 犯罪被害者支援のための広報啓発事業  496千円 

事業計画 ・相談電話・医療費・法律相談・ワンストップ支援業務委託(通年) 

・アイリス普及啓発(通年)、啓発品企画、調達(7月)、高校へ配布、各種 

 キャンペーン等での広報啓発（11月） 

・市町村研修等(4月、6月、10月) 

・被害者支援週間一斉キャンペーン(被害者週間(11月 25日～12月 1日) 

 を中心に実施)、協力依頼(9月～12月) 

事業効果 ・性犯罪等被害に遭った方に寄り添った支援体制の整備によるセーフテ 

 ィネットとしての体制強化 
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・市町村におけるきめ細かな犯罪被害者等支援の実現 

・犯罪被害ワンストップ支援体制の強化 

・犯罪被害者等の置かれた現状と支援の大切さに関する県民や事業者へ 

 の理解増進 

 

 

（出典：埼玉県ＨＰ） 
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（出典：埼玉県ＨＰ） 
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②事業実績・成果 

（１）性犯罪等被害者支援の充実 

 ア アイリスホットライン（２４時間３６５日相談受付）の電話相談件数（１，

７５０件）やメール相談受付（３５件）、オンライン支援（Zoom）の運用開

始（１８件） 

イ 医療費（産婦人科１１件、４８万７，０００円、精神科２件、１万６，００

０円）及び法律相談（弁護士）費用（４１件、４５万１，０００円）の助成 

ウ 性犯罪証拠採取キット（８件）、代替着衣の医療機関への配備（０件） 

エ ＳＡＮＥ（性暴力被害者支援看護職）計６名の養成（第２期） 

（２）市町村支援の強化 

  会議、研修会を８回実施 

（３）彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターの機能強化 

ア 総合対応電話（代表電話）のフリーダイヤルや受付対応（１４７件） 

イ 犯罪被害により日常生活が困難となった場合の日常生活の支援（０件） 

（４）広報啓発の実施 

ア ホームページやＳＮＳ、県・市町村の広報紙、関係機関と連携した広報 

イ リーフレット、啓発品の作成と配布 

ウ 犯罪被害者支援学生ボランティア「Aya（彩）」との広報啓発活動 

 登録者数１１５人、実施回数１０回 

エ 埼玉県犯罪被害者支援「県民のつどい」(イベント形式）)やキャンペーンの

実施 

オ 年少者やその保護者への性犯罪被害者支援に関する相談窓口等の広報啓発 

（出典：防犯・交通安全課） 

 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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（２）彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター総合的対応窓口受付等業務 

①概要 

本事業は、防犯・交通安全課分室（以下、「防犯・交通安全課」）、警察本部警務部警

務課犯罪被害者支援室（以下、「支援室」）及び公益社団法人埼玉犯罪被害者援助セン

ター（以下、「援助センター」）が協働で実施する「彩の国犯罪被害者ワンストップ支

援センター」の総合的対応窓口において、犯罪被害者及び家族又は遺族（以下「被害

者等」）からの問合せや相談を受け付け、支援ニーズ等に応じて、防犯・交通安全課、

支援室、援助センターその他関係機関・団体へワンストップで繋ぎ、又は応急的に日

常生活支援が必要な被害者等に対して日常生活支援を実施することで、犯罪被害から

の早期回復又は軽減を図ることを目的とする事業である。 

具体的には、被害者等が直面している各般の問題について、ワンストップ支援セン

ターの代表電話番号を付した電話機及び受付カウンターにおいて、相談を受け付け、

被害者等が円滑な支援を受けられるよう、関係機関・団体との連絡調整を行う。この

うち、緊急に日常生活等の支援が必要と認められた被害者等に対しては、ワンストッ

プ支援センターの合意により、応急的に支援を実施する。 

 

②事業実績・成果 

令和４年度の彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター総合的対応窓口受付等業

務の結果は以下のとおりである。 

 

１．施設の設置及び運用 

（１）施設の設置・運営 

   令和 4年 4月 1日（金）彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター内に、受

付カウンター、事務机椅子、資料保管用キャビネット、電話機を設置し運営。 

（２）開設日・時間 

   土、日、祝日及び年末年始を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分。 

（３）性暴力被害の取扱い 

   性暴力等犯罪被害専用相談電話アイリスホットラインへの紹介 

（４）応急的日常生活支援の実施 

   実施なし 

２．支援コーディネーターの養成 

  犯罪被害の実態に精通し、犯罪被害者等のニーズを的確に捉えるスキルを備えた

支援コーディネーターを養成するため、相談員が全国被害者支援ネットワーク主催

の研修会に参加。 

  ・全国被害者支援ネットワーク主催 令和 4年度質の向上研修上半期 

   開催日 令和 4年 8月 27日～28日 

  ・全国被害者支援ネットワーク主催 令和 4年度質の向上研修下半期 

   開催日 令和 5年 1月 28日～29日 
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３．受傷対策の実施 

  相談員に対する専門的立場から指導助言を得るため、年 3 回、スーパーヴィジョ

ンを実施し、相談員のメンタルケアを図る。 

  ・令和 4年 7月 27日、11月 24日、令和 5年 3月 30日 

 

（出典：防犯・交通安全課） 

③監査人総括 

【意見７】夜間電話対応時間の拡充や、土日相談の実施など対応可能時間などの見

直しを検討すべきである。 

 ワンストップ支援センターの目的は、犯罪被害者及び家族又は遺族（以下「被害者

等」という。）からの問合せや相談を受け付け、支援ニーズ等に応じて、防犯・交通

安全課、支援室、援助センターが、1つの窓口で一元的に途切れることなく協働して

実施するものである。なお、犯罪被害者が直面している各般の問題に対して必要な支

援の協議や実施により、犯罪被害者等が受けた被害からの早期回復及び軽減を図る

もので、必要に応じて、その他関係機関・団体へワンストップで繋ぎ、又は応急的に
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日常生活支援が必要な被害者等に対して日常生活支援を実施することである。 

 現在の対応時間は、（１）業務日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に

規定する休日、１月２日、３日及び１２月２９日から１２月３１日までの各日を除く

毎日、（２）業務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとなっている。確

かに、犯罪被害の第一義的かつ迅速な対応は警察であり、また、性被害に関する窓口

はアイリスホットライン（24 時間 365 日対応）などがあるが、犯罪被害者等に対す

るワンストップ支援を行う窓口として鑑みると、対応受付時間が上記のように県窓

口の通常の業務時間と同様であることは十分な対応ではないと思える。 

 そのため、彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターの構成機関である県警察

の「けいさつ総合相談センター」における夜間・土曜日・日曜日の対応件数などの情

報を参考にするなどして、まずは、夜間や土曜日・日曜日におけるニーズの調査を行

うことなどの対応を検討するとともに、メールや自動応答チャット等など新たな応

対方法について検討すべきである。 
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４．危機管理防災部（危機管理課） 

（１）ミンナ防災（共助の取組強化）事業 

①概要 

本事業は、防災資機材整備に対する助成や研修・訓練への講師派遣を行い、自主防

災組織の設立やヤングリーダー養成講座等の組織の活性化に取り組む市町村を支援す

る。県内の地区防災計画策定を促進するためにモデル地区を選定し、その取組成果を

県全体に広げていく事業である。 

男女共同参画の視点に立った防災対策を推進するため、全世帯数に対する「自主防

災組織が組織されている地域の世帯数」の割合として、令和 8年度までに 96％を目指

している。 

地域の防災力向上の要となる自主防災組織の設立や活動の際に、女性の視点を盛り

込むよう促しており、組織率の増加は男女共同参画の視点に立った防災対策の推進に

も資するものとしている。 

 

（出典：埼玉県ＨＰ） 
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②事業実績・成果 

平成３０年度～令和３年度の事業効果 

・ 埼玉県５か年計画に定める指標 

 
H30 R1 R2 R3 

目標値 

（R8年度） 

自主防災組織の 

組織率（％） 
90.9 91.4 91.9 92.2 96.0% 

自主防災組織で防災知識の 

啓発活動を実施した割合

（％） 

65.2 60.8 36.3 34.0 90% 

（出典：消防庁「消防防災・震災対策現況調査」） 

・ 自主防災組織の訓練・研修への県指導員（講師）派遣実績 

 H30 R1 R2 R3 R4 

派遣回数（回） 171 179 20 47 85 

参加者数（人） 10,683 9,446 567 1,264 4,816 

（出典：危機管理課） 

③監査人総括 

【意見８】能登半島地震のような災害から学んだ教訓を踏まえ、県民の防災に対す

る意識も高まっていると推測されることから、これを契機として目標達成に向けて

事業を展開すべきである。 

自主防災組織で防災知識の啓発活動を実施した割合（％）が、平成 30年から減少

傾向にあり、令和３年には平成 30年と比べおおむね半減している。確かに新型コロ

ナウイルス感染症による影響が生じていることは想像に難くないが、減少幅が大き

い。また、令和 8 年度までに 90％という目標値を掲げているが、達成が危ぶまれる

状況である。ワークショップにおける対応や講座の実施も相対での対応が重要であ

ることは理解できるが、講座の開催などについては、オンラインによる開催を促進す

るなど活動実施方法について、検討を行うべきである。 

令和 6 年 1 月 1 日に発災した能登半島地震においても、自主防災の重要性が改め

て認識された。能登半島先端部に位置する石川県珠洲市三崎町は、地震と津波で壊滅

的な被害を受け、約４０世帯９０人ほどが暮らす町北部の寺家下出地区も地震から

間もなく津波に襲われ、多くの住宅が倒壊した。それでも大半を高齢者が占める住民

は５分以内に高台に避難して全員無事だった。この地区では東日本大震災をきっか

けに毎年避難訓練を行っており、住民は「奇跡ではなく、訓練が生きた」と振り返っ

ている。 

能登半島地震のような災害から学んだ教訓を踏まえ、県民の防災に対する意識も

高まっていると推測される。震災を契機として目標達成に向けて事業を展開される

ことを求める。 
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５．危機管理防災部（消防課） 

（１）消防学校教育訓練費 

①概要 

本事業では、消防職員及び消防団員については、その知識及び技能の習得及び向上

のため、消防学校などにおける教育訓練を受ける機会が与えられなければならない(消

防組織法第 51 条第 4 項)ため、「消防学校の教育訓練の基準」(総務省消防庁告示第 3

号)に基づき、初任教育や特定の分野に関する専門的教育訓練を行い、消防職員及び消

防団員の資質向上を図っている。 

 

事業内容 1. 消防学校維持管理事業費 

2. 消防学校初任教育費 

第 147期(103日間)、第 148期(103日間) 

3. 消防学校専科教育費 

①警防科(9日間）、②火災調査科(9日間)、 

③救急科(34日間×3回)、④救助科(21日間）⑤初級幹部科(9日間) 

⑥警防活動教育(7日間)、⑦実科指導員教育(3日間)、 

⑧幹部特別教育(10日間×4回)、⑨実火災訓練教育(1日間×4回) 

4. 消防団教育 

①基礎教育(1日間×5回)、②初級幹部科(1日間×1回)、 

③指揮幹部科(現場指揮課程(2日間)・分団指揮課程(1日間)) 

予算額 

（当初予算） 

1. 消防学校維持管理事業費  10,870千円 

2. 消防学校初任教育費  4,583千円 

3. 消防学校専科教育費  7,411千円 

事業効果 消防学校の教育訓練を受けることにより、消防職員又は消防団員として

の必要な知識及び技能を修得し、資質の向上が図られることから、災害

活動時に県民の身体、生命及び財産をより的確に守ることができるよう

になる。 

 

 

②事業実績・成果 

 

・教育訓練実施状況 

年度 初任教育 専科教育他 消防団教育 

令和 2年度 113人 514人 123人 

令和 3年度 248人 697人 521人 

令和 4年度 295人 741人 745人 
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・消防学校における教育訓練受講者と女性受講者の推移及び割合 

 

（出典：消防課） 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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６．福祉部（社会福祉課） 

（１）社会福祉施設人材定着化事業（子育て支援事業） 

①概要 

施設利用者に質の高いサービスを提供するためには、職員の意欲及び技術の向上と

定着が必要である。そこで、職員が働きやすく、自分のキャリアに展望が持てる施設

の職場作りを支援するため、専門資格取得と基幹職員の養成やスキルアップに係る費

用を助成する。また、女性職員の仕事と家庭の両立を図るため、産休代替等職員設置

費等を補助し、働きやすい職場作りを促進していくことを目的とする事業である。 

 

事業内容 1. 社会福祉施設人材定着化事業 

(1) キャリアアップ事業 

  職員の業務上必要な専門資格の取得 

  基幹職員の養成・職員のスキルアップ等 

(2) 子育て支援事業 

  産休・病休代替職員費補助 

  育児短時間勤務等の推進 

2. 外国人介護福祉士候補者日本語習得等支援事業 

 社会福祉施設等が受け入れた外国人介護福祉士候補者の日本語習得等

を支援する  

予算額 

（当初予算） 

1. キャリアアップ事業  6,844千円 

2. 子育て支援事業  10,209千円 

3. 外国人介護福祉士候補者日本語習得等支援事業  23,960千円 

事業計画 1. 社会福祉施設人材定着化事業 

(1) キャリアアップ事業 

  職員の業務上必要な専門資格の取得  12施設 

  基幹職員の養成・職員のスキルアップ等  92施設 

(2) 子育て支援事業 

  産休・病休代替職員費補助  32人 

  育児短時間勤務等の推進  1施設 

2. 外国人介護福祉士候補者日本語習得等支援事業 80人、17施設 

事業効果 資格取得を支援することで、福祉人材の定着と意欲の向上につながる 

 

埼玉県では、今後急速に高齢化が進む人口構造となっており、県民満足度調査でも福祉

関係の項目のニーズが高い。そのため県内福祉の充実は重要課題であるといえるが、その

ためには高度な技能を持つ福祉人材の育成と定着が必要となることから以下の３点に取

り組んでいる。 

・福祉分野を選択肢に入れる求職者の増加 ・福祉施設職員の人材育成の充実 

・福祉施設職員の処遇改善・働きやすさの向上 
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特に、出産や育児を行う職員への支援制度を後押しすることで、出産育児離職の防止に

繋がる。例えば、平成 26 年の出産・育児等を機に離職した女性の再就職等に係る調査研

究事業（厚労省・三菱総研）によると、専門職・技術職が最も出産・育児を機に離職しや

すい職種とされている。専門職・技術職の内訳では、介護職が第 2位、保育士が第 3位と

なっており、産休・育休職員への支援が望まれている職種だといえる。 

 

②事業実績・成果 

令和４年度を含めた社会福祉施設人材定着化事業のうち子育て支援事業の結果は、

以下のとおりである。 

【単位】上段：人／下段：円  

（出典：社会福祉課） 

 

③監査人総括 

上記の事業実績・結果における「産休代替」支援について、令和３年、４年の実績が

それ以前と比較すると大きく減少しているが、これは、新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴う影響によるものであるとのこと、令和３・４年度における埼玉県の出生数、

出生率は過去 10年間で最低であり、また、現場の補助対象施設からの当時のヒアリン

グにおいても「職員たちにも同様の傾向が見られる」とのことである。 

さらに監査実施時点における令和５年度の補助申請予定件数は前年比 16.7％という

増加傾向となっていることから、特に対応が必要となるような問題ではないと考えら

れる。 

 

【意見９】補助金交付の協議書について日付の記入がないため、記載を求めるよう

対応すべきである。 

社会福祉施設産休等代替職員費補助金に関して、事業者から県に提出する補助金

の協議書について、日付がないものが散見される。受領時に確認を徹底すること、及

    平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

産休代替 

人数 46  41  45  28  24  

補助額 15,723,605  14,268,709  17,525,717  10,996,255  10,670,968  

病休代替 

人数 2  4  3  2  2  

補助額 410,780  822,874  742,977  393,472  661,552  

育児短時間 

人数   1  4  2  1  

補助額   323,000  1,059,182  83,450  77,550  

補助額合計 16,134,385  15,414,583  19,327,876  11,473,177  11,410,070  
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び、事業者に日付欄についても漏れなく記載するように対応すべきである。実務的に

は、電子文書の場合はメールの送信日、郵送又は持参の場合は課所への提出日で適正

性や真正性が確保できているとのことだが、今後は日付を記載した報告書を提出す

るよう事業者に伝えていただくことを求める。 

 

（２）生活困窮者自立支援事業費 

①概要 

本事業は、生活困窮者の自立支援を図ることを目的として、自立相談支援等事業、

学習支援事業、住居確保給付金事業、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援

金を支給する事業等の個別事業が含まれている。 

事業内容 1. 自立相談支援等事業 

町村の生活困窮者に対し、以下の事業を実施 

(1) 自立相談支援事業 

相談窓口を設置し、生活困窮者が抱える課題に応じた自立支援等を

実施 

(2) 就労準備支援事業 

  直ちに就労することが困難な生活困窮者に対し職業訓練や就労体

験を提供 

(3) 家計改善支援事業 

生活困窮者の家計収支を改善させ、早期の生活再建を支援 

(4) 一時生活支援事業 

住居のない生活困窮者に一時的な宿泊場所と衣食を提供 

(5) 市町村支援事業 

県内市町村の支援員に研修を実施 

(6) 自立相談支援機能強化事業 

アウトリーチ支援員を自立相談支援機関に配置し、自立相談支援の

機能強化 

(7) 就労訓練促進事業 

早期就労がより困難な者等が利用可能な就労体験・就労訓練先を開

拓、マッチングを実施 

2. 学習支援事業 

 町村の生活困窮世帯及び生活保護世帯の中高生に学習支援を実施 

3. 住居確保給付金 

 離職等により住居を失った方、または失うおそれのある方等に対し一

定期間家賃相当額を支給 

4. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 

 生活福祉資金貸付制度の特例貸付が、限度額に達するなどで利用でき
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ない世帯に対し、支援金を支給 

予算額 

（当初予算） 

1. 自立相談支援等事業  121,854千円 

2. 学習支援事業  76,717千円 

3. 住居確保給付金  20,091千円 

4. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金  100,125千円 

事業計画 1.自立相談支援等事業  

 新規相談受付件数 1,225件 

2.学習支援事業  

 中学生教室参加者高校進学率 99% 

 高校生教室参加者高校中退率 1.0% 

3.住居確保給付金  

 支給見込み件数 181人 

4.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金  

 支給見込み件数 447人 

事業効果 1.自立相談支援等事業  

 新規相談受付件数 令和 4年度 1,360件 

2.学習支援事業  

 中学生教室参加者高校進学率 令和 4年度 100% 

 高校生教室参加者高校中退率 令和 4年度 1.0% 

3.住居確保給付金  

 支給件数 令和 4年度 116件(延長・再支給等含む) 

4.新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金  

 令和 4年度 202人 
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（アスポート相談支援センターリーフレット 埼玉県ＨＰより） 

②事業実績・成果 

令和４年度を含めた支援実績は、以下の通りである。 

 H30年度 R１年度 R2年度 R3年度 R4年度 備考 

就労準備支援 24人 14人 10人 12人 ６人 支援者数 

家計改善支援 90人 134人 99人 105人 103人 支援者数 

一時生活支援 ５人 ５人 ４人 ２人 ３人 支援者数 

市町村支援事業 - - 97人 110人 98人 県人材養成研修 受講者数 

就労訓練促進事業 - - 6人 5人 20人 あっせん者数 

（出典：社会福祉課） 

 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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７．福祉部（少子政策課） 

（１）ひとり親家庭福祉推進事業費 

①概要 

本事業は、経済的に厳しい状況にあるひとり親に対して、就労支援や資格取得支援

等を行う。また、ひとり親家庭の児童への学習支援を実施する市町村への助成等を行

うことにより、ひとり親家庭の福祉の向上を図る。 

 

事業内容 1. 母子家庭・父子家庭自立支援給付金支給事業 

 (1) 自立支援教育訓練給付金（町村在住者対象） 

指定した講座を受講したひとり親家庭の母又は父に、受講料の 6割

相当額（限度額 200千円・専門実践教育訓練給付金の指定講座につい

ては限度額 800千円）を支給する。 

 (2) 高等職業訓練促進給付金等（町村在住者対象） 

ひとり親家庭の母又は父が養成機関で修業する場合に、給付金を支

給する。 

2. 母子緊急一時保護事業 

ＤＶ防止法による一時保護委託の適用が困難で、かつ緊急に自宅を出

ざるを得なくなった行き場のない母と子を母子生活支援施設に一時保護

する。 

3. 母子・父子自立支援プログラム策定員設置事業 

母子・父子自立支援プログラム策定員を設置し、児童扶養手当受給者

の個々の事情等に対応した自立支援プログラムを策定して、経済的自立

に向けたきめ細やかな支援を行う。 

4. ひとり親家庭等日常生活支援事業（市町村補助事業） 

日常生活等に支障が生じた母子家庭等に、家庭生活支援員を派遣する。 

5. ひとり親家庭等生活向上事業（市町村補助事業） 

個々の家庭の状況に応じた生活支援及びひとり親家庭の子供に対し学

習支援等を行う。 

6. 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講し、修了した際に

「修了時支援金」、修了から 1 年以内に試験に合格した際に「合格時支

援金」を支給する。（合わせて上限 150千円） 

7. ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業 

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業を実施する団体に、県

が事業費及び事務費を補助し、同団体が高等職業訓練促進給付金支給者

に入学準備金（50万円）と就職準備金（20万円）を、母子父子自立支援

プログラム策定者に住宅支援資金（上限月額 4万円）を貸し付ける。 
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8. ひとり親家庭スタートアップ支援事業 

離婚時に養育費や面会交流等についての取決めを行うケースが全国的

に見ても少ない現状を踏まえ、県が主体となって情報発信し、重要性の

周知を図るとともに、ひとり親世帯とより密接な市の取組を 3年程度バ

ックアップし、他市への浸透を図る。また、離婚前、離婚手続、離婚後

のそれぞれのステージでの支援を行う。 

予算額 

（当初予算） 

1. 母子家庭・父子家庭自立支援給付金支給事業  115,700千円 

2. 母子緊急一時保護事業  2,261千円 

3. 母子・父子自立支援プログラム策定員設置事業  317千円 

4. ひとり親家庭等日常生活支援事業（市町村補助事業）  623千円 

5. ひとり親家庭等生活向上事業（市町村補助事業）  94,602千円 

6. 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業  600千円 

7. ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業  4,415千円 

8. ひとり親家庭スタートアップ支援事業  1,166千円 

 

 

 

（出典：こども家庭庁） 
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 埼玉県母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱 

（出典：少子政策課） 
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（出典：こども家庭庁） 

 

②事業実績・成果 

 ・高等職業訓練促進給付金（政令市・中核市を含む県全体の受給者数） 

 市 部 町村部(県所管) 合 計 

令和４年度 ４１０人 ３８人 ４４８人 

令和３年度 ３８０人 ３８人 ４１８人 

令和２年度 ３９８人 ３６人 ４３４人 

令和元年度 ４０９人 ４４人 ４５３人 

平成３０年度 ４１７人 ４８人 ４６５人 

 

 ・自立支援教育訓練給付金支給実績（※県は町村部を所管） 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

支給人数 １１人 １０人 ４人 ７人 １２人 

 

 ・母子・父子自立支援プログラム策定員設置事業支給実績（町村対象） 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

０ 件 ０ 件 １ 件 ０ 件 ０ 件 
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 ・ひとり親家庭日常生活支援事業実績 

令和４年度 所沢市、戸田市 

令和３年度 所沢市、戸田市、北本市 

令和２年度 所沢市 

令和元年度 所沢市、戸田市 

平成 30年度 所沢市、戸田市、坂戸市 

 

 ・ひとり親家庭生活向上事業実績 

令和４年度 

行田市、狭山市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、朝霞市、 

志木市、新座市、桶川市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三

芳町 

令和３年度 
行田市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、 

桶川市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町 

令和２年度 
行田市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、 

桶川市、坂戸市、鶴ヶ島市、三芳町 

令和元年度 
行田市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、志木市、朝霞市、 

桶川市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町 

平成 30年度 
行田市、鴻巣市、上尾市、戸田市、入間市、志木市、朝霞市、坂戸市、

鶴ヶ島市、日高市、三芳町 

 

 ・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 

  実績なし 
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 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

【貸付実績】 

資金種別 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 合計 

入学準備金 
件数 104 89 71 74 74 412 

金額(千円) 51,870 44,400 35,500 37,000 36,810 205,580 

就職準備金 
件数 64 77 78 71 48 338 

金額(千円) 12,690 15,300 15,600 14,120 9,600 67,310 

住宅支援資金 
件数 − − − 4 27 31 

金額(千円) − − − 440 6,957 7,397 

合 計 
件数 168 166 149 149 149 781 

金額(千円) 64,560 59,700 51,100 51,560 53,367 280,287 

 

 ・ひとり親家庭スタートアップ支援事業実績 

  令和４年度：狭山市、羽生市 

（出典：少子政策課） 

 

③監査人総括 

【意見１０】一部の事業について、利用者増加のための対応などを検討すべきであ

る。 

本事業に含まれる、母子父子自立支援プログラム策定員設置事業及び高等学校卒

業程度認定試験合格支援事業について、平成 30年度から実績がない状況が続いてい

る（母子父子自立支援プログラム策定員設置事業については、令和２年度に１件あ

り）。埼玉県母子・父子自立支援プログラム策定事業について、実施要綱第６条にお

いて「策定員は、児童扶養手当受給者に対し、リーフレット等により母子・父子自立

支援プログラム策定事業及び生活保護受給者等就労自立促進事業を周知する」とす

るほか、第９条においても「当該事業による支援が必要と思われる者が安定所に直接

来訪した際は、安定所から策定員につなぐよう協力を依頼する等、関係機関との連携

体制づくりを行うこと」と規定している。 

また、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について、令和５年度こども家庭

庁予算において、支給内容が拡大しており、国においても利用しやすい事業スキーム

に努めている。 

本事業は、町村対象事業であるため潜在利用者が少ない状況であり、国が実施す

る事業であるため、県が事業の見直し自体を行うことはできないが、事業自体は継続

する必要があるものであるならば、策定員や関係機関との連携強化に努めるととも

に、これまで関係が希薄だった団体等にも周知するなど一層アピールを行う必要が

あると考える。 
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８．産業労働部（産業支援課） 

（１）女性起業家支援事業（創業・ベンチャー支援事業費の一部） 

①概要 

 産業支援課では、新産業の育成、地域経済の発展、雇用の創出を目的とした「創 

業・ベンチャー支援事業費」（83,696千円）により、創業・ベンチャー支援センター 

埼玉における創業支援や起業支援関係者会議の開催、過疎地の起業支援等の取組を 

行っている。 

  本事業費の個別事業のひとつである女性起業家支援事業（22,718千円）におい 

 て、女性創業支援チームによる集中支援や女性起業家コンテストの開催等により、 

 女性起業家への支援を実施している。 

事業内容 1. 女性創業支援チームによる集中支援 

・専門家チームによる総合支援、ハンズオン支援、出張相談を実施 

・開業後のフォローアップをチームで行い、成長を促進 

2. 女性によるビジネスプランコンテスト開催 

・女性起業家の成長を支援し、埼玉県から国内外で活躍するロール 

 モデルとなる女性起業家を輩出することを目的としたビジネスプ 

 ランコンテストを開催 

予算額 

（当初予算） 

1. 女性創業支援チームによる集中支援  14,198千円 

2. 女性によるビジネスプランコンテスト  8,520千円 

事業計画 1. 女性創業支援チームによる集中支援 

 創業・ベンチャー支援センター埼玉に、女性創業支援アドバイザー

及び女性創業支援スタッフで構成される「女性創業支援チーム」を

設置し、ビジネスプランの策定等を総合的に支援するとともに開

業後のフォローアップを実施する。 

 出張相談会をウェスタ川越とふれあいキューブ（春日部）の創業支

援ルーム、県立熊谷図書館、さいたま市立中央図書館、三郷市の 5

か所でそれぞれ月 1回実施する。 

2. 女性によるビジネスプランコンテスト 

 女性起業家もしくは起業予定の女性を対象にビジネスプランを募

集し、表彰を行う。 

 受賞者に対しては以下により、フォローアップを行う 

   ✓ 先輩女性起業家や専門家等からの助言指導 

   ✓ 女性起業家交流会を開催し、起業家同士のネットワーク構築 

     や販路拡大等のビジネスマッチング支援 

事業効果 ・女性の創業促進による県内経済の活性化 

・女性起業家ロールモデル提示による起業意欲の向上 

・ビジネスプランの表彰による女性起業家の成長支援 
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②事業実績・成果 

・女性創業支援チームによる集中支援（女性創業アドバイザーの相談対応件数） 

  

                             （出典：産業支援課） 

 

・女性によるビジネスプランコンテストの開催実績 

 （ビジネスプランコンテストの開催） 

   第一次・第二次選考を経て、コンテストファイナリストに以下の６名を選考。 

  また、最終審査までに創業・ベンチャー支援センター埼玉のアドバイザーによる 

  個別支援やプレゼン能力向上を目的とした講座などを実施。 

    令和４年度受賞者（※商号・屋号は受賞当時） 

氏名（商号・屋号） 
（五十音順・敬称略） 

応募プラン名 

石田  美枝 
（Office Nanala） 

管理栄養士による小規模事業者向け食に関するプラッ
トホーム事業 

加納  千裕 
（ASTRA FOOD PLAN株式会社） 

過熱蒸煎®技術を用いた“かくれフードロス”削減・サー
キュラーエコノミープロジェクト 

桜猫 のら 
（賃貸ウチノネコ） 

児童養護施設及び里親家庭を巣立つ若者向き自立支援
ハウス 

佐藤 直 
（株式会社ボイスクリエーション
シュクル） 

声のチカラで会社を元気に！新時代のヘルスケア・声磨
き健康経営事業 

田中 留美 
（スペーススタッフ） 

埼玉県を全国へ 職人の技術を用いたペット家具ブラ
ンド事業の展開 

坪谷 千代子 
（ムーヴ・オン合同会社） 

教育と福祉が連携して孤立している子どもと大人を笑
顔にする 
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（出典：埼玉県ＨＰ） 

（フォローアップ支援） 

  受賞者に対して、副賞として事業支援費等を交付。 

  また、各受賞者に対して先輩起業家や専門家等が継続して助言指導を行うとと 

 もに、女性起業家交流会の開催等により、ネットワークの構築を支援している。 

 

 

                      （出典：産業支援課） 
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③監査人総括 

【意見１１】より良い企画提案競技が実施できるように、情報の収集等、企画提案参

加者を増やすための対応を検討すべきである。 

 本事業の業者選定については、公募型の企画提案競技により相手方を決定するこ

ととされているが、令和４年度は１者のみの応募となっており、企画提案型の募集形

態が十分に生かされていない状況である。確かに、県が掲げている「女性起業家支援」

の内容は先進的な取組であり、本事業において業者に求める水準を満たす企業・団体

が限られる状況であると思われる。 

 担当課から過去の受託事業者や企画提案参加業者に聴き取りを行ったところ、業

務内容や委託上限額等の企画提案競技の参加条件が応募不可能な内容となっている

わけではないとのことであった。 

 このため、機会均等という目的は果たされており、現状においては参加条件を緊

急に見直す必要まではないと考えられるものの、本事業では同一の受託事業者が続

いているという状況を鑑みると、競争性をより働かせるために、応募者が１者の状況

が常態化しないように注視していくことが望まれる。引き続き、情報を収集・蓄積す

ることにより、参加条件の見直しや業界団体への広報などの対応を検討いただきた

い。 
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９．産業労働部（産業人材育成課） 

（１）高等技術専門校訓練等推進事業費 

①概要 

埼玉県では職業能力開発促進法に基づき高等技術専門校を6校1分校設置しており、

本事業では、各高等技術専門校において、高等学校などを卒業して新たに就職を目指

す者や、求職中の離・転職者などに対して、就職に必要な知識や技能を習得するため

の実技を中心とした職業訓練を実施している。 

 

男女共同参画基本計画において、働く場における女性活躍を推進するため、女性（30

～39歳、40～49歳）の就業率を令和 8年度までに令和元年の全国平均（30～39 歳：

75.1%、40〜49 歳：79.2%）の水準まで引き上げることを目指している。 

 依然として、仕事と家庭の両立が難しいことを理由に多くの女性が出産や子育てを

機に離職しており、就職を希望しながら就業していない女性も 30～40歳代を中心に多

くなっている。職場環境や家庭の状況だけでなく、いったん離職したことでキャリア

が中断され希望の職種への復職が難しいことなどが課題となっており、高等技術専門

校において地域の求人ニーズに応じた職業訓練を実施することにより、子育てを理由

に離職した女性に対する復職支援に寄与するものと考えられる。 

 

計画策定時の現状値（令和 2年） 目標値（令和 8年） 

30～39 歳 71.6% 

40～49 歳 76.3% 

30～39 歳 75.1% 

40～49 歳 79.2% 

 （出典：埼玉県男女共同参画基本計画における推進指標（基本目標Ⅱ-1）） 
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事業の具体的な内容等は以下のとおりである。 

事業内容 1. 高等技術専門校運営経費 

2. 学卒・離転職者訓練事業費 

  求職者等を対象に、職業に必要な技能を習得させる訓練を行うこと 

 で即戦力となる人材を育成し、併せて就職支援指導を行うことで雇用 

 機会の拡大を図る。 

3. デュアルシステム訓練事業費 

  デュアルシステム訓練は、概ね 55歳未満の求職者等を対象に、高等 

 技術専門校での基礎的訓練と企業での実践的訓練を両方実施し、安定 

 就労に結びつける。 

4. 環境・エネルギー関連を支える人材創出事業 

5. 人手不足分野への誘導 

6. 建設系訓練科の充実 

  環境・エネルギー関連の訓練を実施する。また、県内の大学と連携 

 し、高度な訓練を実施する。 

7. 精神障害者等の受入体制強化事業 

8. 精神障害者等訓練推進事業 

  高等技術専門校に精神保健福祉士等を設置し、相談体制を確保する。 

 併せて精神障害者を対象とした訓練を実施する。また、連携支援員を設 

 置し、高等技術専門校での受入に係るノウハウ普及と対応力強化を図 

 る。 

予算額 

（当初予算） 

1. 高等技術専門校運営経費  43,173千円 

2. 学卒・離転職者訓練事業費  206,968千円 

3. デュアルシステム訓練事業費  7,068千円 

4. 環境・エネルギー関連を支える人材創出事業  423千円 

5. 人手不足分野への誘導  578千円 

6. 建設系訓練科の充実  794千円 

7. 精神障害者等の受入体制強化事業  7,407千円 

8. 精神障害者等訓練推進事業  70千円 

事業効果 ・高等技術専門校における人材の育成 

・求人ニーズに対応した適切な人材の供給 
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 ＜高等技術専門校 設置訓練科（令和４年度）＞ 

校名 訓練科目 訓練期間 入校月 定員 コース 

中央高等技術専門校 

機械制御システム科 2年 4月 25 2年 

空調システム科 2年 4月 25 2年 

情報制御システム科 2年 4月 25 2年 

川口高等技術専門校 

情報処理科 2年 4月 30 2年 

空調システム科 2年 4月 30 2年 

機械科(デュアルシステム) 1年 4月・10月 各回 10 短期 

ビル管理科 6か月 4月・10月 各回 30 短期 

川越高等技術専門校 

金属加工科 1年 4月 20 1年 

電気工事科 1年 4月 30 1年 

木工工芸科 1年 4月 30 1年 

ビル管理科 6か月 7月・1月 各回 30 短期 

熊谷高等技術専門校 

自動車整備科 2年 4月 25 2年 

建築科 2年 4月 20 2年 

機械科(デュアルシステム) 1年 4月・10月 各回 10 短期 

熊谷高等技術専門校
秩父分校 

電気設備管理科 1年 4月 20 1年 

介護サービス科 6か月 4月・10月 各回 20 短期 

春日部高等技術専門
校 

自動車整備科 2年 4月 25 2年 

金属加工科 1年 4月 20 1年 

電気設備管理科 1年 4月 30 1年 

職業能力開発センタ
ー 

サービス実務科 1年 4月 10  短期 

職域開発科 6か月 4月・10月 各回 5 短期 

（出典：埼玉県ＨＰ） 

 ②事業実績・成果 

訓練事業の定員・応募者数・修了者数・就職者数の推移は以下のとおりである。 

（注：県内の高等技術専門校 6校 1分校の合計の数）  

 

年度 定員 
応募者

数 

修了者

数 

  

うち 

女性 

女性 

比率 

うち 

就職者 

  

うち女性 女性比率 

H30年度 575 686 430 41 9.5% 401 40 10.0% 

R1年度 575 686 415 40 9.6% 365 37 10.1% 

R2年度 520 566 378 39 10.3% 348 39 11.2% 

R3年度 555 623 381 44 11.5% 341 40 11.7% 

R4年度 575 577 391 33 8.4% 353 30 8.5% 

（出典：産業人材育成課） 
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訓練科 
H30 R1 R2 R3 R4 

定員 応募者 定員 応募者 定員 応募者 定員 応募者 定員 応募者 

中央 機械制御ｼｽﾃﾑ科 25 25 25 17 25 15 25 24 25 8 

中央 空調ｼｽﾃﾑ科 25 20 25 28 25 25 25 33 25 19 

中央 情報制御ｼｽﾃﾑ科 25 34 25 39 25 35 25 29 25 29 

川口 情報処理科 30 64 30 57 30 52 30 86 30 56 

川口 空調ｼｽﾃﾑ科 30 32 30 31 30 37 30 32 30 30 

川口 機械科ﾃﾞｭｱﾙ 20 9 20 19 10 6 20 9 20 15 

川口 ﾋﾞﾙ管理科 60 77 60 72 30 36 60 70 60 66 

川越 金属加工科 20 15 20 19 20 11 20 14 20 13 

川越 電気工事科 30 39 30 38 30 35 30 29 30 33 

川越 木工工芸科 30 42 30 44 30 34 30 36 30 35 

川越 ﾋﾞﾙ管理科 60 78 60 83 60 79 60 70 60 68 

熊谷 自動車整備科 25 36 25 24 25 27 25 29 25 32 

熊谷 建築科 20 25 20 34 20 18 20 17 20 21 

熊谷 機械科ﾃﾞｭｱﾙ 20 20 20 21 10 6 - - 20 10 

秩父 電気設備管理科 20 14 20 16 20 21 20 9 20 10 

秩父 介護ｻｰﾋﾞｽ科 40 42 40 30 40 38 40 30 40 22 

春日部 自動車整備科 25 33 25 27 25 29 25 38 25 28 

春日部 金属加工科 20 15 20 15 20 8 20 11 20 9 

春日部 電気設備管理科 30 35 30 41 30 30 30 34 30 39 

ｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ実務科 10 12 10 14 10 16 10 14 10 15 

ｾﾝﾀｰ 職域開発科 10 19 10 17 5 8 10 9 10 19 

（出典：産業人材育成課） 
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（出典：埼玉県ＨＰ） 
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 受講者の資格取得率について、全国平均の合格率よりも高い合格率となっており、 

各校各科目における職業訓練が効果的に行われていることが確認できた。また、令和 

4年度の修了生について、21の訓練科のうち、17の訓練科において、8割以上の就職  

率となっており、事業目的である求人ニーズに対応した適切な人材の育成・供給が高 

い水準で達成されていることが確認された。 

 応募状況については、情報処理科のように例年定員の 2倍程度の応募があり、希望 

者を受け入れきれない訓練科がある一方で、金属加工科のように定員割れしている訓 

練科もあるため、科目の整理や定員の増減などの調整が必要であるとも考えられる。 

担当課に確認したところ、金属加工科が定員割れしていても、民間には同等の施設が 

ないことや企業側の人材確保ニーズが高いことを踏まえると安易に訓練科の削減を行 

うべきではない。また、情報処理科は、現時点で定員の 2倍程度の応募があるが、専 

修学校等民間での供給も増えていることから、以前に比べると応募者が減ってきてお 

り、慎重な検討が必要とのことであった。引き続き、各科目の応募状況に加え、県内 

企業の求人ニーズ等を踏まえた適切な訓練機会の提供を検討されたい。 

 

③監査人総括 

 監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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（２）ひとり親家庭及び生活保護受給者等対象訓練事業（委託訓練事業費の一部） 

 

  ①概要 

   委託訓練事業は、求職者を対象として、就職に資する公共職業訓練を民間の教育訓

練機関・企業・NPO 等に委託して実施する事業である。訓練コースは、介護、医療事

務、IT事務、造園など多様であり、国が定める委託訓練実施要領に基づき設定をして

いる。財源は全額国庫委託金により措置される。 

   本事業の個別事業のひとつである「ひとり親家庭及び生活保護受給者等対象訓練事

業」を監査の対象とした。この事業は、訓練講座の中で、母子家庭や父子家庭など一

人で子育てをしている求職者の方等を対象とした優先枠を設け、受講希望者の多い講

座についても優先的に受講できるようにするものである。 

 

事業内容 

1.一般の求職者（年齢・性別不問）に対する職業訓練 

 定住外国人向けの職業訓練 

2.巡回就職支援指導員 19人、委託先企業開拓員 3人、就職支援員 1人 

3.母子家庭の母や父子家庭の父及び生活保護受給者に対する職業訓練 

4.障害者に対する職業訓練 

5.企業実習付きの職業訓練 

予算額 

（当初予算） 

1. 就職支援訓練委託費  1,580,215千円 

2. 就職支援訓練事務費  10,441千円 

3. ひとり親家庭及び生活保護受給者等対象訓練事業費  32,002千円 

4. 障害者職業能力開発促進事業費  35,906千円 

5. 委託デュアルシステム訓練事業  66,993千円 

事業効果 

一般委託訓練修了者の就職率 

令和元年度 71.3％ 

令和 2年度 68.3％ 

令和 3年度 72.7％ 

令和 4年度 76.9％ 
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 ・ひとり親家庭等応援講座について 

   母子家庭や父子家庭など一人で子育てをしている求職者の方や自立支援プログラム

対象の生活保護受給者の方等が優先的に受講できる講座。 

   講座内容には、ビジネスマナーや面接指導など社会人としての基礎的な知識を習得

するための科目もあり、未就職者やしばらく仕事をしていなかった者も受講できる内

容となっている。 

 

＜優先対象者＞ 

次のア、イのいずれかに該当する方 

ア 自立支援プログラム対象者で、ハローワークに求職申込を行っている方のうち、 

 以下のいずれかに該当する方 

⚫ 県内の生活保護受給者の方で、福祉事務所において「支援対象者」として選定さ

れた方 

⚫ 県内の児童扶養手当受給者の方で、福祉事務所において「支援対象者」として選

定された方 

イ 就労経験のない又は就労経験に乏しい方等で、ハローワークに求職申込を行って 

 いる方のうち、以下のいずれかに該当する方 

⚫ 20歳未満の子を扶養している方 

⚫ 障害がある状態の子を扶養している方 

⚫ 精神又は身体の障害により、長期にわたって労働の能力を失っている配偶者を

扶養している方 

＜講座の特徴＞ 

○ 全ての講座に託児サービス（利用無料）が付いています。 

○ 「働くための準備講座」が 18 時限行われます。（ひとり親家庭等応援講座の優先

対象者のみ） 

○ 母子家庭の方などは入校選考で優先されます。（必ず入校できるわけではありませ

ん。） 

  （出典：埼玉県ＨＰ） 
 

 ・訓練計画数について  

   平成 27年度までは、厳しい雇用情勢を踏まえて事業を拡大してきたが、平成 28年 

  以降は、雇用情勢の改善や入校者の減少を踏まえて定員の見直しを行ってきた。しか 

  し、雇用情勢が厳しくなっていること等を踏まえ、令和 3年度以降は定員増としてい 

  る。特に、令和 4年度定員は、新型コロナウイルス感染症の影響等により雇用情勢が 

  厳しく、再就職のための職業訓練ニーズの増大が見込まれることから、２～６か月の 

  短期訓練等、令和 3年度から 156人増を図った。 

 

   R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 

訓練計画数 6,189 6,024 6,242 6,398 
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 ②事業実績・成果 

 

   ・各年度の定員・申込者数・修了者数・就職者数（全体） 

 

年度 定員 

申込者数 修了者数 就職者数 

 女性 
女性の 

比率 
 女性 

女性の 

比率 
 女性 

女性の 

比率 

H30 6,360 5,279 3,980 75.4% 3,675 2,832 77.1% 2,658 2,088 78.6% 

R1 6,679 5,401 4,064 75.2% 3,550 2,718 76.6% 2,459 1,878 76.4% 

R2 6,909 6,159 4,374 71.0% 3,647 2,679 73.5% 2,423 1,849 76.3% 

R3 6,557 5,384 3,748 69.6% 3,620 2,605 72.0% 2,570 1,900 73.9% 

R4* 6,204 4,691 3,312 70.6% 3,350 2,415 72.1% 2,035 1,508 74.1% 

 *R4年度は令和 5年 5月現在の数値 

 （各年度の修了者数及び就職者数は前年度からの繰越分を含む） 

 

  ・各年度の優先枠人数・申込者数・修了者数・就職者数（ひとり親等のみ） 

年度 
優先枠 

人数 

申込者数 修了者数 就職者数 

 女性 
女性の 

比率 
 女性 

女性の 

比率 
 女性 

女性の 

比率 

H30 389 42 42 100.0% 36 36 100.0% 27 27 100.0% 

R1 320 29 29 100.0% 23 23 100.0% 14 14 100.0% 

R2 275 54 54 100.0% 35 35 100.0% 26 26 100.0% 

R3 248 49 49 100.0% 29 29 100.0% 24 24 100.0% 

R4* 216 47 46 97.9% 36 36 100.0% 24 24 100.0% 

   *R4年度は令和 5年 5月現在の数値 

   （各年度の修了者数及び就職者数は前年度からの繰越分を含む） 

 （出典：産業人材育成課） 
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 ・令和４年度開講講座（ひとり親等対象講座のみ抽出） 

  

訓練手当

対象者
ひとり親 託児 生活保護

求職者給付

金対象者

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R3.12.2 20 54 20 1 2 0 0 1 55.6

ひとり親＋

氷河期
介護 介護実務者 R4.1.4 20 14 14 1 2 0 2 3 66.7

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.1.4 24 25 22 0 1 1 0 2 77.3

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.1.4 24 14 10 0 0 0 0 2 80

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.1.4 26 21 20 1 1 1 0 1 52.6

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.2.2 26 27 22 0 0 1 0 0 71.4

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R4.2.2 20 26 19 1 1 0 1 0 50

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.2.2 20 14 12 0 0 0 0 0 81.8

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.2.2 24 26 23 0 0 0 0 0 87

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.3.2 23 29 22 0 0 0 0 1 90

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.3.2 24 24 16 0 0 0 1 2 81.3

ひとり親＋

氷河期
事務 一般事務 R4.3.2 20 24 19 0 1 2 0 1 66.7

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R4.3.2 27 23 17 0 0 0 0 1 70.6

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.3.2 24 24 22 0 1 1 0 1 76.2

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R4.3.2 20 53 19 0 0 0 0 2 61.1

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.4.4 20 28 20 0 0 0 0 1 75

ひとり親＋

氷河期
事務 一般事務 R4.4.4 15 18 13 0 0 0 0 1 69.2

ひとり親＋

氷河期
事務 一般事務 R4.4.4 20 23 18 1 5 3 0 1 66.7

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.4.4 20 21 17 0 0 3 0 1 70.6

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R4.4.4 20 52 19 0 2 0 0 0 63.2

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.5.2 24 30 24 0 0 0 0 2 79.2

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.5.2 24 25 19 0 0 0 0 3 94.1

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.5.2 26 31 24 0 0 0 0 1 60.9

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R4.5.2 20 42 20 1 1 0 0 0 85

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.5.2 20 17 15 0 0 1 0 0 64.3

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.5.2 24 21 16 0 0 0 1 2 93.3

ひとり親＋

氷河期
介護 介護実務者 R4.6.2 20 22 20 0 1 0 1 2 72.2

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.6.2 26 31 25 0 0 0 0 2 54.2

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R4.6.2 25 35 24 0 0 0 0 1 78.3

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.6.2 24 33 24 0 0 0 0 1 69.6

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R4.6.2 20 49 20 0 2 1 0 1 60

ひとり親＋

氷河期
提案

ユニバーサ

ルファッ

ション

R4.6.2 15 11 10 0 0 0 1 2 100

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.7.4 23 31 23 0 0 0 0 1 59.1

ひとり親＋

氷河期
事務 一般事務 R4.7.4 20 29 20 0 2 0 0 3 72.2

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R4.7.4 25 29 24 1 1 0 0 2 70.8

分野

区分
対象区分 講座名 定員

応募者

数

入校者

数
就職率

講座

開始日
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ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.7.4 20 27 19 0 1 0 0 0 84.2

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R4.7.4 20 32 20 0 1 0 0 0 73.7

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.8.3 20 23 20 0 1 1 0 2 80

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.8.3 24 26 22 0 1 0 0 4 78.9

ひとり親＋

氷河期
事務 一般事務 R4.8.3 15 15 15 0 0 0 0 0 84.6

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.8.3 24 25 23 0 0 0 1 3 69.6

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R4.8.3 20 58 20 0 0 1 0 2 5.6

ひとり親＋

氷河期
介護 介護実務者 R4.9.2 20 19 19 0 0 0 0 2 0

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.9.2 24 23 19 1 1 0 0 0 6.7

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.9.2 26 24 22 1 1 3 0 2 0

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R4.9.2 20 28 20 1 3 0 1 0 70

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.9.2 24 24 22 0 0 0 1 0 77.3

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.10.3 22 30 22 0 0 0 0 1 5.3

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.10.3 24 17 13 0 0 0 0 1 0

ひとり親＋

氷河期
事務 一般事務 R4.10.3 20 27 19 0 2 1 0 1 12.5

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.10.3 20 20 18 1 1 2 1 0 58.8

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R4.10.3 26 17 14 0 0 0 0 1 0

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.11.2 23 31 23 0 0 0 0 1 5.3

ひとり親＋

氷河期
事務 一般事務 R4.11.2 15 16 14 0 0 0 0 1 7.1

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R4.11.2 26 31 25 0 0 0 0 2 0

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.11.2 20 21 20 0 0 1 0 3 21.1

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R4.11.2 20 47 19 1 2 3 0 0 0

ひとり親 事務 簿記会計 R4.12.2 22 18 15 0 0 0 0 0 42.9

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R4.12.2 20 30 20 0 1 3 0 1 0

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R4.12.2 20 31 20 0 3 0 0 1 5.3

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R4.12.2 20 20 15 0 1 0 0 0 13.3

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R5.1.5 24 25 21 0 0 1 0 1 0

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R5.1.5 26 22 20 0 0 2 1 4 100

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R5.1.5 20 22 20 0 0 1 0 0 5.6

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R5.1.5 26 16 15 0 0 0 0 1 13.3

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R5.2.2 22 14 14 0 0 1 0 1 0

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R5.2.2 24 12 11 0 0 0 0 0 100

ひとり親＋

氷河期
事務 一般事務 R5.2.2 20 20 17 0 0 0 0 1 100

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R5.2.2 26 32 25 0 2 0 0 1 100

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ専門 R5.2.2 20 29 20 0 0 0 0 0 0

ひとり親＋

氷河期
事務 簿記会計 R5.3.2 23 15 14 0 1 1 0 0 0

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ基礎 R5.3.2 20 28 20 1 2 1 0 3 0

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R5.3.2 20 0 0 0 0 0 0 0 0

ひとり親＋

氷河期
ＩＴ ＩＴ応用 R5.3.2 20 17 16 0 0 0 0 2 100

ひとり親 提案
簿記・ＩＴ

応用
R5.3.2 15 12 8 0 0 0 0 1 0



149 

 

 

    

③監査人総括 

【意見１２】ひとり親・男性ひとり親等の申込者が優先的に受講する機会をより活

用できるよう施策を講じるべきである。 

 事業全体の申込者は例年定員の８割前後である。ひとり親等の申込者については

定員に対して、一定人数を優先枠として設けられているが、例年、申込者数は全体の

約４～５％に留まっている。また、ひとり親等の申込者のうちほとんどが女性であり、

男性ひとり親については申込者数が少ない状況である。定員に余裕があるため一般

の枠で申し込んでいる可能性もあるが、よりひとり親等のニーズがあることも想定

される。 

 この状況は単年度のものではなく、継続して同じ状況であることを鑑みると、何

等かの対応が必要であると考えられる。そのため、例えば、県で対応可能な範囲内で

の周知方法の見直しやハローワークを所管する労働局などと情報交換や連携を密に

するなど、ひとり親等家庭の就業機会の確保に向けた取組を行っていくことが望ま

れる。 

 

【意見１３】ひとり親等に対する複数の保護施策について、可能な範囲で連携を検

討すべきである。 

 本事業とは別に、ひとり親家庭の福祉に関する事業として、「ひとり親家庭福祉推

進事業」がある。確かに本事業「ひとり親家庭及び生保受給者等対象訓練事業」と「ひ

とり親家庭福祉推進事業」は、根拠法令が異なり、内容等に相違する部分がある。し

かし、本事業と「ひとり親家庭福祉推進事業」のうち「母子家庭・父子家庭自立支援

給付金支給事業」は、委託訓練と教育訓練という相違はあるが、どちらもひとり親等

の母又は父が対象として含まれており、対象者の訓練・資格取得などをサポートする

事業である。このことを鑑み、情報共有、共同した情報提供方法の構築をすることな

どにより、より有効な事業運営を図る等の対応を求める。 
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１０．産業労働部（多様な働き方推進課） 

（１）テレワーク再構築支援事業 

①概要 

コロナ対策として緊急避難的にテレワークを導入し、その後生産性向上等につなげ

られていない企業を主たるターゲットとして、企業ビジョンの達成や経営課題解決を

目的としたテレワークの活用手法を示したガイドラインを業種別に作成し、「戦略的な

テレワーク」への再構築を支援する事業である。 

 

また、男女共同参画基本計画の基本目標の一つである「男女ともに働きやすい職場

環境づくり」を推進するための指標として、県が認定する「多様な働き方実践企業」

の認定企業数が設定されており、令和 2 年度末の 3,356 社から令和 6 年度末までに

4,250社にまで増やすことが目標に掲げられている。 

本事業により企業におけるテレワークの導入が推進されることで、認定基準の一つ

を満たすことになるため、認定企業数の目標達成に寄与すること等から、男女共同参

画基本計画に関係する事業として位置づけられている。 

 

事業内容 

・戦略的にテレワークを活用する手法や得られる効果など業種別のガイ 

 ドラインを提示 

・ガイドラインを活用したテレワーク再構築を支援し、効果実証により 

 他企業へ波及 

予算額 

（当初予算） 
テレワーク再構築支援事業  34,318千円 

事業効果 

企業ビジョンの達成や経営課題の解決を目的とした「戦略的なテレワー

ク」への再構築を支援することで、ポストコロナに対応した企業価値の向

上に寄与するテレワークを推進する。 

・事業の概要 

 

（出典：多様な働き方推進課） 
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・業種別ガイドラインの概要 

 ア．対象業種 

   10業種（①卸売業・小売業 ②宿泊・飲食サービス業 ③製造業 ④建設業  

   ⑤医療・福祉 ⑥不動産業・物品賃貸業 ⑦教育・学習支援業  

   ⑧運輸業・郵便業 ⑨金融業・保険業 ⑩サービス業） 

 イ．構成 

 構成 主な内容 

共通ページ 

・テレワークの背景 

・テレワークで得られる効果 

・テレワーク導入時の課題 

業種別ページ 

・各業種の現状と課題 

・課題解決につながるテレワークの活用方策 

・テレワーク活用による具体的な効果 

 （コンサルティング参加企業の取組事例） 

共通ページ 
・業務のＤＸ化に向けて 

・補助金助成金の紹介 

 

②事業実績・成果 

  上記の対象となっている１０業種について、ガイドラインが作成され、公表され 

 ている。 

 本事業は、令和４年度単年度事業であり、ガイドラインの作成をもって終了となる。 

作成された業務別ガイドラインは、アドバイザー派遣事業等においても用いられるとと 

もに、埼玉県のポータルサイト等で公表され周知が図られており、適切に活用されてい 

ることが確認できた。 

 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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（２）男性の育休取得促進事業 

①概要 

  男性の育児休業取得を促進するため、男性育休取得に取り組むモデル企業や男性育 

 児休業等推進宣言企業の取組を情報発信するとともに、男性育休取得促進のための 

 研修を行い、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方の実現を図る事業。 

 

事業内容 1. 男性の育休取得等に取り組むモデル企業に奨励金を支給するととも 

  にその取組を広く発信する。また、「男性育児休業等推進宣言企業」の 

  登録を推進し、優秀な宣言企業をＨＰで紹介する。 

2. 講師を企業に派遣し、男性育休取得促進のための研修を実施すると 

  ともに、研修動画を作成し配信する。 

予算額 

（当初予算） 

1. 男性育休等推進企業サポート事業  7,719千円 

2. 男性の育休取得促進のための研修事業  6,774千円 

事業効果 ・先進事例を広く情報発信し、他企業へノウハウを波及 

・改正育児介護休業法により企業に義務付けられた育休を取得しやすい 

 職場環境の整備の取組を支援し、男性育児休業取得を促進 

 

 

（出典：多様な働き方推進課） 
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②事業実績・成果 

 ・奨励金支給 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

参加決定 
奨励金 

支給決定 
参加決定 

奨励金 

支給決定 
参加決定 

奨励金 

支給決定 

長時間労働の是正 3社 2社 1社 1社 2社 2社 

男性の育児休業取得

促進（１か月以上） 
2社 2社 2社 2社 3社 3社 

男性の育児休業取得

促進（10日以上） 
10社 7社 9社 8社 13社 13社 

 

 ・男性育児休業等推進宣言企業登録 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 合   計 

９５社 １５０社 ３８社 ２８３社 

９３７事業所 ６２６事業所 ８５事業所 １,６４８事業所 

 

 ・研修事業 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 合   計 

３１事業所 ３３事業所 ３０事業所 ９４事業所 

２６７名 ３９３名 ４９４名 １，１５４名 

 （出典：多様な働き方推進課） 

 

 本事業は、令和２年度から令和４年度までの事業である。 

 育児・介護休業法の改正が令和４年４月１日から段階的に施行され、雇用環境の 

整備、申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置などが企業の義務 

とされたことなどにより、本事業は終了した。ただし、セミナーの開催やアドバイ 

ザー派遣事業において男性育休取得促進に関する支援は継続されている。また、令 

和４年度までに男性の育児休業取得等に取り組んだ企業については、引き続き埼玉 

県のポータルサイトにて取組事例として掲載されており、周知が図られている。 

 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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（３）企業内保育所設置等促進事業 

①概要 

本事業は、女性が出産後も継続して働き続けられる環境を整備するため、企業内保

育所の整備費及び運営費を補助する事業である。また、施設の整備に加えて、設置を

検討する企業等にアドバイザーを派遣し設置・運営ノウハウの提供を行っている。 

  

事業内容 

・施設整備費補助（4施設）、運営費補助（3施設） 

・企業所内保育所アドバイザー事業 

・県庁と企業による共同利用型保育所設置事業 

予算額 

（当初予算） 
企業内保育所設置等促進事業  36,137千円 

事業効果 ・県内の企業内保育所の設置促進 

 

 

（出典：多様な働き方推進課） 
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②事業実績・成果 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

施設整備費補助企業数 １か所  １か所  ３か所  

運営費補助企業数 ３か所  ２か所  ３か所  

アドバイザー訪問件数 ３回  ６回  ５回  

モデル保育所入所児童数 １３人  １１人  １１人  

（出典：多様な働き方推進課） 

 

（出典：福祉部少子政策課 報道発表資料＊） 

 ＊令和５年４月１日現在の保育所等の待機児童数について 

 

③監査人総括 

【意見１４】企業内保育所設置等促進事業について、様々な企業に働きかけや制度

の周知を行うことや、状況によっては本事業の廃止を含めた見直しなどの検討をす

べきである。 

令和４年度の目標数値として、予算調書上運営費補助７件（共同利用型４件、単独

型３件 単独型は令和４年から実施）を挙げているが、実績値は共同利用型３件であ

り、令和３年は実績２件（共同利用型）、令和２年は実績３件（共同利用型）となっ

ている。確かに、新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークなどが推進さ

れ、企業内保育所のニーズが低迷したであろうことは想像に難くない。しかし、監査
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実施時点（令和５年 12月）においても給付決定まで至ったのは単独型１件、共同利

用型１件の２件であり、補助金利用が低迷している状況である。担当課においては、

ラジオによる広報や市町村会議における周知徹底、多様な働き方実践企業認定制度

取得企業への個別案内など利用拡充のための対策を取っている。しかし、令和４年の

予算上の目標は７件であり、実績は 50％に満たない水準となっている。それゆえ、

当該制度未取得企業への広報などを行い、より補助金利用を促進するような取組を

していただきたい。他方、上記にあるように埼玉県内の待機児童数は近年減少してい

ることなどの状況を鑑みると、本事業の見直しや再構築について検討することも対

策としてはありうるものであると考える。 
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１１．保健医療部（医療整備課） 

（１）安心できるお産環境支援事業 

①概要 

本事業は、リスクの高い妊産婦や重症な新生児が発生した際の転院搬送調整を行う母

体・新生児搬送コーディネーターの配置や、状態が安定した母体・新生児の戻り搬送の

実施等による搬送体制を整備することで産科施設等の支援を行い、周産期医療体制の維

持・充実を図る。更に、一般産科医療機関が精神疾患合併妊婦を支援するための対応能

力向上を図る事業である。 

    

事業内容 

1. 県内の NICUや産科病床の空き情報を把握し、リスクの高い妊産婦や 

  重症な新生児が生じた際に、効率的に搬送可能な病院を調整する母 

  体・新生児搬送コーディネーターを 24時間 365日体制で配置する。 

  (委託先：埼玉県医師会） 

2. 救急搬送された母体・新生児を他都県の医療機関から県内の医療機 

  関に戻すなど「戻り搬送」を実施する。 

  （委託先：埼玉県医師会、県立小児医療センター） 

3. 精神科医の派遣や研修の実施により一般産科医療機関の精神疾患合 

  併妊婦への対応能力向上を図る。 

予算額 

（当初予算） 

1. 母体・新生児搬送コーディネーター事業  30,471千円 

2. 母体・新生児広域搬送連携事業  3,121千円 

3. 精神疾患合併妊婦支援事業  520千円 

事業効果 

1. 母体・胎児の安全性の確保、産科医の負担軽減を図ることで分娩から 

  の撤退を防ぐ。 

2. 患者家族の負担軽減、他都県及び県内一部医療機関に長期間依存せ 

  ず、県内全域で母体・新生児を支えるシステムを確立する。 

3. 妊婦にとってより身近な一般産科医療機関での精神的な不安解消は 

  もとより、多くの精神疾患合併妊婦を受け入れる状況にある周産期母 

  子医療センターの負担軽減や一般産科医療機関との役割分担が期待 

  できる。 
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（出典：医療整備課） 

 

②事業実績・成果 

 

  ・母体・新生児搬送コーディネーター事業及び母体・新生児広域搬送連携事業の件数 

 R2 R3 R4 

母体・新生児搬送コーディネーター

を介した搬送件数 
323件 320件 388件 

戻り搬送実施件数 8件 7件 5件 

 （出典：医療整備課） 

・令和４年度のコーディネーターの勤務実績 

実数 

日勤延べ人数 準夜勤延べ人数 深夜勤延べ人数 

  

18人 

左のうち、準夜勤と深

夜勤を併せて行った人

数 (8:30-17:00) (16:30-22:00) (21:30-9:00) 

延べ人数 

411人 365人 365人 363人 
1,141人 
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・母体・新生児搬送コーディネーター（令和４年度） 受付件数 

 

 

 

 

 搬送理由別 

疾患・症状 ①母体 

切迫早産 152 

前期破水 103 

妊娠高血圧症候群 38 

子宮内胎児発育不全 8 

前置胎盤 18 

胎児機能不全 8 

常位胎盤早期剝離 3 

その他 26 

合計 356 

 

（出典：医療整備課） 

 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①母体搬送受付件数  356 

②新生児搬送受付件数   47 

合計  403 

疾患 ②新生児 

低血糖 1 

哺乳不良 2 

黄疸 1 

呼吸障害 23 

低出生体重児 4 

嘔吐 2 

新生児仮死 0 

その他 14 

合計 47 
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１２．保健医療部（健康長寿課） 

（１）予期せぬ妊娠救出プロジェクト事業 

①概要 

予期せぬ妊娠は、人工妊娠中絶や乳児の虐待死の原因となっている。県内における

人工妊娠中絶数は横ばいの現状であり、未受診による出産は増加傾向にある。 

 予期せぬ妊娠により出産に至り、心身ともに準備ができていない状態での育児にな 

ってしまうことで、育児への負担が増加し、子供を虐待する状態になる可能性もある。 

本事業は、予期せぬ妊娠等に悩む母親を妊娠期から子育て期まで継続支援し、予期せ

ぬ妊娠の連鎖を断ち切ることにより、母子保健の推進を図ることを目的とした事業であ

る。 

    

事業内容 

1. にんしんＳＯＳ相談窓口における電話相談・メール相談・同行支援 

  ができる団体への委託により相談業務を行う。 

  ・電話・メール相談による相談業務（年中無休、16時～24時） 

  ・10代の親等に対して市町村窓口等への同行支援 

  ・専用ホームページの管理運営 

2. 県内高等学校や市町村を通じて、相談窓口の案内カードの配布等に 

  より予期せぬ妊娠対策の広報活動を行う。 

 （主な配布先：県内高等学校、市町村等） 

3. 10代の親支援を行う体制を整備するため市町村職員及び教員向けの 

  専門家による研修を行う。 

予算額 

(当初予算) 

1. にんしんＳＯＳ相談事業  13,371千円 

2. 広報啓発事業  1,610千円 

3. 10代の親支援事業  642千円 

事業効果 
1. にんしんＳＯＳ電話・メール相談利用者数 2,232人（令和 4年度）  

2. 未受診妊婦人数の減少 
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                     （出典：健康長寿課） 
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（出典：健康長寿課） 
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②事業実績・成果 

  ・にんしんＳＯＳ埼玉 相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     ※H30年度は、7月から3月の実績      

 

 ・連携・紹介・同行支援件数 

     ※H30年度は7月から3月の実績      

 

（出典：健康長寿課） 

 

 

 

にんしんSOS埼玉相談件数 

メール（延） 電話（延） 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

758 

337 

 

 

1584 

 

 

1601 

 

 

1757 

 

 

1911 

648 630 
551 837 

（件） 

連携件数 

連携・紹介 同行支援 

令 和 4 年度 

 

令 和 3 年度 

 

令 和 2 年度 

 

令和元年度  

 

平 成 3 0 年度

01 

11 22 

16 25 

20 59 

15 40 

（件） 
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 ・「予期せぬ妊娠に関する研修」実績（令和 4年度） 

 

予
期
せ
ぬ
妊
娠
に
関
す
る
研
修 

日時 令和 4年 8月 19日 10：00〜17：00 

対象 市町村・保健所・医療機関・学校職員等 

場所 さいたま商工会議所 2階ホール 

目的 予期しない妊娠への相談対応研修（基礎編）パッケージ研修 

内容 講義「予期しない妊娠への相談対応研修（基礎編）パッケージ研修」 

講師 

（一社）全国妊娠ＳＯＳネットワーク 

医師 佐藤拓代氏、助産師 松岡典子氏、助産師 赤尾さく美氏 

母子生活支援施設むつみ荘の理事長 兼統括施設長 永塚博之氏 

参加者(人) 79 

予
期
し
な
い
妊
娠
へ
の
支
援
研
修
会 

日時 令和 5年 2月 8日 13：30〜16：30 

対象 市町村・保健所職員等 

場所 埼玉教育会館 201・202会議室 

目的 予期せぬ妊娠に悩む方への相談支援 

内容・講師 

事業紹介「にんしんＳＯＳ埼玉」について 

  講師：にんしんＳＯＳ埼玉相談支援員 土屋麻由美氏 

講義「予期しない妊娠への支援」 

  講師：にんしんＳＯＳ埼玉相談支援員 大庭美代子氏 

ケースワーク「相談事例を基にしたケース検討」 

  講師：にんしんＳＯＳ埼玉相談支援員 

     瀧野陽子氏、大庭美代子氏、松下清美氏 

参加者(人) 45 

（出典：健康長寿課） 

 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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（２）思春期保健事業 

①概要 

母子保健法において、県は、次代を担う思春期にある子どもの母性を育み、その保持

増進を図るよう求められている。そこで、思春期にある子どもや母子保健関係者に対し、

母子保健に関する正しい知識の普及を行う事業が本事業である。 

 

事業内容 

1. 大学生、高校生および中学生を対象とした講座やセミナーを実施 

 ・正しい知識を得て、将来を見据えた自己決定ができる能力の向上を 

  図る 

2. 思春期保健関係者を対象とした研究会を実施 

 ・思春期に効果的な健康教育や心身の特徴についての理解を促進する 

予算額 

(当初予算) 
思春期保健事業  1,080千円 

事業効果 

思春期から、母性の健全育成と身体的、精神的健康の保持増進を図ること

により、望まない妊娠を防いだり、将来親となった時、健康的に子どもを

産み育てることができるようになる。 

 

・大学巡回思春期講座（2回程度） 280,195円 

  ア 対象者： 県内の大学に通う学生 

  イ 内 容 ：妊娠に関する正しい知識を得て、将来のライフプランを考える機会 

         となるよう講義・グループワークを実施する。 

  ウ 講 師： 助産師等 

・思春期保健セミナー（6回程度） 533,704円 

  ア 対象者： 高校生、中学生 

  イ 内 容 ：思春期に関する正しい知識を得て、将来を見据えた自己決定ができ 

        る力を育むため、講義、グループワークを実施する。 

  ウ 講 師 ：助産師等 

・思春期保健研究会（2回程度） 265,732円 

  ア 対象者：養護教諭（小・中・高等学校）、保健師、助産師、看護師 

  イ 内 容 ：思春期保健に効果的な健康教育や心身の特徴に関する講義（精神保 

        健、性等）や学校・地域が連携できるような研修会を実施する。 

  ウ 講 師 ：思春期保健に精通した医師、大学教授等 
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②事業実績・成果 

・令和４年度を含めた近年のセミナー及び研究会の実施回数は以下のとおりである。 

思春期保健事業

講座実施回数 
思春期保健セミナー 

大学生のための性と生の

健康セミナー 
思春期保健に関する研究会 

平成 30年度 ８回 １回 １回 

令和元年度 ４回 ３回 ２回 

令和 2年度 ３回 ２回 ３回 

令和 3年度 ４回 ２回 ２回 

令和 4年度 ３回 ４回 ２回 

（出典：健康長寿課） 

 

・思春期保健セミナー開催実績 

対象者  
川口市立岸川中学校 

3年生  

川口市立北中学校 2

年生   

鶴ヶ島市立鶴ヶ島中

学校 1年生  

実施方法  講演会  講演会  講演会  

実施日  令和 4年 10月 28日 令和 5年 2月 2日 令和 5年 2月 15日 

会場  体育館  体育館  体育館  

総受講者数  124名  210名   137名  

 

・大学生のための性と生の健康講座 

対象者  
埼玉医科大学総合医

療ｾﾝﾀｰ付属看護学校  

秋草学園短期大学 1

年生  

秋草学園短期大学 2

年生  
立教大学学生  

実施方法  講演会  講演会  講演会  ｵﾝﾗｲﾝ開催  

実施日  令和 4年 10月 13日 令和 4年 11月 29日 令和 4年 11月 29日 令和 4年 12月 3日 

会場  学校内ﾎｰﾙ  秋草学園短期大学教室  秋草学園短期大学教室  立教大学 保健室  

総受講者数  
学生 10人 教師 4名 

助産師 2名  
45名 + 教員   

学生 100名  

教職員 1名  
42名 + 教員  

（出典：健康長寿課） 

 

     ③監査人総括 

 監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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１３．教育局（人権教育課） 

（１）児童生徒の人権感覚育成事業 

①概要 

 本事業は、児童生徒の人権感覚を養い、学校における人権教育を推進するため、人 

権感覚育成指導者研修会を実施する事業である。 

 本研修では、小・中・高等学校の各学校で中心となって人権教育を行う教員を対象 

に、「人権感覚育成プログラム」の実践的な活用方法について研修を実施するもので 

ある。 

 

事業内容 

・各学校における「人権感覚育成プログラム」の一層の活用を図るため、

校内で中心となって人権教育を行う教員を対象にプログラムの実践的な

活用方法について研修会を実施 

予算額 

(当初予算) 
人権感覚育成指導者研修会事業  174千円 

事業効果 

・プログラムの実践などにより、人権教育の指導が効果的になされ、児童

生徒の豊かな人権感覚の育成を図る。 

・新しい「人権感覚育成プログラム」を活用できる教員を 2 人以上育成

した小・中・高等学校の割合（目標 100％） 

 

＜人権感覚育成プログラムについて＞ 

・ 埼玉県教育委員会では、「埼玉県人権施策推進指針」（第 2次改定）（令和 4年 3 

 月）、「埼玉県人権教育実施方針」（第 2次改定）（令和 4年 3月）に基づいて、積 

 極的に人権教育を推進してきている。 

・ 人権感覚の育成に当たって、授業の中で児童生徒が自分で考え、感じ、行動す 

 ることを通じて、人権感覚を育成していく「人権感覚育成プログラム（学校教育 

 編）」を平成 20年 3月に開発した。また、続編として平成 25年 3月には、「人権 

 感覚育成プログラム増補版（学校教育編）」を作成した。 

・ さらに、平成 29年度より、文部科学省の「学校教育における人権教育調査研 

 究協力者会議」で座長を務めている上越教育大学の梅野正信氏の監修の下、新た 

 な人権課題に対応する内容のプログラムを組み入れた「人権感覚育成プログラム 

 （学校教育編）第 2集」を平成 31年 3月に開発した。インターネットによる人 

 権侵害や性的マイノリティなど、現代の多様化する人権課題にも対応したプログ 

 ラムを収録している。  



169 

 

 

②事業実績・成果 

 ・新しい「人権感覚育成プログラム」を活用できる教員を 2人以上育成した 

    小・中・高等学校の割合 

R1 R2 R3 R4 

49.3％ （中止） 75.1％ 87.4％ 

                   （出典：人権教育課）   

 

・平成３０年度～令和４年度までの研修会参加人数は、以下のとおりである。 

 ※小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の参加人数（特別支援学校は希望制で、小・中・高いずれ 

  かの校種の研修に参加） 

 

 

平成30年度

開催日 開催場所

小学校（東部） 平成30年7月26日 蓮田市総合文化会館ハストピア 41人

小学校（西部） 平成30年8月8日 川越地方庁舎 41人

小学校（南部） 平成30年7月31日 埼玉県県民活動総合センター 45人

小学校（北部） 平成30年7月23日 深谷市花園文化会館アドニス 22人

中学校
（南部･東部）

平成30年8月6日 埼玉県県民活動総合センター 43人

中学校
（西部･北部）

平成30年8月2日 東松山市民文化センター 30人

高等学校等 平成30年8月17日 埼玉県県民活動総合センター 38人

令和元年度

内訳 合計

小学校 令和元年8月6日 さいたま市民会館おおみや 707人

中学校 令和元年8月7日 さいたま市民会館うらわ 358人

高等学校等 令和元年8月2日 さいたま市民会館うらわ 181人

人権感覚育成指導者
研修会

260人

参加者数

研修会名 開催日 開催場所

人権感覚育成指導者
研修会

1,246人

参加者数

研修会名
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（出典：人権教育課） 

 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 

 

 

  

令和２年度

内訳 合計

小学校（東部） 令和2年7月22日 蓮田市総合文化会館ハストピア 0人（中止）

小学校（西部） 令和2年8月3日 川越西文化会館メルト 0人（中止）

小学校（南部） 令和2年7月30日 埼玉県県民活動総合センター 0人（中止）

小学校（北部） 令和2年7月27日 深谷市花園文化会館アドニス 0人（中止）

中学校
（東部・南部）

令和2年8月6日 埼玉県県民活動総合センター 0人（中止）

中学校
（西部・北部）

令和2年8月4日 吉見町民会館フレサよしみ 0人（中止）

高等学校等 令和2年8月20日 埼玉県県民活動総合センター 0人（中止）

令和３年度

内訳 合計

小学校
令和3年
7月26日、7月28日
8月3日、4日

Web開催（Zoom） 356人

中学校
令和3年
7月27日、8月19日

Web開催（Zoom） 191人

高等学校等 令和3年7月29日 Web開催（Zoom） 96人

令和４年度

内訳 合計

小学校
令和4年
8月3日、8月4日

Web開催（Zoom） 170人

中学校 令和4年7月25日 Web開催（Zoom） 91人

高等学校等 令和4年7月26日 Web開催（Zoom） 46人

参加者数
研修会名 開催日

人権感覚育成指導者
研修会

開催場所

研修会名 開催日 開催場所
参加者数

人権感覚育成指導者
研修会 （中止）

307人
人権感覚育成指導者
研修会

研修会名

643人

開催日 開催場所
参加者数
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（２）人権教育推進事業 

①概要 

 人権意識の高揚と様々な人権問題の解決を目指し、学校・家庭・地域社会を通じて 

児童生徒をはじめ広く県民に人権尊重の精神を培う人権教育を総合的に推進すること 

が重要である。 

本事業により、県全体の人権教育を推進するため、人権教育推進協議会を開催し、人

権教育の推進方策に関する事項について協議を行う。また、人権教育の定着を図るため、

県内４地区５会場において、人権教育実践報告会を行う。 

さらに、学校、家庭、地域社会における人権教育を推進するため、教職員対象の研修

会を実施し、指導者の資質向上を図るとともに、啓発資料の作成等を行う。 

 

事業内容 

1. 人権教育推進体制充実事業 

 ・県人権教育推進協議会 (年 2回開催し人権教育の施策推進方策を協議) 

 ・人権教育研究大会（人権教育実践報告会を県内 4地区 5会場で開催） 

 ・各地区人権教育推進協議会運営補助（計画：8地区／1地区 5万円） 

2. 学校における人権教育推進事業 

 ・教職員等人権教育研修の実施 

 ・人権教育指導資料集作成（人権作文集「はばたき」4,250部） 

 ・各種人権課題に関する出前講座の実施 

3. 家庭、地域社会における人権教育推進事業 

 ・市町村人権教育（社会教育）担当者研修会の実施 

 ・人権啓発映画購入（県立図書館等に配置） 

 ・市町村人権教育指導研修事業費補助 

   （計画：3市町村／1市町村あたり 10万円） 

予算額 

(当初予算) 

1. 人権教育推進体制充実事業  2,720千円 

2. 学校における人権教育推進事業  1,232千円 

3. 家庭、地域社会における人権教育推進事業  886千円 

事業効果 

 人権教育推進協議会の開催により、県民の意見を活かした人権教育に 

関する施策を推進することができる。 

 また、研修の充実や人権教育実践報告会の開催により、市町村単位、学

校単位で進めている人権教育を、県内全域における推進へと拡大するこ

とができるとともに、人権意識を高め、人権を尊重しながら共存できる社

会の実現が図られる。 
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②事業実績・成果 

 ・令和４年度を含めた近年の研修会参加者数は以下のとおりである。 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

公立学校人権教育担当者研修会 1,242人 1,247人 1,247人 785人 1,255人 

小・中学校長等人権教育研修会* 1,129人 1,120人 1,120人 475人 1,048人 

公立高等学校・特別支援学校等校 

長人権教育研修会 
161人 163人 179人 174人 177人 

市町村人権教育（学校教育）担当者

研修会* 
59人 61人 62人 62人 62人 

*平成 30年度から令和 2年度までは、小・中学校長等人権教育研修会と市町村人権教育（学校教育）担当者

研修会は合同で実施している。 

そのため、小・中学校長等人権教育研修会の参加者数のうち、平成 30年度から令和 2年度は、市町村人権教

育（学校教育）担当者研修の参加者数を含む。 

（出典：人権教育課） 

 

③監査人総括 

監査の結果、特段大きな指摘事項・意見は発見されなかった。 
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第４ 現地調査 

 

埼玉県男女共同参画推進センター及び女性キャリアセンターは、県が進める男女共同参

画基本計画及び女性活躍推進を実践する重要な役割を担っており、各事業の実施状況や管

理状況を把握すること、及び、男女共同参画センター・女性キャリアセンターに対する県

の支援及び補助事業の実施内容とその実施状況を把握するため現地調査を実施し、現地の

業務実施の状況等についてヒアリングするとともに、資料の保管状況、研究内容などを視

察した。 

 

①男女共同参画推進センター 

１．概要 

男女共同参画推進センターは、男女共同参画社会づくりの総合的な拠点施設として、県

の男女共同参画施策を実施し、県民や市町村の男女共同参画の取組を支援する施設である。

具体的には、男女共同参画に関する①情報収集提供、②相談、③講演研修、④自主活動交

流支援、⑤調査·研究の事業、⑥女性チャレンジ支援事業を実施している。 

 

２．組織 

平成１７年度から県の地域機関として、運営されている。 

 

 

 

所 

長 

副 

所 

長 

事
業
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

（
非
常
勤
） 

担

当

部

長 

事業担当(担当課長１、一般１、専門員４) 

情報収集・提供事業、講座・研修事業、 

自主活動・交流支援事業、女性チャレンジ支援事業 

相談担当（担当課長１、相談員８） 

相談事業、DV 防止啓発事業 
配偶者暴力相談支援センター業務 

本務：産業労働部人材活躍支援課 

女性活躍支援担当 
（女性キャリアセンター）（担当課長１、一般４） 

女性キャリアセンター運営事業 

副 

所 

長 

管理担当（担当課長１、一般１、専門員３） 

庶務、経理、貸出施設の予約管理、施設管理 
自主活動・交流支援事業（男女共同参画パネルの貸出し） 
情報収集・提供事業（情報ライブラリーの運営） 
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３．事業内容 

男女共同参画推進センターの主要な業務は、以下の６つを柱とする。 

（１）情報収集・提供 

男女共同参画社会づくりに関する図書や資料（埼玉県をはじめ、国連、国、他都道

府県、県内市町村、団体・グループ等）を収集し提供する。 

ア 情報ライブラリーの運営 

男女共同参画社会実現に資する図書や資料等の収集と提供、県・市町村・活動団体

等の関連資料及び社会の現状や時流を反映した資料等の収集と提供、センターで実施

する各種事業との連携を図り、関連情報の発信を行う。 

イ インターネットによる情報発信の充実 

センターホームページやＳＮＳ（Facebook）、動画配信を活用して、県内在住・在勤・

在学の方々、市町村、関連施設や関係団体に対し、施設利用に関する情報、センター

の事業案内、講座や研修、男女共同参画社会実現に資する情報など様々な情報を発信

していく。 

ウ 広報・意識啓発 

（ア）男女共同参画推進のための情報、トピックス、センターのＰＲ、講座・催し物、

相談事業の啓発などを目的に広報紙等を発行する。 

〇広報紙「With You さいたま」を年３回（７月・11月・３月）発行 

〇埼玉県内相談窓口ガイド 

（イ）男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画に関する啓発活動を実施する。 

〇男女共同参画パネルの展示 

〇パープルリボンキャンペーン、パープル・ライトアップの実施 

エ 男女共同参画パネルの貸出し 

男女共同参画社会づくりに向けた啓発の一環として、イラストや図表で解説したパ

ネルを館内に掲示するとともに、県内市町村、団体等へ貸出しを行う。 

オ 利用者懇談会の開催 

センターの事業運営や施設について、利用者の立場からの意見や要望等を聴き、男

女共同参画社会づくりのための総合拠点施設としての機能充実と有効利用を図るため、

利用者懇談会を開催する。 

（２）相談 

男女共同参画の推進に資するため、個人の抱える様々な悩みや問題について相談に

応じるとともに、配偶者暴力相談支援センターの機能を担い、暴力の防止と被害者支

援の業務を行い、県ＤＶ対策の充実を図る。 

ア 電話相談（With You さいたま電話相談・男性のための電話相談） 

イ 専門相談（女性弁護士による法律相談・カウンセリング） 

ウ インターネット相談 

エ その他（配偶者暴力相談支援センター業務（一時保護を除く。）） 

（３）講演・研修 
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固定的性別役割分担意識の解消など、男女共同参画社会の実現に向け、講演会や講

座等を開催する。 

ア センター主催講演・講座 

広く県民を対象に男女共同参画社会の実現に向けた講演・講座を開催 

○ 各種講演会（6月、8月、10月、11月、2月） 

○ 女性リーダー育成講座（9回コース） 

○ 女性リーダーフォローアップ講座（年 2回） 

イ 他機関との共催 

〇 近隣施設との共催（連携） 

〇 大学や各種団体等との共催（連携） 

ウ 市町村職員研修 

市町村の男女共同参画担当職員を対象として実施（初任者・課題別・地域別） 

（４）女性チャレンジ支援 

ア 困難を抱えた女性等を対象としたセミナー等【年 8回】 

イ 女性キャリアセンターとの連携 

（５）自主活動・交流支援 

ア 団体登録制度と活動支援 

自主的な活動を行う団体やグループに対する各種情報の提供など、これらの団体等

が主体的に活動するための様々な支援を行うために、登録制度を設けている。 

イ サポートスタッフの設置 

男女共同参画社会の実現に必要な社会参加や地域活動への経験が得られるよう、イ

ベント等の運営補助、情報ライブラリー通信への寄稿等を行うサポートスタッフを設

置する。 

ウ 女性団体への活動拠点提供事業 

県内各地の女性団体のネットワークの核となることが期待される女性団体に、男女

共同参画推進センターの１室を活動拠点として提供し、当センターと事業連携を行い

ながら、事業拡大を支援する。 

エ With You さいたまフェスティバルの開催 

男女共同参画の視点を持って県内で活動する団体・グループが日頃の活動成果を発

表する機会を提供し、団体間の連携と交流を促進する。（2月） 

オ さいがい・つながりカフェの実施（共催） 

「さいがい・つながりカフェ実行委員会」とともに、東日本大震災被災者（埼玉県

内への避難者）の交流会を毎月２回実施する。（平成 23年 9月から継続開催） 

カ 講師の派遣（県政出前講座） 

男女共同参画に関する意識啓発及びセンターの周知を図るため、県内市町村等から

の要請に応じ、男女共同参画専門員や相談員等を研修・講座等の講師として派遣する。 

（ア）男女共同参画基礎講座 

（イ）災害・防災と男女共同参画 
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（ウ）知っていますか？デートＤＶ 

（６）調査・研究 

男女共同参画を推進するための調査・研究を実施する。 

（出典：男女共同参画推進センター） 

４．令和４年度実績 

（１）月別施設利用者数 

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

貸出施設 5,164 2,941 3,210 2,898 2,605 3,086 

情報ライブラリー（入室者数） 865 979 1,126 1,721 1,473 989 

(開放端末利用者数) (40) (47) (51) (65) (55) (41) 

フリースペース等利用者数 2,626 2,526 2,671 2,571 2,646 2,511 

保育室利用者 3 2 4 17 11 10 

セミナー室 5利用者（女性キャリアセンター除く） 4 0 2 10 23 60 

相談（面接、専門） 15 16 15 21 32 31 

※男性相談（電話相談） (10) (11) (10) (17) (22) (23) 

相談（グループ相談） 18 0 22 0 0 0 

フェスティバル（2月）       

女性チャレンジ・女性就業相談来所者 493 503 589 570 528 529 

合 計 9,160 6,956 7,607 7,791 7,296 7,193 

（出典：男女共同参画推進センター）  



177 

 

 

 

区 分 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間 

貸出施設 3,358 3,793 2,702 2,217 3,491 3,052 38,517 

情報ライブラリー （入室者数） 1,610 1,614 2,103 1,562 1,493 961 16,496 

(開放端末利用者数) (31) (36) (24) (60) (50) (34) (534) 

フリースペース等利用者数 2,612 2,575 2,631 2,569 2,439 2,905 31,282 

保育室利用者 10 13 13 6 13 8 110 

セミナー室 5利用者（女性キャリアセンター除く） 0 9 25 22 0 0 155 

相談（面接、専門） 27 17 16 10 32 24 256 

※男性相談（電話相談） (22) (13) (13) (9) (24) (16) (190) 

相談（グループ相談） 0 0 24 0 0 0 (64) 

フェスティバル（2月）     712  712 

女性就業相談来所者 720 531 435 613 620 502 6,633 

合 計 8,315 8,539 7,912 6,990 8,776 7,436 93,971 

（出典：男女共同参画推進センター） 

 
                 （出典：男女共同参画推進センター） 
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（２）情報収集・提供事業 

 ・情報ライブラリーの運営 

ア 男女共同参画社会実現に資する図書資料等の収集と提供 

イ 県、市町村、活動団体等の関連資料の収集と提供 

ウ 社会の現状や時流を反映した資料等の収集と提供 

（ア）図書等の所蔵内訳（令和５年３月末） 

分類 冊数 割合 

総記（０類） 538 1.9% 

哲学（１類） 1,587 5.7% 

歴史（２類） 1,763 6.3% 

社会科学（３類） 
社会(360) 9,989 35.6% 

その他 4,385 15.6% 

自然科学（４類） 1,876 6.7% 

技術（５類） 1,053 3.7% 

産業（６類） 288 1.0% 

芸術（７類） 1,833 6.5% 

言語（８類） 197 0.7% 

文学（９類） 4,261 15.2% 

行政資料（Ｇ類） 322 1.1% 

合 計 28,092 100% 

※上記のうち、視聴覚資料（ＶＨＳ，ＤＶＤ）が 122点含まれる。 
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（イ）利用状況                  

   一人当たりの貸出冊数 2.3 冊 
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３ 
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合計 

貸出人数 106 95 98 103 113 108 111 99 83 92 92 102 1,202 

貸出冊数 213 242 234 253 225 232 265 241 218 222 207 229 2,781 
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（ウ）男女共同参画パネルの作成及び貸出し 

男女共同参画社会づくりに向けた啓発の一環として、イラストで分かりやすく解説

した２４種類のパネルを主催事業に合わせて館内に掲示するとともに、県内市町村や

団体へ貸出しを行った。また、開設 20周年に合わせ「With You さいたま開設 20周

年パネル」を作成し、館内に展示した。 
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（３）相談事業 

・ 相談受付状況（令和 5年 3月 31日現在) 

ア 相談種類及び相談内容別受付状況 

 
生
き
方 

こ
こ
ろ 

か
ら
だ
・
性 

夫
婦 

家
族
・
親
族 

人
間
関
係 

Ｄ
Ｖ 

仕
事 

暮
ら
し 

そ
の
他 

計 

う
ち
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ 

に
関
す
る
相
談 

電話相談 570 1,821 385 650 1,393 1,340 927 311 224 1,091 8,732 36 

面接相談 0 0 1 0 1 0 14 1 0 1 18 0 

専門相談 21 29 26 53 23 16 31 18 3 18 238 0 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ相談 9 1 1 16 20 1 15 3 1 2 69 0 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ相談 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 64 0 

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

合 計 600 1,851 413 719 1,437 1,357 
1,05

1 
35 228 1,114 9,123 36 

※性的マイノリティに関する相談は、H28,8から統計を開始した。 

「With You さいたま相談室」受付時間：月～土曜日 10時～20時 30分 

（出典：埼玉県ＨＰ） 

  イ 年代別・相談内容別受付状況 

 

 

 

下段は男性からの相談件数 
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 ウ 相談の特徴 

令和4年度の相談件数は9,123件で、前年度に比べて 410件減少した。 

相談内容を主たる相談項目ごとに分けると、最も多いのは、「こころ」に関する相談

で、1,851件（全体の 20.3％）、次いで「家族・親族」に関する相談が 1,437件（全体

の 5.8％）、「人間関係」に関する相談が 1,357件（全体の 14.9％）となっている。 

世代別にみる相談件数の割合では、50歳代の方からの相談が全体の 29.9％と最も多

かった。次いで 40代が 22.7%であった。 

また、男性からの相談は 1,200件（全体の 13.2％）となり、前年度同時期に比べて

52件増加しているとのことである。 

 

・ 男性相談員による男性のための電話相談 

性自認を含む男性を対象に、埼玉県公認心理士協会の協力により男性相談員による電

話相談を月２回行った。 

なお、令和３年度までは月１回実施だったところ、４年度から月２回とし、190件の

相談があった。 

ア 開催日時 

毎月第 1、3日曜日 11:00～15：00 

イ 相談内容 

相談内容を主たる相談項目ごとに分けると、最も多いのは、「夫婦」に関する相

談で、31 件（全体の 16.3％）、次いで「こころ」に関する相談が 27 件（全体の

14.2％）、「からだ・性」に関する相談が 27件（全体の 14.2％）となっている。 

相談者の年代は、60代以上が 55件(全体の 29.0%)、次いで 40代が 44件(全体

の 23.2%)となっている。 
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（４）講演・研修事業 

① 20周年記念イベント ～これまでも、これからも、あなたとともに～ 

② 講演「若年女性支援の『これから』を考える」（女性の貧困問題講演会） 

③ 講演「おとなの性教育」（男女共同参画講演会） 

④ ＤＶ防止フォーラム 

⑤ 講演「これからの男の子とおとなたちへ」（フェスティバル講演会） 

⑥ 女性リーダー育成講座 

⑦ 女性リーダー育成講座フォローアップ講座 

（出典：男女共同参画推進センター） 
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⑧ 市町村職員研修 

ア 初任者研修 

 

⑨ 性暴力防止セミナー ※さいたま市との共催事業 

⑩ 県人権・男女共同参画課との共催講座（心理教育プログラム「びーらぶ」） 

⑪ 県産業支援課との共催講座（女性経営者支援セミナー） 
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⑫ 埼玉弁護士会との共催講座（女性のための法律講座＆相談会） 

⑬ 小児医療センター共催講座 

⑭ 埼玉大学（ダイバーシティ推進センター）との連携プログラム 

⑮ NPO 法人 Waffle（ワッフル）、（一社）彩の国子ども・若者支援ネットワーク（アスポー

ト）との連携講座（女子中高生向けウェブサイト作成講座） 

 

（５）女性チャレンジ支援事業 

働きづらさ・生きづらさを抱えた女性を対象としたセミナーとグループ相談会を実施

（委託先：株式会社キャリア・マム） 

・生き方セミナー 

開催日時 令和 4 年 8 月 27 日（土）～令和 5 年 3 月 18 日（土）年 8回 

参加人数 延べ 98 人 
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（６）自主活動・交流支援事業 

① 団体登録制度と活動支援 

自主的な活動を行うボランティアや団体・グループに対する各種情報の提供など、

これらの団体等が主体的に活動するための様々な支援を行うために、団体登録制度を

設けている。 

ア 登録件数 ９２団体（令和５年３月末） 

イ 登録団体への活動支援 

（ア）情報提供 

センターが主催する講演会などの案内や広報紙の送付 

（イ）施設の優先予約 

セミナー室等の貸出施設の予約について、４か月前から受付（一

般利用の場合は利用日の３か月前から受付）。 

（ウ）団体・グループ情報の発信 

センターホームページ上で、団体情報や活動概要を発信する。 

（エ）グループロッカーの貸出し 

グループロッカーの貸出し（貸出団体数：１３団体、ロッカー：２１個） 

② ワーキングルームの提供 

③ 活動発表コーナーの利用 

３階・４階活動発表コーナーを展示形式による各団体等の活動発表の場として提供  

利用実績 ２１件 延べ日数 ３８６日 
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④ 令和４年度「男女共同参画推進フォーラム」パネル展示出展 

⑤ 県民のボランティア活動及び社会参加へのステップアップを支援するため、サポー 

トスタッフを設置。 

⑥ ワークショップ開催事業（With You さいたまフェスティバル） 

※国際女性会議ＷＡＷ！2022 公式サイドイベントとして開催 

⑦ さいがい・つながりカフェの実施（共催） 

⑧ 講師の派遣（県政出前講座） 

男女共同参画に関する意識啓発及びセンターの周知を図るため、県内市町村等からの
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申請に応じ、男女共同参画専門員や相談員等のセンター職員を研修・講座等の講師とし

て派遣した。 

ア 対象者 

国・市町村職員、民生委員・児童委員、大学生、高校生、一般市民 等 

イ 令和４年度実績 計 59 件 

   

（ア）男女共同参画基礎講座 23 件 延べ 1,966 人 

（イ）災害・防災と男女共同参画 12 件 延べ 464 人 

（ウ）知っていますか？デートＤＶ 24 件 延べ 2,617 人 
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⑨ 女性チャレンジ総合支援ネットワークとの連携 

女性の社会参画に向けた様々な分野におけるチャレンジを総合的に支援するため、国

や県、市町村、ＮＰＯ、民間等の幅広い機関等と連携して、各団体の活動の活性化を図

る。構成機関等（令和４年度末 合計１２１団体） 

⑩ 女性団体への活動拠点提供事業 

ア 目的 

県内各地の女性団体のネットワークの核となることが期待される女性団体に、男女

共同参画推進センターの 1 室を活動の拠点として提供し、センターと事業連携を行い

ながら、事業拡大を支援する。 

イ 団体の概要 

（ア）合同会社 ままのえん 

・ 代表 小林あゆみ 

・ 活動理念 

子育て中の女性が、眠ったスキル・能力＝資源を活かし明るくイキイキとした

毎日を過ごせる社会を目指す。 

（イ）特定非営利活動法人 パープルネットさいたま 

・ 代表 遠藤 珠美 

・ 活動理念 

ＤＶ被害を受けた女性と子供が、避難後にも安心・安全に自分らしく暮らせる

よう継続的自立支援や心のケアを行うことにより、女性、子供の人権の確立と男

女共同参画社会の実現に寄与する。 

 

（７）調査・研究事業 

研究テーマ令和 4年度「10代・20代女性が抱える困難に関する調査」 

 

５．監査人総括 

現地調査当日においては、施設の沿革・事業概要・事業内容及び施設状況について、

説明を受け、施設視察を行った。男女共同参画推進センターにおいては、多くのセミナ

ーや講座、相談業務、調査研究等、非常に幅広い業務を実施していることが確かめられ

た。 

特に、職員が自ら作成している男女共同参画パネルについては、男女共同参画社会を

広げるためのツールとして非常に有用性が高いものであることが感じられる。 

また、情報ライブラリー（図書）においては、キッズスペースにおいて、人権問題に

関する絵本の読み聞かせを行うなど、将来を見据えた先進的な取組を行っていることが

伺える。 
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②女性キャリアセンター 

１．概要 

女性キャリアセンターは、働くことを希望しながら家庭との両立や職業上のブランクな

どに課題を抱えている女性やキャリアアップを目指す女性を総合的に支援する事業である。 

支援内容は、（ア）就職支援、（イ）在宅ワーカー育成支援、（ウ）スキルアップ支援、

（エ）働く女性のキャリアアップ支援に分けられる。 

（ア）就職支援は、さらに以下の支援メニューに分けられる。 

・カウンセリング・職業紹介：女性のキャリアカウンセラーが就業に関する相談を受け

る（対面・オンライン・電話） 

・就職支援セミナー：しごとの探し方、応募書類の作成、面接準備など就職活動に関す

る実践的な内容のセミナーを行う（対面・オンライン） 

・出前セミナー：県内各地で就職支援セミナーを行う 

・企業合同説明会・面接会：複数の求人企業を集め、求職女性とのマッチングを行う 

・ハローワーク求人情報を活用した職業紹介：ハローワーク求人情報検索機を設置し、

職業紹介を行う 

（イ）在宅ワーカー育成支援：在宅ワーカーの育成から就業までを支援する 

（ウ）スキルアップ支援：デジタル技術の習得と習得技術を生かした就業を支援する 

（エ）働く女性のキャリアアップ支援：職場定着、キャリアアップを目的とした研修や女

性管理職向け研修を行う 

 

２．令和４年度の実績は以下のとおりである。 

 

（出典：女性キャリアセンター） 
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（出典：女性キャリアセンター） 

 

（出典：女性キャリアセンター） 

 

５．監査人総括 

現地調査当日においては、施設の沿革・事業概要・事業内容及び施設状況について、

説明を受け、施設視察を行った。視察当日においても、複数の相談業務の予約が埋まっ

ており、多くの方が利用していることが伺えた。女性キャリアセンターおいては、就職

支援として相談業務だけでなく、面接の練習や、エントリーシートなどの応募書類の作

成指導、添削指導も行っており、きめ細やかな対応を行っていると感じる。就職支援と
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しては、ハローワークもあるが、女性キャリアセンターにおいては、女性活躍・就労継

続を念頭にハローワークより、丁寧な対応が行われている。 

また、令和５年度からは、グループインターンシップ制度を開始し、就職後のミスマ

ッチが生じないような対応も行っている。 

女性キャリアセンター独自の特色としては、専属カウンセラーによる面接相談を受け

ることにより、企業向け紹介状の発行も行っており、真剣に就職に取り組む方にとって

は、非常に有効なものであると考える。また、ハローワークなどで公表されていない、

女性キャリアセンター独自の求人情報も掲示されていることも当センターの強みの一つ

と感じられる。 

全体として感じたことは、女性キャリアセンターは、事業目的どおり女性に対する就

職総合支援を行う組織であり、今後、より多くの県民の方に利用・活用していただくこ

とが期待される。 
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